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巻 頭 言

 

近代国家の行くえ 
 

N.Y. 9.11 

21世紀のまさに幕開け、2001年9月11日、世界

の人々の目の前で、国連本部のあるニューヨー

ク・マンハッタンのWTC２本の中腹に、２機の航

空機が水平に突入し、これを瞬時に崩壊させた。

近代国家と国家を離れたテロ集団との戦争という

図式が21世紀に生まれた瞬間であった。 

自由と民主主義を標榜する世界最強の国家ア

メリカは、これを境にイラク戦争に突入していっ

た。崩壊したWTCの跡地にアメリカ建国の年に因

んで1776フィートの超高層の建設が進んでいる。

アメリカは国家のアイデンティティを改めて問い

直しているかのようだ。 

地球温暖化 

先日、月探査機「かぐや」から月とツーショッ

トの地球の映像がテレビに映し出されていた。太

陽の惑星、大気に包まれ海と陸からなる人類生存 

の原
．
面であるこの青い球体に人そのものが原因と 

なって、今、大きな危機−地球温暖化が起きている。 

近代の機械文明化、産業革命以降の化石燃料の

爆発的利用によって、地球の温度が急速に上昇し、

これにより、地球の生命環境、人間居住環境に深

刻な影響が出始めているという報告が相次いでい

る。最近の研究によると、近年の気温上昇は、'05

～'06年の半年間で北極の海氷72万㎢（日本の面積

の２倍）を溶かし、南極大陸の氷床をこの３年間

に1,500億トン解氷させ、これがただちに海流の動

態に影響を及ぼし、かつ海水面の上昇を引き起こ

しているというのである。 

地球上、海岸はいずれの大陸においても主要な

人間居住地であり、もし数ｍも海面が上昇すると

壊滅的な打撃を受けることになる。また気候変動

により、河川を含む陸地の人間居住環境もまた直

接的な悪影響を受けることは容易に想像がつく。

洪水（ガンジス川など）、干ばつ（ユーフラテス川

など）などで農作物に大きな影響が出ているとの

報告がなされている。 

国連は南極に？ 

人が原因となって起こっている地球温暖化、化

石燃料の使用国とはいわゆる先進国である。地球

温暖化の寄与率で、まずアメリカは全体の３割、

ヨーロッパ２割強、ロシア１割、そして日本３％ 

 

 

 

強と見積もられている。 

今また、急速な近代化、工業開発、都市開発を

進めつつある中国、インドなどの巨大人口国がこ

れに続いている。地球温暖化問題への取り組みは、

人類そのものの生存に関わる国際国家の共通な中

心的課題である。日本としても、'97京都会議（議

定書）に続いて、'08の洞爺湖サミットでは、実効

性のあるアクションプランを示して貰いたいもの

である。 

それにしてもグローバル時代、諸国の平和と安

全を保障し、利害を調整する組織、国際連合の役

割はますます大きくなっている。国連本部をニュ

ーヨークから南極大陸に移すぐらいのことを考え

はじめるべき時かもしれない。 

地球人口正負のダイナミズム 

20世紀から21世紀、いずれの国も大きな人口変

動に見舞われている。ユーラシア大陸の両端の

国々、東側では日本、韓国、台湾、西側ではヨー

ロッパ諸国の大多数が軒並みに合計特殊出生率が

1.5を切って、急速な人口減少局面に入っている。 

これに対し、アジア、アフリカの多くの国々は

依然として高い人口増が続いている。 

地球地域におけるこの人口の増減のダイナミ

ズムは国家の枠を越えた人口移動を強く促進させ

ることになろう。国際的人口移動について国家が

人種混住にいかに対応するかは現在的計画課題で

ある。経済や情報、人、モノの動きがグローバル

化する中で、EUやASEAN、東アジア共同体といっ

た複数の国家を包み、一体的生活圏とする動きは

今後強まることになろう。柔らかい国家のあり方

が求められる時代に入っている。 

近代国家の行くえ－共生共苦 

国家は人間居住の枠組みとして国民と国土、統

治機構を持つ。現在、200余の国々がそれぞれに歴

史を持ち、それぞれの領域にリーダー（顔）を持

ち存在している。人口規模でいえば、数千人の国

から、百万人台、千万人台の国々、一億、十億（中

国・インド）を超える巨大人口国が存在している。

いずれの国も、固有の困難な内政、外政問題を抱

えている。「地域格差」は日本だけではなく、生存

条件すれすれの貧困状態におかれている国も多い。 

18、19、20世紀に生まれた近代国家は、21世紀 
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新しい局面を迎えている。人口問題にしろ、テロ、

地球温暖化にしろ、現在、諸国は人類存続の危機、

未来からの挑戦に対して横一線に並んでいる図と

いえよう。これに対して先進国といい途上国とい

い、これが地球における人間居住として持続、共

生するためには、共存共苦の構えが必要であろう。 

 

 

国家の計画、国土政策、都市政策といったもの

もどの様に世界に対し、いかなる国家像を持つか、

どの様な価値観に立つかによって決まるものであ

ろう。 

 

（戸沼幸市 （財）日本開発構想研究所理事長） 

 

 

文明のおしくらまんじゅう－地政学的な区分にもとづく文明圏－ 

 
 

文明のおしくらまんじゅう－より大きな文明圏の動き－ 

 

（図中の数値は2050年におけるそれぞれの予測人口（単位：10億人）） 

 2



 
 

１．はじめに 

世界各国における国土空間計画に関する考え

方は、グローバル化の進展にともなう地域間・都

市間競争の高まり、持続可能な発展への取り組み

の強化、冷戦の終結にともなう新たな国際秩序形

成と民主化・地方分権の進展、等を背景として、

近年大きく変貌しつつある。とりわけ欧州諸国は、

EU の統合により空間計画の枠組みが大きく変化

しつつあり、1999年に、関係閣僚の非公式会議に

おいて、欧州レベルの空間計画である欧州空間開

発展望（European Spatial Development Perspective：

ESDP）が承認され、その後、EU 加盟各国の空間

計画に大きな影響を与えることとなった。また、

米国においても、ワシントン州、オレゴン州など

市民の環境意識の高い西海岸の州を中心として、

州レベルでの成長管理政策の導入が進んだことな

どが指摘できる。 

多くのアジア諸国では、従来、国家経済社会５

か年計画のなかで、国土インフラ整備、成長核の

指定というような形で国土開発の方向性がトップ

ダウン的に示されてきたが、近年、地方分権、持

続可能な発展といった潮流のなかでボトムアップ

的な方向性が重視されるようになってきた。タク

シン政権下のタイでは、北部のチェンマイを中心

としたかつてのランナー王国の地域をランナー・

クラスターとして地域発展戦略を策定するといっ

た動きがみられた。インドネシアにおいても、ス

ハルト後の地方分権化政策のもとで、スハルト大

統領のもとで国家 5カ年計画策定の中心を担った

テクノクラート官庁である国家経済社会開発庁

（BAPENAS）の権限が大きく後退し、かつてのよ

うなトップダウン的な国土開発からの脱皮がみら

れる。持続可能な発展という点では、中国の新し

い第十一次国家経済社会発展計画（2006年）にお

いて、国土が「開発最適化区域」、「重点開発区域」、

「開発制限区域」、「開発禁止区域」の四つの区域

に分類されたことも注目される。韓国においても、

2002 年制定の国土利用計画法において国土全体

の一元的な土地利用管理が可能となった。 

以下、ＥＵ統合を背景として、とくに大きな動

きの見られる欧州諸国の動向を中心に、国土空間

の」マネジメントにかかわる政策の潮流と議論に

ついて概観してみたい。 

 

 

 

 

１．諸外国における国土空間計画の潮流とその示唆するもの 

城所哲夫（東京大学大学院工学系研究科 准教授）

 

２．グローバル都市地域圏の形成 

近年の世界の国土空間計画をとりまく状況の

なかで、まず取り上げなければならないのがグロ

ーバル化の急速な進展であろう。なかでも、深い

関連を有するのは、国土を越えた都市地域圏の連

坦によりグローバル都市地域圏（Global City 

Region）の形成に対する議論である。知識は、消

費すればするほど増大する性格をもっていること

から、知識産業は一般に収穫逓増の性格を有する。

グローバル化によるヒト、モノ、資本の移動の自

由度が高まることから、産業立地の自由度は増す。

一方で、グローバル市場における企業の競争力は、

国際的な顧客との時間距離における近接性に加え

て、制度的な条件整備、職業訓練・教育のための

条件、研究開発機能等、その企業の存在する都市

の機能にも依存する。また知識労働者の国家間労

働移動には制約があり、その移動は同時に各国内

の都市間ヒエラルキーの大きな影響下にある。さ

らに、知識産業においては face to face の知識交流

が重要であると同時に、国際的な知識のネットワ

ークの役割が重要となる結果、国際的な拠点都市

の機能が格段に高まる。この結果、各国において

もっとも競争力の高く、国全体の競争力強化の牽

引役となっている都市は都市間ヒエラルキーの頂

点に立つ都市となる傾向が高くなる（Simmie, 

2002）。 

これらの集中と分散を促す相互に矛盾した条

件のもとで生まれる空間が、地球規模での分散と

集積により特徴付けられるグローバル都市地域圏

である（Scott, 2001)。実際、日本を含むアジア地

域に目を向けてみると、空間的な産業の集積が明

らかに認められ（図１）、世界貿易に占める域内貿

易（アジア地域内、EU 地域内等）の占める割合

も確実に高まっていることが指摘できる。 

グローバル化の進展と欧州単一市場の成立の

もとでの都市地域間競争の激化を踏まえ、欧州各

国における地域開発政策の中心を占めるのは、地

域経済開発、とりわけ、競争力とイノベーション

力の強化であることが多くの論者により指摘され

ている（Herrshel他, 2002）。このような背景のも

とで、地域の競争力の源泉に関し、90 年代以降、

産業地区（Industrial District）論、イノベーション

環境（Innovative Milieu）論、取引コスト（Transaction 
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Cost）論、産業クラスター（Industrial Cluster）論

等の集積の経済に関する新たな議論が展開されて

きている。 

 

図１ アジア地域におけるグローバル都市地域圏

の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：著者作成 

 

これらの議論によれば、イノベーションの基盤

として、地域内におけるフォーマル、インフォー

マルなネットワーク（取引関係、教育・訓練、知

識交流、中小生産者間の競争と連携、共同的経済

活動を行う社会的文化的基盤の醸成、等）の存在

が重要である。これらの集積の経済に関する新た

な知見を反映して、近年の地域発展戦略の中心を

なしているのも、わが国同様、イノベーション戦

略、すなわち、地域集積産業に特化した技術開発、

ベンチャー企業へのハイ・リスク・キャピタルの

供給、特定揺籃期産業の保護、人材教育・訓練に

対する投資、企業間連携文化の醸成、地域マーケ

ティング（place marketing）の強化、等である（Scot, 

2001）。 

一方、地域の競争力の牽引車としての都市再生

の観点から近年注目されているのが、Ｒ．フロリ

ダによる創造経済論である（Florida, 2002）。フロ

リダは、米国の急成長地域の分析をもとに、地域

経済発展の源泉は、３Ｔ（Technology, Talent, 

Tolerance）にあり、なかでも、彼がクリエイティ

ブ・クラスと呼ぶ創造的活動を行う人々（科学技

術者、アーティスト、デザイナー、ミュージシャ

ン、創造的経営者等、多様な創造的職種を含む）

の集積こそが地域経済発展を生み出すとの主張を

展開している。フロリダによれば、地域経済発展

のためには、これらのクリエイティブ・クラスを

ひきつけるような都市、すなわち、彼らのライフ

スタイルにあった都市的なにぎわいに満ち、多様

な人々にオープンな都市づくりが重要となる。 

いずれにしろ、これらの議論が共通して指摘す

るのは都市地域圏の経済的発展には、都市あるい

は地域の備える社会的・制度的・文化的な資本の

重要性であるという点である。すなわち、このよ

うな複雑でダイナミックな発展プロセスを内包し

た地域政策をいかに構想、実行し、これらの社会

的・制度的・文化的な資本をいかに構築していく

か、そのための地域ガバナンスのあり方が今後の

地域発展政策における重要な課題となっているこ

とがわかる。 

 

３．地域圏から都市地域圏へ 

欧州における広域地域計画に関する近年の議

論における議論の特徴の一つとして、地域発展の

空間的枠組みに関する認識の変化が挙げられる。

1980 年代には、EU レベルで地域委員会

（Committee of the Regions）が設立されたことに

端的に示されるように、欧州統合の枠組みの中で、

歴史的・文化的・経済的に一体性をもった、国家

より小さな空間領域である「地域圏（Region）」の

役割が強調された。 

一方、1990年代後半にかけて大きな脚光を浴び

るようになったのが、「都市地域圏(City Region)」

の概念である（図－１）。都市地域圏とは、都市と

その都市がサービスする空間的領域を示す概念で

あり、EUの地域政策においても、Europe2000（1991

年）、Europe2000+（1994 年）、ヨーロッパ都市ア

ジェンダ（1997 年）等において、欧州の競争力と

イノベーションの推進という観点から、地域発展

の牽引車としての地域圏の中心都市の役割に対す

る見直しが進んだ（Herrschel 他, 2002）。都市地域

圏の概念が強調されるようになった背景として、

欧州統合による単一市場・単一通貨の登場による

都市間、地域間の経済的競争の激化ならびにグロ

ーバル化のもとでの産業構造の変化への要請（知

識・サービス産業の強化の要請）がある。この結

果、活力ある都市の成長が地域ならびに国家・欧

州全体の競争力強化に直結するとの考え方が、

1990年代以降支配的となってきたといえる。 

各国政府も、1970年代以前には経済的後進地域

に対する支援が地域政策の支柱であったが、1980

年代以降、競争力強化の観点から経済的に強い地

域が国全体の競争力を牽引するとの考え方をとる

ようになってきていることが指摘されている
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（Salet 他, 2003）。このような都市地域圏の競争力

重視の戦略のもとで、各国とも、企業の競争力強

化・誘致のために、主要都市の空港、高速鉄道ア

クセスの強化、知識産業への産業構造の転換を支

援するための大学・研究機能、文化機能などの「知

識インフラストラクチャー」の拡充を重視する新

たな地域発展戦略をとっている。 

 

図２ 都市地域圏をベースとしたドイツの国土空

間形成ガイドライン（2006 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Ministerial Conference for Regional Planning (MKRO), 

2006 

 

EU 政策における都市地域圏への注目が具体的

な形で示されたのが、先述したように、1999年の

EU 関係閣僚の非公式会議で承認された欧州空間

開 発 展 望 （ European Spatial Development 

Perspective：ESDP）である。ESDP は、①経済的・

社会的な統合、②自然資源と文化遺産の保全、③

欧州内地域におけるバランスのある競争、の３点

を主たる目標として掲げた。その上で、具体的な

政策ガイドラインとして、①バランスのとれた多

極的な都市圏システムの確立、②インフラおよび

知識へのアクセスの公平性の確保、③持続可能な

発展ならびに自然・文化遺産の慎重な管理と保全、

の３点を示した。ESDP が各国の空間政策に与え

た影響は大きく、例えば、英国の都市計画の基本

的枠組みを定める政策ガイドラインである

Planning Policy Guidance（PPG）のうち、ESDPの

発表された翌年の 2000 年に発行された PPG11: 

Regional Planning では、「欧州の動向に応じて空間

計画の機能を拡げていく」ことが明記された。 

さらに、2007年 5月にライプチヒで開催された

EU 関係閣僚会議において、ライプチヒ「持続可

能な欧州都市」憲章が調印された。同憲章では、

加盟各国が、①一層の総合的な都市発展政策をと

ること、②都市内の衰退コミュニティに対する格

別な配慮をとることが都市政策の柱として掲げら

れている。 

 

４．地域レベルでのガバナンスの形成 

EUレベルでの地域（Region）重視の政策の影響

のもとで、地域レベルでのガバナンスの空白を埋

めるべく、欧州においては、さまざまな試みがな

されてきた。ガバナンスは、一般に、政府内外の

個人の緩やかなネットワークに基づく柔軟な公共

的意思決定のシステムをさす言葉として用いられ、

政府機構のもとでの公共的意思決定システムであ

るガバメントと区別して用いられる（John, 2001)。

近年の欧州都市ではガバメントからガバナンスへ

向かう潮流が顕著にみられ、1980年代以降、多く

の都市および地域において、政府機関と経済団体

の協力のもとで、競争力強化のための多様な試み

がなされてきた。この結果、多様な組織・機関が

設立されることで、公共的意思決定の分散化が進

み、一面、意思決定プロセスが不透明となってき

たとの指摘もなされている（Salet 他, 2003）。 

以下でいくつかの例をみてみよう。英国では、

1986 年にサッチャー政権のもとで大ロンドン議

会（Greater London Council: GLC）などの都市圏

自治体（Metropolitan Council）が解体された後、

その空白を埋めるべく、大ロンドン地域において

設 立 さ れ た London First や London Pride 

Partnership などのように、さまざまな地域レベル

の公民パートナーシップ（PPP）団体が設立され、

インフォーマルな社会的意思決定の場が形成され

てきた。EU における地域重視の流れを受けて、

1990 年後半以降、EU 補助金（地域開発基金等）

の空間的単位に対応して、地域ガバナンスの空白

を埋めるべく、地域の制度化がはじまった。すな

わち、９つの地域（Region）が設立され、それぞ

れに、フォーマルな機関として、政府地域局

（Government Office of the Region（GOR）：各地域

における国の機関を統合した組織）、地域開発庁

（Regional Development Agency（RDA）；公民パー

トナーシップのもとで地域開発戦略の策定と実施

を担う）、地域協議会（Regional Assembly；自治体

の代表、民間経済団体、環境団体、社会団体の代

表による地域政策協議機関）が組織され、地域に

おける一貫性をもった発展政策の実施を進めるガ
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バナンスの仕組みの構築が進んでいる（Thomas

他, 2000）。 

さらに、2004 年の計画・収用法（Planning and 

Compulsory Purchase Act 2004）において、法定デ

ベロップメント・プランの体系が抜本的に改正さ

れ、計画団体（地域議会（Regional Assembly）；た

だし大ロンドン地域については市長）が策定する

地域空間戦略（Regional Spatial Strategy; RSS）と基

礎自治体であるディストリクトの策定する地区開

発枠組み（Local Development Framework; LDF）の

二層式の計画システムとなった。LDF とともに、

RSS も、新たに計画許可の直接的基準となるデベ

ロップメント・プランとして法定化され、総合的

な発展戦略形成の空間的圏域としての地域の位置

づけが格段に高まった。LDF についても同様に、

自治体のコミュニティ戦略との整合性が求められ

るなど、従来の土地利用規制計画としての枠を超

えるものとして位置づけられている。 

特に、９つの地域のうちのひとつである大ロン

ドン地域は、2000 年に Greater London Authority 

(GLA)が設立され、直接選挙により選出されるロ

ンドン市長とロンドン議会（Assembly）を有して

おり、他の地域に比較して高い独立性と代表性を

有している。例えば、基礎自治体の地区（Borough）

の有する計画許可（英国ではすべての開発は計画

許可を必要とする）の権限においても、ロンドン

全体に戦略的な意味を有する都市開発に関しては、

ロンドン市長が直接その開発を不許可とする権限

を有しており、ロンドンの戦略的開発に対して強

い権限を有している。 

フランスにおいても、1982年の地方分権法（Loi 

Defferre）のもとで新たに海外を除き全国で 22 の

州が地方政府として認められ、1986年に州議会の

選挙が実施された。同法の枠組みのもとで５年計

画である国－州間計画契約が結ばれ、州内の事業

計画が定まる。首都圏として国の直接的な介入の

度合いの大きいという点でやや特殊であるが、パ

リ大都市圏地域（イル・ド・フランス；州のひと

つ）の場合、当初は、国－州間計画契約は国主導

のもとで事業計画が策定されていた。しかし、現

在では、州議会が独自の州開発計画（SRADT）を

州内自治体との調整のもとで策定することにより、

国－州間計画契約策定時における国との調整の場

において州内自治体の調整機関としての役割が増

していることが指摘されている（Lefevre, 2003）。

このような流れの中で、イル・ド・フランスにお

いても、PPP スタイルの地域経済開発政策の実施

を担う地域開発庁（ARD）が 2001年に設立される

など、地域ガバナンスの強化が進んでいることが

指摘できよう。 

連邦制のもとで階層的な地域計画システムを

有するドイツにおいては、州により状況が相当に

異なるものの、都市圏地域の地域計画は、多くの

場合、州の下位機関の地域計画協議会（各自治体

が構成メンバーとなる）の管轄のもとにあり、そ

の意味では州政府主導のもとでの都市地域圏ガバ

ナンスが制度的に確立しているといえる。この中

で注目される例として、シュトゥットガルト都市

地域圏が挙げられる。同都市地域圏では、1990年

代初頭に深刻な経済不況に見舞われた後、地域圏

として経済開発戦略を実施することの重要性に対

する認識が高まり、直接選挙により選ばれる議会

をもつシュトゥットガルト地域共同体（Verband 

Region Stuttgart）が 1994年に設立され、地域計画

の策定主体となっている。また、同共同体のもと

に、地域経済開発を所管する PPP組織であるシュ

トゥットガルト経済開発庁（WRS）を設立し、多

様なイノベーション政策を策定・実施した。この

シュトゥットガルトの事例が示すように、ドイツ

においても新たな地域ガバナンスの枠組みを形成

する試みが始まっている。 

上述のような欧州における地域ガバナンスの

特徴として多くの論者が指摘しているのが地域コ

ーポラティズムである。ここでコーポラティズム

とは、少数の団体間（例えば、官僚組織、経済団

体、労働組合）の調整により社会的意思決定がな

される状況であるが、基礎的自治体の範囲を大き

く越える広域的な地域というレベルにおいては、

組織資源を有する少数の団体間の調整が、公共的

な政策に対して影響を行使しやすい状況が生まれ

ていることが多くの論者により指摘されている

（Vigar 他, 2000）。さきに挙げた英国の地域組織

においても、参加する団体が、政府機関をのぞけ

ば、経済団体、国レベルの組織をもつ大きな環境

団体などの一部の組織に固定化される傾向にある

との指摘がなされている（Marshall, 2004）。 

 

５．日本の国土空間計画への示唆 

以上、欧州を中心に、国土空間計画の近年の動

向レビューをおこなってみたが、最後に、日本の

国土空間計画への示唆についてまとめてみたい。 

 

マネジメント型計画のための制度構築 

計画の役割は、plan-command-control 型の計画

スタイルから plan-monitor-manage 型の計画スタ

イル、すなわち、社会経済状況の変化に応じ、か
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つての予測された成長に対する土地の配分・規制

という静的で硬直的な（しばしばブループリン

ト・スタイルとして形容される）土地利用規制計

画から、新たな地域発展を牽引するための戦略の

策定・多主体の動的で柔軟な協議の場と変容しつ

つある。このような潮流のもとで、欧州において

も、都市における深刻な雇用の喪失に直面した

1980年代以降、計画的調整よりも個別のプロジェ

クトの推進力で地域開発を図るプロジェクト先導

型アプローチのもとで大規模都市再生事業が主流

となった。一方で、不動産市場の不確実性の増大、

公平性からみた問題、環境・コミュニティ・グル

ープからの反対運動、大きな裁量権が発生するこ

とに起因する不透明な意思決定等の問題が指摘さ

れ、1990年代以降、都市圏レベル・地域圏レベル

における経済・社会・環境面での調整を重視する

計画先導アプローチの復権も進んでいる（Healey

ほか, 2003）。 

協議の場において公共性を代表するはずの自

治体は、開発を通じて大幅な税収増が見込め、ま

たウォーターフロント等の大規模再生事業であれ

ば、自治体自らが地権者であることも多く、実は

直接的な利害関係者であることに留意する必要が

ある。すなわち、従来型のコントロール型計画ス

タイルにおいて公共性を代表していたはずの自治

体は、現代的な柔軟な協議のもとでのダイナミッ

クなマネジメント型プロセスにおいては、もはや

純然たる公共性の担い手ではなく、自らが主要な

利害関係者なのである。日本においても、総合設

計制度、都市再生特区指定等の活用による規制緩

和のもとで実施されている大規模都市再生事業に

おいても、このような状況が指摘できるのではな

かろうか。新たなマネジメント型の計画アプロー

チを確立していくためには、利害関係者間のみの

協議ではなく、環境市民団体、まちづくり市民団

体等の真に多様な主体が対等な立場で参加するこ

とのできる協議の場を国土、地域、都市、個別開

発地区という異なる空間レベルのもとで実現する

制度を構築していくことが不可欠である。都市マ

スタープランの制度化を契機に多くのまちづくり

ＮＰＯが生まれたように、そのような仕組みをつ

くることで、広域的な課題に対しても活動の展開

できる力のある環境ＮＰＯやまちづくりＮＰＯが

育つこととなるのではなかろうか。 

 

多様な都市地域圏（City Region） 

第二に、グローバル化のもとでの国際ゲートウ

ェイ都市の重要性の高まり、知識産業化に伴う、

研究開発、情報サービス、メディア、デザイン、

文化産業などの都市的創造産業の重要性の高まり

を受けて、地域経済発展における都市と地域間関

係の重要性に対する理解が進んだ点が指摘できる。

都市的創造産業においては、face to face の交流が

決定的に重要であることを考えると、日常的な交

流が可能となる範囲として中心都市からおおむね

５０～６０ｋｍ圏程度が妥当な都市地域圏の範囲

であると考えられる。図３は試みとして、日本に

おいて、人口３０万人以上の都市を中心に、６０

ｋｍ圏の領域を設定し、３０万人以上の都市が複

数互いの領域に含まれる場合を連坦都市圏として

ひとくくりとしたものを示した。当然ながら、３

大都市圏、政令指定都市レベルの都市を中心に連

坦的な都市地域圏が形成されている一方で、北海

道、東北地方北部、四国地方、中国地方（中央部

を除く）、九州地方南部等においては有力な都市地

域圏が形成されておらず、新たな時代の地域発展

にとって条件的に不利な状況にあることが指摘で

きる。国土空間政策についても、このような都市

地域圏の多様性を踏まえたあり方を模索していく

ことが重要であろう。 

また、現実の都市地域圏の形成が、新しい国土

形成計画における広域地方計画の単位となる圏域

とは必ずしも一致していない点も指摘できる。た

とえば、福岡・北九州を中心とする都市地域圏は

中国地方の西部を含んで連坦しているし、東方地

方においても、仙台を中心とする都市地域圏、新

潟を中心とする都市地域圏、その他の連坦的都市

地域圏の形成されていない地域では相当に様相が

異なることがみてとれる。このような地域を一括

して東北地方として空間計画を策定するのは相当

に無理があるように思われる。 

また、首都圏や中京圏、仙台圏のように、どち

らかといえば強力な中心都市とその後背圏として

成立している単極的な都市地域圏と、関西圏、福

岡・北九州圏のように複数の有力な中心都市から

構成される多極的都市地域圏のあることも指摘で

きる。環境的な持続可能性という観点からバラン

スのとれた空間形成という意味では多極型都市地

域圏の形成が望ましいが、一方で、都市地域圏の

発展戦略のための合意形成という観点からは多極

型都市地域圏は困難がともなうことは容易に予想

できる。この意味では、各都市地域圏における地

域ガバナンスの形成プロセスも一様ではなく、現

行制度のように、国が単一の制度でガバナンス形

成の仕組みを用意するという考え方は必ずしもう

まく機能しないのではなかろうか。
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図３ 日本の都市地域圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士課程 宮里孝則作成 

 

サステイナブルな地域発展 

国土形成計画においては、従来型の開発優先の

考え方から持続可能な発展へと大きな方向転換が

必要とされている。しかしながら、現実の広域地

方計画の協議の場において、持続可能な環境・自

然の回復、自立的な地域経済の構築、共生社会の

構築といった持続可能な発展のための多様な目標

を具体的な戦略目標として空間計画として結実さ

せていくことは容易な作業ではない。欧州におい

て指摘されているように、広域的なレベルで影響

力を発揮できるのが、経済団体、業界団体等の限

られた団体となりがちとなるという指摘もあるこ

とを考えると、文言としては環境や社会的配慮の

重要性が盛り込まれたとしても、計画の実態とし

ては従来型の開発優先型のインフラ整備事業のリ

ストアップと大差ないものが出来上がってくるの

ではないかという懸念はあながち的外れでもなか

ろう。 

地球環境保全を正面に見据えた空間計画が国

際的に最重要の課題となっている中で、そのため

の具体的な計画目標を明確に示せないのであれば、

国際的な評価に耐える新しい国土空間計画とはい

えないであろう。とりわけ、国土の環境保全、自

然の回復という観点からは土地利用計画が重要な

役割をはたすことになる。その意味で、法改正に

おいて、新しい国土形成計画と国土土地利用計画

との一体化がなされなかったことは大きな課題を

残すことになった。例えば、韓国では、2000年の

国土計画法、2002年の国土利用法のもとで両者の

一体化が図られており、大いに参考とすべきであ

る。 

知識創造経済のもとでの自立的な地域経済の

発展という観点からみても、従来型のインフラ整

備中心の国土計画からの転換が求められる。知識

創造社会においては、従来型の企業誘致という観

点ではなく「人材」の誘致・育成という観点から

の地域経済振興政策が必要である。ＥＵや米国と

異なり、日本では明治以来の近代化過程のなかで、
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東京を頂点とするヒエラルキー的な「人材」の偏

在構造が形づくられてきた。この構造を一朝一夕

に変えることは難しいが、国土空間計画において

は、長期的な観点から、そのための戦略を示して

いくことが現代的な課題である。「人材」を真にひ

きつけるものは、単なる企業誘致施策やベンチャ

ー育成施策ではない。都市的にぎわいとまねごと

でない文化的魅力にあふれる都市、豊かな自然環

境、人をそだてる力に満ちた共生のコミュニティ

を実現していくための具体的な戦略を明確に描き

きることがこれからの空間計画に求められている

のではなかろうか。 
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２．EU における地域統合と空間計画の展開 

片山健介（東京大学大学院工学系研究科 助教）

  

１．はじめに 社会統合については、経済的合理性を追求する

市場統合の下では、社会的不平等を拡大するおそ

れがあり、公正な競争の維持という観点から、こ

れを防ぐための労働条件の均一化などの社会的側

面における統合が政治システムによってなされる

必要性が生じている。 

EU では、構造基金(structural funds)を通した地

域政策・都市政策が実施されており、2007 年から

2013 年を期間とする新たな地域政策（結束政策

(cohesion policy)と呼ばれている）が開始されたと

ころである。 

個別の政策や仕組みを理解するためには、地域

政策のスキームが、EU統合の過程の中で必要とさ

れ、整えられてきたものであることに留意しなけ

ればならない。そこで本稿では、地域政策の仕組

みについては概要と特徴を述べるにとどめ、地域

政策の展開をEU統合との関係で捉える枠組みを

提示したい。その過程で、欧州で形成されてきた

空間計画(spatial planning)に着目する( )1。やや概念

的な議論になるが、日本の国土・地域を東アジア

の中で位置付け、グローバル化のもとで地域の自

立的発展を促進するという日本の国土・地域政策

を考える上での一助となればと願う。 

 

(2)EUにおける地域統合と空間計画の必要性 

社会総体を、経済システム、政治システム、社

会システムから構成されているという見方をとる

と、公共による行為としての空間計画は、政治シ

ステムの一部として理解できる。 

 

①経済統合に伴う社会統合の阻害と地域間不均衡

の問題 

経済システムにおける市場統合は、従来国家の

内部における経済活動を主としていた国民経済が

もはや意味をなさなくなってきたことを意味する。

経済活動が国境を超えてなされることによって、

労働条件や社会保障制度など社会的条件の不平等

が拡大しうる。この問題は一方で、労働者、広く

言えば市民や企業が活動する場としての空間的問

題としても捉えることができる。すなわち、移動

の自由による経済活動の偏りを、空間的偏り（地

理的投影）として捉えたとき、経済統合による地

域間不均衡の問題が生じる。労働条件や社会保障

の問題、さらにそれと関連する教育、職業訓練、

生活の問題は、ある共通の経済的・社会的条件を

形成するものであり、経済的・社会的一体性を有

する「地域」の問題として考えられる。 

 

２．EU統合と空間政策の展開 

まず初めに、地域統合の進展と空間計画の必要

性に関して、ある程度一般性を有する形での議論

の枠組みを提示する。 

 

(1)EU統合の歩み 

神野1)は、人間の社会総体を、経済システム、政

治システム、社会システムの 3つのサブ・システ

ムから構成されるとしている。その考え方に従え

ば、EU統合は、経済統合、政治統合、社会統合の

3 つの側面から捉えることができる。 

戦後の EU 統合は、本来的に政治的目的を持ち

つつ、経済的手法によって進められてきた。経済

統合については、関税障壁の撤廃、物、資本、人、

サービスの移動の自由化（すなわち生産物市場と

要素市場のうち労働、資本市場の統合）、経済通貨

統合を達成し、その深化と拡大の程度において、

EU統合は経済統合を中心に考えることができる。 

市場統合が進むと、経済活動がより有利な社会

条件、立地条件を持つ地域へと偏ることにより、

地域間不均衡は拡大しうる。すなわち、急速な経

済システム統合によって、社会システムの統合が

阻害されることになる。人々の生活は言語や生活

習慣に制約され、ボーダーを越えて自由に移動す

るわけにはいかず、社会システムはボーダレス化

し、グローバル化するわけではない。ゆえに、不

均衡が顕著で社会的に許容できず（不利益を蒙る

地域が地域統合の障害となるなど）政策課題とな

りうる場合には2) 、その地域間不平等を是正する

ために、政治システムによる調整が必要とされる。

政治統合については、経済統合の過程で関連す

る構成国の権限を EU に委譲することが必要とさ

れ、EU共通政策の拡大と相俟って、EUの権限は

拡大してきた。しかし、経済システムの急速な統

合に比べれば、政治システムの統合の歩みは緩慢

なものであると言える。 
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従来は国家が福祉的に地域格差是正政策、すな

わち地域政策を行ってきた。それは多くの場合、

国家による援助を通じた特定の地域に対する産業

誘致政策として実施されてきたのであるが、自由

な移動が保障される市場統合の下では、そのよう

な一国主義的福祉国家政策は共通市場における公

正な競争を歪めるものとして制限される。そのた

めに、国境を超えた地域レベル（本論では EU レ

ベル）において、市場を歪めない形での新たな地

域政策が求められることになる（→EU レベルの

地域政策の必要性）。 

②EUレベルの空間計画の必要性 

市場統合と社会統合のもとでの地域政策は教

育、職業訓練、治安などの社会的諸条件を含むも

のである。同時に、空間的には、立地条件の向上

や、社会的諸条件の向上のために、土地利用計画

やインフラ整備計画などの物的計画が求められる

であろう。市場統合と社会統合の下での市場の効

率性を損なわない形での地域政策は、これらの地

域を対象として、土地利用やインフラの計画・整

備により条件を整え競争力を高めることによって、

共通市場における地域間競争に耐えうるようにす

ることが適当であると考えられるからである。 

このことについては、本来的に地域政策が、他

の諸政策との調整、異なる地理的スケールの空間

政策との調整、地域問題改善のための地域計画や

物的計画との調整および整合性を求められる3)こ

とからも理解できる。 

ゆえに、空間計画体系において「地域」の位置

づけが高まることと同時に、EUについてみれば、

本来的には、EUレベルの地域政策および関連諸 

政策間の調整等に対応して、これら総合的地域政

策を包括的に調整し実現するための、EU レベル

での空間計画が存在することが望ましいと考えら

れる（→EU レベルの空間計画の必要性）。 

しかし、政治システムの統合、すなわち EU レ

ベルに空間計画権限の委譲がなされていない状況

では、EU レベルの空間計画の実現は加盟各国の

空間計画制度を通して行わざるを得ず、国レベル

の空間計画の役割が逆説的に必要とされるものと

考えられる。 

③制度的多様性 

空間計画権限が加盟国側に残りうる状況では、

加盟国の空間計画制度は依然として重要である。

加盟各国の空間計画制度は、各国の制度的環境の

中で形成されてきたものであり、固有の制度的特

徴を有する。この制度的特徴は、経済的条件のみ

ならず、歴史的・文化的背景の中で形成されたも

のであり、これらの要素は統合されないことから、

EU 統合下での加盟各国の空間計画制度は制度的

特徴を保持する形で変容し、制度的多様性は残る

ものと考えられる。 

以上の枠組みを図-1に示す。次章以降では、本

章で提示した枠組みに従って、EU レベルの空間

政策の展開過程を具体的に見ていくことにする。 

 

３．EUレベルの地域政策の展開 

 

(1)共同体権限としての空間政策 

欧州統合の過程の中で、EU は各国の政策を超

えた共通政策を拡大してきている。基本的に、空

間計画、特に土地利用計画や社会基盤整備は加盟 

 
図－１ EU統合と空間計画の枠組み（著者作成） 
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国の権限であって、EU は加盟国の法定計画に対

して直接的に介入することはできず、あくまで補

完性原理に基づいて間接的に関与するのみである

という解釈が一般的である。しかし、EU の統合

の深化に伴って、空間的に影響を及ぼす共通政策

が徐々に拡大してきている状況にある。 

EUの空間政策は、EU統合の進展とともに、地 

域政策、環境政策( )2、運輸政策( )3を中心に展開して

きた4)。ここでは地域政策について論を進める。 

 

(2)EU地域政策の必要性 

EUレベルで地域政策が必要とされた背景とし

ては、第一に、経済的・社会的一体化が進むに従

って、国レベルにおいて地域政策を必要とする理

由（経済的・社会的根拠）がEUレベルでも同様に

生じたことがある。第二に、EU独自の必要性とし

て、経済統合の進展に伴って地域間不均衡が拡大

し、そのような格差は経済統合の障害となりうる

という認識がある。すなわち経済統合による弱者

である貧しい地域を救済する策が必要とされた。

このような認識が、1970年代の第一次拡大によっ

て強まり、1975 年の欧州地域開発基金(ERDF)の設

立に伴うEU地域政策の本格的展開に繋がった5)。 

EU 地域政策は幾度かの制度改革を経て、1988

年の構造基金改革において、制度的骨格がほぼ固

まっている。1986年の単一欧州議定書においては、

「経済的・社会的結束」と題する状況によって、

地域政策に関する条文上の明確な規定がなされた。

現在では EU 予算の約 3 分の 1 が配分され、共同

体政策の中でも重要な役割を担っている。 

 

(3)EU地域政策の基本的スキーム 

地域政策は、構造基金と結束基金(cohesion fund)

を財政手段として実施される。支援プログラムは、

大きく加盟国主導のものと共同体主導のものに区

別できる。2000-2006年期間では、前者について 3

つの基本目標(objectives)が設定され、地域政策予

算の 90％以上が充当された。後者は共同体主導枠

(Community Initiatives)と呼ばれ、共同体レベルから

重要と考えられる特定の地域に対して行われる支

援である。 

地域政策のプログラムは、基本的に地域単位で

適用されることが特徴となっている。ここで言う

「地域」とは、実際には統計目的や基金の運用の

問題から加盟各国のリージョナル／ローカル・レ

ベルの行政区域を基準とした域内単位（NUTS）

によるものであるが、「地域」は歴史・文化・経済

的特徴を共有した領域として志向されている。EU

地域政策はその重点を、交通や水供給、通信、保

健衛生、教育など広く経済発展の基盤を整えるこ

とにより、「地域の競争力の向上」を図ることに置

いている。 

EUの地域政策を実施する上では、基金の獲得・

運用プロセスにおける地域レベルの参画が求めら

れている。EU 地域政策はパートナーシップ原則

および補完性原理に則って行われるものであり、

そのための地域レベルの組織面・計画面での体制

整備が必要とされる。 

 

４．European Spatial Planning の展開 

ここまで、「空間計画」という用語を特に定義

せずに用いてきたが、ここでの空間計画は Spatial 

Planning の訳語として用いている。この空間計画

はEoropean Spatial Planning と表現されることもあ

るように、欧州で形成されてきた概念である。 

 

(1)EUレベルでの空間計画の萌芽 

1980年代以降、地域政策は期間があらたまるご

とに制度の改革が行われて充実していったが、こ

の時期から、のちの空間計画に繋がる空間的調整

に向けた動きがみられることは注目に値しよう。 

欧州議会において 1983 年に採択された、欧州

議会地域政策及び地域計画に関する委員会による

「欧州地域計画スキームに関する報告書」

(Gendebien報告)では、①時間および空間における

機能的・財政的関係を保証し、空間的観点から他

との調整なしに決定はないという考えを保証する

ために、既存のEU政策を調整する、②均衡ある総

合的地域開発の促進、③文化遺産、自然環境の多

様性を保全することを目標としているが、欧州空

間計画は、既存のEU政策の集合の結果として既に

存在しているという見方である4)。 

欧州評議会(Council of Europe)の下に設置された

欧州地域計画担当閣僚会議(Conférence 

Européenne des Ministres de l’Aménagement du 

Territoire: CEMAT)において 1984年に採択された

欧州地域／空間計画憲章(European Regional/ 

Spatial Planning Charter)は、欧州という文脈の中で

地域計画に言及した最初のものであった。ここで

は①地域間の均衡ある社会経済的発展、②生活の

質の改善、③自然資源と環境保護の責任ある管理、

④土地の合理的利用、が空間計画の基本目標とさ

れている。地域／空間計画は民主的・包括的・機

能的・長期的なものであるとし、各レベルの政府

の責任を求め、また各政策分野の調整、民主的な

参加を求めるものであった。 
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(2)EUレベルの空間計画の議論( )4

EUの機関において、具体的に空間計画の議論が

始まったのは、直接的には、1988年の構造基金改

革において制定された欧州地域開発基金ERDF規

則（Regulation No.4254/88）Article10 において、

欧州委員会に空間スキーム（仏語：schéma de 

développement de l’espace communautaire）を作成

する権限が与えられたことによる( )5。これをもっ

て、欧州委員会はplanningの分野に踏み込むことに

なった。 

これを受けて、旧第 16 総局は、欧州の空間展

望と各国の国土計画・政策との協調を図る政治的

妥当性を付与するため、地域政策開始以来設置さ

れていた地域政策委員会（加盟国代表が議長を務

めた）を閣僚会議へと衣替えさせた。 

1989 年に、「空間計画の展開を早めることにな

った特筆すべき出来事」4)として、フランス・ナン

トで第一回の空間計画担当大臣による会議が開催

された。公的には非公式会議として位置づけられ

たこともあり、当初は全ての議長国がその必要性

を認識していたわけではなかったが、推進力がつ

き、その後基本的に半年に 1度の頻度で続くこと

になる。 

1993 年のリエージュ会議までに、何らかの形

（この段階では明確に固まっていない）での共同

体の領土(territory)に対する包括的な空間ビジョ

ンが必要である、という点についてほぼ合意が得

られている。その理由として、予算額の増大と新

規加盟国による拡大を見据えた地域政策の有効性

向上、共同体の部門政策の調整、そして域内の均

衡ある発展と競争力の強化があった4)6)。 

そして 1999年のベルリン会議において、欧州

委員会・当時の加盟 15カ国の空間計画担当大臣に

よって、European Spatial Development 

Perspective(ESDP) 7)が最終合意されるに至る。 

以上まとめると、構造基金の仕組みの確立を経

た次の段階で、地域政策と他の部門政策を調整す

るためのものとして EU レベルでの Spatial 

Planning が必要とされ、具体的に ESDP の策定へ

と繋がっていったと言える。 

 

(3)ESDP の概要 

ESDP本文によれば、EUにおける多様性（国や

地域の違い、言語、文化など）は欧州を豊かにす

る要素である反面、社会的・経済的な地域間不均

衡の要因ともなっているという認識から、EU の

空間政策は、ESDPの副題ともなっている「EU域

内の均衡ある持続可能な発展」を目的とし、ESDP

はこの目的を達成するための「共同体の分野別政

策と、加盟国、地域、都市の協調に向けた枠組み」

を提供するものである。 

ESDP は、EU としての方針、即ち社会、経済、

環境の三本柱のバランスを保ちながら、経済的・

社会的結束を強化することによって均衡のある持

続的な発展を達成するという理念に基づいている。

その基本方針は以下の 3つである。 

[1] 多極分散型のバランスのとれた発展を目指し、

新たな都市と農村の関係を確立 

[2] 交通・情報インフラへのアクセシビリティの

公平性の確保 

[3] 持続的発展、自然文化資源保全 

この 3つの基本方針について、60の施策を提示

し、これを実現するための取り組みを共同体から

地域までの各レベルについて提案している。 

EU は空間計画に関する権限を有しておらず、

ESDP は「非公式」の閣僚会議での合意文書であ

るため、欧州委員会から発行されているとはいえ、

法定の文書ではない。よって ESDP は法的拘束力

を持たず、唯一、加盟国担当大臣によって合意さ

れた文書である、という点において実効性を有す

る。すなわち、ESDP の考え方を各国の計画制度

や計画内容の中でどう実現するかについては、基

本的に加盟国の責任に委ねられている。 

他方EUレベルでは、EUが権限を持つ共通政策

（地域政策、TENs、環境政策など）を通して実現

を図ることになる。 

 

(4)European Spatial Planning とは 

イギリス英語ともアメリカ英語とも異なる

Euro-Englishとして生まれたSpatial Planningという

概念は、ESDPの策定とともに変化してきた9)。  

既存の文献からその概念の特徴を整理すると、

概ね以下の点が指摘できよう。 

 

①統合的アプローチ 

ESDPの策定過程では、加盟各国の空間計画制度

の比較研究が行われている。そこでは、「Spatial 

Planningとは、空間における将来の活動の配分に影

響を及ぼすために公共部門によって用いられる方

法（method）である。この方法は、土地利用とそ

れら活動の配分とのより合理的な領土の構成を作

り出すという目的をもって、環境保全と開発需要

のバランスをとり、社会的・経済的目標を達成す

るためにとられるものである。Spatial Planningは他

の部門政策の空間的インパクトを調整し、市場の
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力によって作り出されるものよりもより公平な経

済発展の配分を達成し、土地と財産の利用の転換

を規制するための手法を包含する。（中略）Spatial 

Planningは、国および超国家的なプランニング

(national and transnational planning)、地域政策

(regional policy)、詳細な土地利用計画を網羅するも

のである。」8)と定義されている。 

Alden9)によれば、Spatial Planningは、土地利用計

画よりもより広い概念と捉えられており、主な特

徴として、土地利用/物的計画の活動が、経済、社

会、環境の発展政策と密接に繋がっていることが

指摘されている。またSpatial Planningの特徴として、

戦略的アプローチの概念、長期展望、公民セクタ

ーの統合、全ての主要政策・プログラムと連携し

た土地利用計画などが挙げられている。 

Healey10)は、「統合(integrated)」はSpatial Planning

のキーワードのひとつであり、Co-ordination（協

働）、Framing（空間における社会の在り方を示す、

各政策の空間ビジョン）、PolicyとActionの連結、

多様なアクターの結びつけという異なる意味を有

する、と述べている。 

すなわち Spatial Planning という概念には、空間

に関わる計画・政策を、分野横断的（水平的）、か

つ異なる空間スケール間（垂直的）にわたって調

整する統合的アプローチが内在していると言える。 

 

②「地域の競争力」と「多核性」 

Jensen and Richardson11)は、‘Spatialisation of idea’

として、‘cohesion’（結束）と‘polycentricity’（多

核性）を挙げている。「結束」は経済的競争力に包

摂する見方もあるが、グローバルな競争が空間的

表現として単一空間に表れている、との考え方も

ある。都市・地域、都市と農村、中心と周辺、と

いった競争の中でEUの空間戦略が形作られてい

ることから考えると、「結束」は空間的アイデンテ

ィティと結び付く。ESDPでは、社会・経済・環境

のバランスを謳っているが、経済的な競争が最も

強調されている、という。 

 

③加盟国の空間計画制度の変容 

Alden は、多くの加盟国において、governance

と planning 双方で regional-level での変容が注目さ

れること、かつての regionalismはローカル・レベ

ルと結び付いていたが、昨今は region と Europe

が結びついており、多くの加盟国で、伝統的土地

利用計画／マスタープランから戦略的空間計画へ

と変容していることを指摘している。 

例えば英国では、伝統的な都市農村計画に空間

計画の考え方が取り入れられている。イングラン

ドでは、County レベルの Structure Plan は廃止さ

れ、従来は法的拘束力のなかったRegional Planning 

Guidance が Regional Spatial Strategy として法定

Development Plan の位置づけを与えられた。イン

グランドには Region に相当する政府はないが、

RegionレベルではRegional Economic Strategy（地

域経済戦略）も策定されており、空間戦略である

RSS と整合するものとされている。すなわち、

Development Plan－Planning Permission（計画許可）

という基本構造はそのままに、計画許可の判断基

準となるDevelopment Plan に地域レベルの経済戦

略や環境戦略との統合的なアプローチが取り入れ

られるという形で制度変容が生じていると見るこ

とができる。 

 

５．EU地域政策の新展開 

ESDPの最終合意以降、EUの地域政策は新たな

展開を見せてきている。 

 

(1)結束政策改革 

2000-2006 年期間の政策が始まってからまもな

く、2007年以降の政策のあり方について議論が行

われてきた。その背景は大きく 2点指摘できる。 

第一に、東方拡大である。2000-2006 年の地域

政策が開始された時点で、中東欧諸国が加盟した

2007 年以降の地域政策の改革が必要であること

は既に大きな課題として認識されており、拡大後

のEUにおける空間構造の変化や課題に関する分

析がなされてきた。これらの成果を活用し、2004

年 2 月の第三次結束レポート12)において、結束政

策に関する欧州委員会の改革案が提示されるに至

った（表-1）。 

第二に、リスボン／ヨーテボリ戦略である。リ

スボン戦略(Lisbon Strategy)は、2000年 3月にリス

ボンで開催された欧州理事会（首脳会議）におい

て採択された 10年間の戦略的目標であり、「より

質の高い雇用と社会的結束を伴う持続的経済成長

を可能とする世界で最も競争力がありダイナミッ

クな知識型経済」を目的としたものである。ヨー

テボリ戦略(Gothenburg Strategy)は、2001年 6月の

ヨーテボリ欧州理事会で採択された政策指針であ

り、持続的開発に向けた戦略が合意されるととも

に、雇用・経済改革・社会的結束に向けたリスボ

ン戦略に環境面が加えられた。リスボン戦略・ヨ

ーテボリ戦略は、EU の包括的構造改革政策とし

て、結束政策改革を促す要素ともなっている。 

(2)地域的結束 
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以上の動きの中で、EUレベルでは、地域的結束

(territorial cohesion)という概念がみられるように

なった。この地域的結束は、EUの空間計画との関

係において捉えることが可能である( )6。 

“territorial cohesion”という語が初めて見られる

のは第二次結束レポート13)においてであり、第三

次結束レポートでも同様に、経済的・社会的結束

に続いて地域的結束の項が設けられている。 

重要なことは、地域的結束が、EU 憲法条約(A 

Constitution for Europe)に、いわば第三の結束とし

て経済・社会的結束と並んで位置づけられたこと

である。第 I-3条ではEUの目的のひとつとして、

第 I-14 条では連合(Union)と加盟国の共有権限

(shared competence)のひとつとして「経済・社会・

地域的結束」が位置づけられている。 

「地域的結束」の定義は明確でなく、議論の俎

上にある。例えば、EU地域政策総局がまとめた地

域的結束の中間報告14)では、「地域的結束は、EU

域内にわたる人間活動のバランスのとれた配分を

意味しており、経済的・社会的結束を補完するも

のである。ゆえに、この概念は、持続的でバラン

スのとれた開発という目的を地域的な用語に翻訳

するものである。地域的結束は、市民および経済

活動者が、普遍的な経済利益のサービスに対する

公平なアクセスを彼らが属する地域に関係なく享

受することを含む」としている。さらに、地域的

結束を促進するためにESDPが策定され、その中で

多核的空間構造が提示されたとしている。この中

間報告では、都市と農村の関係、地理的条件不利

地域に特に注目した現状分析と、競争力向上に向

けた技術革新、アクセシビリティの改善（交通、

情報通信、エネルギー）について対策を論じてい

る。 

これを見ると、地域的結束の意味する内容それ

自体は新しいものではなく、ESDP でも既に言及

されていた事項である。しかし、前章で指摘した

ように、ESDP が法的・空間計画制度的拘束力を

持たないことを考えると、空間計画概念が「地域

的結束」という形で発展的に憲法条約に位置づけ

られたことは、EU の空間計画に一定程度の法的

な基盤が与えられるという意義もあると言えよう。 

 

(3)地域的結束と EU空間政策 

EU 憲法条約は加盟国の批准手続きが難航して

いるが、地域的結束の考え方は EU の地域政策に

反映されつつある。 

2007-2013 年の結束政策の戦略指針(Cohesion 

Policy in Support of Growth and Jobs: Community 

Strategic Guidelines, 2007-2013) （以下CSG）では、

「結束政策における地域的次元の考慮」という章

が設けられ、リスボン戦略で示された雇用や経済

成長が都市地域、農村地域といった観点から捉え

直され、また国境を越えた地域連携や地域間協力

について言及されており、そのための統合的なア

プローチが目指されている。加盟各国はこのガイ

ドラインに従って、戦略的参照文書(National 

Spatial Strategic Framework)（以下NSSF）を策定す

ることになる。 

また、半年に 1度、定期的に開催されている地

域的結束に関する非公式閣僚会議では、リスボン

戦略に地域的次元が欠けていることが問題視され、

ESDPとリスボン・ヨーテボリ戦略とを組み合わせ

た文書( )7の検討も行われている。 

 

(4)EU結束政策の考え方 

以上の議論から、EUの地域政策が、EU統合の

過程でその重要性を増し、かつ空間計画の枠組み

の中でより統合的なアプローチが求められてきた

ことが指摘できる。 

ここでは改革の意図も踏まえて、EU 地域（結

束）政策の考え方を整理してみよう。 

 

①統合的かつシンプルな構造 

EU の地域政策は、幾度の改革を経て、より統

合的かつわかりやすいスキームへと整備されてき

た。複数の構造基金を統合的に運用するスキーム

を構築してきており、表-2では目的と財政手段と

の関係はより簡潔になっている。また、EU の地

域政策は、単一のプロジェクトに対して単年度で

資金供与を行うのではなく、複数年にわたり、複

数分野あるいは複数地域にまたがるプログラム

（個別プロジェクトの集まり）に対して支援が行

われる。 

さらに、2007-2013年結束政策では、2000-2006

年期間の共同体主導枠のように困難な地域課題に

対して複数のプログラムや財政手段を設定するの

ではなく、地域の実情に応じて提案されたプログ

ラムがそれぞれの異なる課題に対する統合的対策

の枠組みとなるという考え方に基づいた、柔軟な

仕組みへと変えようとしている。 

 

②戦略性 

結束政策改革の考え方のひとつに、「戦略性の強

化」がある。2007-2013年結束政策では、加盟国・

地域に対して結束政策の基本理念やプライオリテ

ィを明確に示すため、前述したように、共同体の
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戦略指針(CSG)に従って、加盟各国が優先事項や資

金計画を記述した NSSF を策定するシステムにな

っている。このように戦略的アプローチを志向す

るのは、政治的説明責任を高める意図もある。 

おけるパートナーシップに対してより責任と権限

を与えていく分権化が志向され、計画立案から支

援対象の決定までの手続きは簡素化されて、共同

体のCSGのもとで加盟国がNSRFを策定する仕組

みへと一本化されるが、加盟国を拘束する措置を

含んでいた付属資料(Program Complements)は廃止

され、加盟国の裁量が増す。 

 

③協働による地域政策 

EU 地域政策では、効果的な政策の実施のため

には、対象となる地域の関係者の参加・協力が不

可欠という考え方に基づいて、地域政策の全局面

における諸団体の緊密な連携が求められている。 

こうした改革は EU・加盟国・地域間の責任を

「補完性の原理」に基づいて変えていくものであ

る。国・地域の主導のもとに、共同体（あるいは

国）が地域と連携しながら取り組みを推進してい

ると見ることができよう。

結束政策改革では、加盟国、地域、地方団体に 

 
表 結  -1 EU 束政策改革表－１ EU結束政策改革 

2000-2006 年 2007-2013 年（欧州委員会提案）  

Objective1 

目的 低開発地域の開発及び構造調整 

収斂  
Convergence 

目的 低開発加盟国・地域の発展・雇用創出

支援 

条件 

・1 人あたり GDP が EU 平均の 75％未

満［below］である NUTSⅡ地域 
・旧 Objective6 地域（特に人口密度の

低い地域）に指定されていたフィン

ランド、スウェーデンの地域 
・遠隔地域（フランスの海外県、カナ

リア諸島等） 

条件 国・地域プログラム 
・1 人当たり GDP が EU25 カ国平均の

75％未満の地域 
・統計的影響のある地域：1 人当たり

GDP が EU25 カ国では 75％以上だ

が、EU15 カ国では 75％未満 
結束基金（Cohesion Fund） 
・1 人当たり GNI が EU 平均の 90％未

満の国 
基金 ERDF，ESF，EAGGF，FIFG 基金 ERDF，ESF，Cohesion Fund 

Objective2 

目的 
構造的困難に直面している地域の経

済的･社会的転換 
（旧 Objective2・5b を統合） 

地 域 の 競 争

力・雇用 
Regional 
competitiveness 
and 
employment 

目的

経済的変化への対処 
・Regional：工業地域、都市・農村問題、

地域の競争力・魅力向上など 
・National：雇用、労働の質と生産性、

社会的包摂 条件 

工業地域、農村地域、都市地域、漁業

地域それぞれについて、特定の条件を

満たす地域（工業地域、農村地域は条

件を満たす NUTSⅢレベルの地域）。指

標として、失業率、農業従事者の割合、

人口密度、低い教育レベル等を用いて

いる 
基金 ERDF，ESF 

条件

加盟国が対象地域を提案（NUTSⅠまた

は NUTSⅡ） 
移行地域：2000-2006 年の目標 1 地域で

収斂地域に含まれない Objective3 

目的 人的資源の開発［雇用、教育など］（旧

Objective3 及び 4 を統合） 

条件 ・Objective1 以外の地域をカバー 
・各国の雇用政策を勘案して援助 

基金 ESF 基金 ERDF，ESF 

INTERREGⅢ 
条件 

A：国境を越えた協調（NUTSⅢ単位）

B：国家間の協調（国、地域、地方）

C：地域間の協調（地理的に結びつか

なくてもよい） 

欧州空間連携
European 
territorial 
cooperation 

目的
国境地域、国家間・地域間の協力支援

（現行共同体主導枠） 

基金 ERDF 

URBAN 目的 

危機にある都市地域の経済的社会的

更正を目的とする。 
長期的失業、低経済活動など 9 項目の

うち少なくとも 3 項目を満たしている

人口 10,000 人前後の都市が対象。 
条件

国境地域・国家間プログラム・ネット

ワーク 
・国境地域・大規模国家間連携地域 
・国境の内外、陸上・海上のあらゆる

地域(NUTSⅢ) が対象 

基金 ERDF 

LEADER+ 目的 農村地域の革新的開発戦略の計画･実

施促進 
基金 EAGGF 

EQUAL 目的 労働市場における差別、不平等の改善

基金 ESF 基金 ERDF 
（第三次結束レポートほか Inforegio(http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm)各種情報より作成）
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６．結びにかえて：日本の国土・地域政策の論点 

日本の国土形成計画でも、東アジア地域を視野

に入れた地域が自立的に発展する構造が志向され

ている。無論、欧州とアジアでは、政治、経済、

社会、地理、文化、歴史が異なるが、2 章で示し

た枠組みに従って EU の空間政策の展開をみると、

経済統合が先行する中で地域の競争力向上が求め

られてきた状況、さらに経済・社会・環境のバラ

ンスのとれた持続的発展と、その空間的統合とし

て空間計画が必要とされてきたという EU の経験

は、日本の地域を取り巻く状況が先行的に表れて

いる事例と捉えることもできるのではないか。 

最後に、EU の事例から得られる日本の国土・

地域政策の論点を指摘して、結びにかえたい。 

 

(1)日本の国土形成計画は「空間計画」か？ 

第一の論点は、現在日本で策定中の国土形成計

画・広域地方計画が、欧州で言われるところの

Spatial Planning であるか、という点である。すな

わち、経済・社会・環境のバランスのとれた地域

の自立的・持続的発展に向けて、それらを空間的

に結び付けた計画であるか、ということである。

さらに、Spatial Planning は、望ましい空間と活動

を創出するという点で planを「実現する」ことも

内包する。 

各地方ブロックで策定中の広域地方計画は、こ

の稿を執筆している時点では、概ね骨子案が提示

された段階にあるようだが、例えばイングランド

のRSSにあるような空間戦略的な記述（拠点性の

明示など）は難しいようである。この点は土地利

用計画制度との関係の違いによるのだが、広域地

方計画で描いた将来ビジョンをどう実現していく

のかが見えにくい。 

EU統合と空間政策の枠組みで述べた「経済的・

社会的一体性」を持つ地域が、日本で言えばどの

地域レベルに相当するのか。圏域部会で広域地方

計画の圏域が様々な側面から議論されていたが、

イングランドでは戦略を描きパートナーシップを

構築する単位として sub-region の重要性が認識さ

れていることを鑑みると、イングランドのRegion

の数倍の規模をもつ広域地方ブロックは空間計画

の単位としてもいささか大きいようにも思う。

2008年中に策定される広域地方計画において、地

域によっては、各地方の実情に合わせたサブ地域

の設定や、踏み込んだ空間戦略が描かれるとすれ

ば、広域地方計画協議会によるボトムアップ・プ

ロセスの成果として大変興味深いケースとなろう。 

 

(2)地域ガバナンスの構築 

日本の二層の広域圏や国土形成計画の議論で

は、（主に経済面からみた）自立的な発展の単位と

しての「地域」は広域地方ブロックと読み取れる。

相当する政府がない状況での広域地方計画協議会

による策定は日本では殆ど経験がないが、地域の

自立的発展のためには、産業誘致や個別の地域振

興政策だけではなく、社会、環境、文化といった

分野も含めて考える必要があり、多様な主体の参

画による地域ガバナンスが求められる。特に、合

意した地域戦略をいかに実現していくかは、協議

会のシステムでは合意に参加したメンバーが責任

をもって実現するという点に拠るところが大きい。

道州制が仮に実現するとしても先の話であるから、

例えば協議会が存続してモニタリングを行うとい

った仕組みも検討すべきではないだろうか。 

                                               

補注 

(1) 本稿は、下記の拙稿をもとに再構成し加筆したも

のである。 

片山健介(2004)「EUにおける地域統合を契機と

した空間計画制度の変容に関する研究」（東京大

学博士論文）. 

片山健介(2006)「新たな地方振興方策に向けて－

EU地域政策のスキームを例に－」,『都市計画』

Vol.55/No.5, pp.63-68. 

また、一部に下記の助成を受けて実施している研

究の成果を活用している。 

平成 19年度国土政策関係研究支援事業（国土交

通省国土計画局） 

研究課題「地域の自立的発展に向けた空間計画の

役割と地域ガバナンスの形成に関する研究－欧

州の地域空間戦略の事例を通じた広域地方計画

の課題－」（研究代表者・片山健介） 

(2) 環境保全、野鳥保護などに関する政策であり、多

く指令(directive)（全ての加盟国とその企業・個

人を拘束力するが、国内立法措置は加盟国に委ね

られる）という形での措置を伴っており、特に環

境アセスメントに関しては、加盟国の土地利用計

画に直接的な影響を及ぼす。環境政策は、1970

年代に、生活の質や自然環境保護に対する関心が

高まったことと、各国が個々に環境政策を行い開

発を抑制すると、競争の歪みが生じ、共通市場の

機能に干渉することになるという認識によるも

のであった。 

(3) Trans-European Networks(TENs)の形成、すなわち

交通(transport)、遠距離通信(telecommunication)、

エネルギー(energy)分野において欧州の中心地域

と周辺地域を結び、欧州市民が共通市場による利

益を等しく享受することができるよう図るとと

もに、輸送コストなど競争条件を整備し共通市場
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の機能を高めるために自由な移動と取引を支え、

ヨーロッパ経済の競争力を高めることを意図し

ている。 

(4) 経緯は文献 4)や 6)に詳しい。 

(5) 共同体領域の利用についての将来の姿を確立す

るのに必要な要素等に関する欧州委員会主導に

よる研究に対して、ERDF による支援が行われる

ことが規定された。ESDPに至る過程で、EU域

内の空間構造に関する分析が行われ、

Europe2000(1991)やEurope2000+(1994)としてま

とめられている。 

(6) 地域的結束をEUの空間計画との関連において位

置づける見方は、EU地域政策総局の公式ウェブ

サイト

(http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes

/spatial_en.htm)において示唆されている。 

(7) 2004年 5月のロッテルダム会議で合意され、2005

年 5月のルクセンブルグ会議にて”Scoping 

document and summary of political messages for an 

assessment of the TERRITORIAL STATE AND 

PERSPECTIVES OF THE EUROPEAN UNION: 

towards a stronger European territorial cohesion in 

the light of the Lisbon and Gothenburg ambitions”が

提示されている。ガバナンスについても記述され、

EUおよび加盟国の政策に地域的次元の統合を求

めている。 
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はじめに フランス人の都市観 

よく知られているように、フランス人の都市観

は、日本とは大きく異なり、また英国や米国とも

異なる。大きな城壁に囲まれたまち、賑わいのあ

る街なみや街なか居住がその原点になっている。

西欧のコンチネンタル・スタイルの典型とでもい

うべきものであろう。近年まで城壁都市の構成形

態を強く残しているのは、むしろドイツの中小都

市や中欧の都市であるが、パリでは、１９世紀後

半から国威を賭けた都市改造（ナポレオンⅢ世と

オスマン）と、万国博覧会誘致、芸術文化奨励策

など都市文化政策が相乗的に効果を上げ、２０世

紀初頭までに、まさしく第１級の国際都市となっ

た。産業革命で先行した英国のやり方と異なり、

文化や芸術を前面に出し、「都市文化」や「都市景

観」の重要性を世界に知らしめ、国威発揚を成し

遂げた。このあたりの状況は、明治政府の岩倉使

節団の報告にも述べられている。 

１９世紀後半に始まった万国博覧会は、１９世

紀中だけでもパリで、1855年、1867年、1878年、

1889年、1900 年と数多く開催（誘致）された。シ

ャイヨー宮（1878年）やエッフェル塔（1889年）、

アレクサンドルⅢ世橋・動く歩道（1900 年）で、

近代文明を効果的に演出して見せ、アールヌーボ

ーや絵画の印象派の潮流を創出させたのであるが、

それらは都市の文明技術や社交界・サロンという

都市文化のデモンストレーション戦略でもあった。

その結果、２０世紀が始まるころまでに、「花の都」

の愛称が定着したようである。 

 

都市問題・都市再生へのまなざし 

フランスは、第二次大戦で結果的に戦勝国にな

り、都市文化と農業生産の国として、戦後一定の

経済成長を遂げたが、相次ぐ植民地の独立により、

大量の引揚者の受け入れや関連する外国人労働者

受け入れという「負の遺産」を背負う結果となっ

た。第二次大戦後に約２００万人（1950 年代）、

アルジェリア戦争後に約１００万人（1960 年代）

という人員が、外地から引き上げざるを得なくな

ったのである。 

産業の近代化とアジアの興隆の中で、産業・経

済でドイツや日本などに水を空けられ、失業や不

況に悩まされる。1991年に「資本主義対資本主義」 

 

 

 

 

 

（参考文献参照）を著したミッシェル・アルベー

ル（元大蔵大臣、訪日実績あり）は、ソビエト崩

壊後の世界情勢を眺めて、今後のフランスは日本

やドイツのようなコーポラティズム型資本主義か

らもっと学ぶべきと述べている。 

３．フランスにおける都市再生の潮流と近年の動向 

小畑晴治（（財）日本開発構想研究所 理事、千葉大大学院 客員准教授）

都市や都市の文化こそが国家の牽引力という

考えは、ドゴール大統領、ポンピドー大統領の後、

社会党に辛勝したジスカール・デスタン政権時代

（1974-1981）にも継承されたが、1977年には、｢住

居と社会生活ＨＶＳ（Habitat et viesociale）事業｣

によって、社会住宅ＨＬＭの改修事業に政府から

直接予算が付けられるこことなる。これが都市問

題・都市再生への政府の取り組みの始まりと見な

されている。 

その後 1981 年に誕生した、社会主義のミッテ

ラン政権は、リヨン郊外の騒乱を大きく受け、1981

年｢地域社会発展プログラムＤＳＱ (Programmes 

de developpment social des quartieres)｣、1982年｢教

育問題優先ゾーンＺＥＰ (zones d’education 

prioritaire)｣を策定、1983年には地方分権というス

キームを欧米でいち早く打ち出し、中央集権の弊

害や郊外問題の是正を図った。しかし、一方で、

国としての都市中心部の改善政策は持続させた。

そして、1991年に、都市問題を専門的に扱う省庁

として｢都市省（Minisetere de la ville）｣を発足させ

ている。 

この中の、特に地域社会発展や地方分権の政策

スキームは、後の英国や米国の都市政策に、大き

な影響を与えることとなる。前者の例では、1980

年代に米レーガン大統領や英サッチャー首相らが

提唱した「小さな政府」「民間活力導入」の行政改

革スローガン打ち出しとそのドグマ的実施が市民

や識者の大きな反発を招いたことへの対応で、

1990年ころまでに「地方分権」や「住民参加」の

要素が採り入れられ、大きく軌道修正せざるを得

なくなった一連の経緯である。その後英国では、

古くからあった「パートナーシップ」の考え方が

再評価され、今日の都市政策の柱になっている。

米国では、「コミュニティ・ディベロップメント

（CDC、コミュニティの合意に基づく地区整備運

動）」や「スマート・グロース（成長管理を前提に

した地域開発）」の考え方が重視されように変わっ

てきたが、そこにもフランスの間接的影響が見え
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るように思われる。 を中心に各省庁が施策を探すようになる。内閣が

左派から右派へ転じる中、1996年、荒廃する都市

郊外を具体的に地区指定する｢緊急都市地区指定

ZUS（Zone urbaines sensibles）｣が指定される。そ

の後のＥＵ統合前の不況に伴い、郊外の荒廃がさ

らに進み問題が深刻化した。図４、５ 

社会主義のミッテラン政権も、それまでと変わ

りなく、大都市中心部の都市改造に力を注いだ。

ルーブル美術館の大改造「グラン・ルーブル」（中

庭のガラス・ピラミッドなど）や国立図書館の建

設など、『GPU（グラン・プロジェ・アーバン）』

と呼ばれる取り組みを行った。こうした都市中心

部改造の取り組みの方も、その後の欧米諸国や日

本の「都市再生」の取り組みに、少なからぬ影響

を与えた。これらのやや派手な都心部再生だけで

なく、荒廃の見過ごせなくなった郊外住宅団地の

再生事業や、外国人労働者問題・格差問題に対す

る、居住環境改善の取り組みなどにも、大胆果敢

に取り組んだ。マルヌ・ラ・ヴァレ（パリ郊外ニ

ュータウン）における宮殿のような公共住宅建設

によるチャレンジや、1990年代初頭には英国に学

んで、オフィス・ビルを集合住宅に転換する「コ

ンバージョン事業」などの誘導も図っており、今

に受け継がれている。 

ＺＵＳの指定から、1995 年には、｢都市特例地

域ＺＦＵ（Zone franches urbaine）｣の制定の必要

性に迫られる。都市問題への具体の取り組みとし

て、ＣＩＶ都市問題省庁連絡会議（Comite 

interministeriel de ville）で、1999年｢都市再生プロ

グラム（Programme national de renouvellement）｣

が策定される。その運用は、①予算面などで特別

方策を執ることで地域の再格付けを行うための

｢都市グラン・プロジェクトＧＰＶ（Grands Projet 

de ville）｣と、②特別政府予算で調達される資金に

よる小規模な｢都市オペレーションＯＲＵ

（Operation de renouvellement urbaine）｣の２制度

で運用される。 

 ＧＰＶでは、市街地から取り残された問題地域

が、もう一度周辺市街地に組み込まれるよう、社

会的・都市的展開を行う包括的事業として始めら

れたが、もう少し小規模なものに対応できる事業

手法も必要になり、｢都市オペレーションＯＲＵ｣

ができたとのことである。 

２１世紀に向けた都市政策 

1995年から、同じ社会主義のシラク政権に変わ

り本年（2007年）春までの１１年間も、パリ中心

部の都市改造政策は継承されてきた。しかし、都

市再生政策や公共住宅政策については、米・英が、

ポスト・レーガン、ポスト・サッチャーの「市民・

コミュニティ重視」の政策にシフトし、フランス

も更なる取り組み余儀なくされる中、より前向き

に、社会問題や地域格差問題の核心と向き合う都

市総合政策を執るようになった。 

 

ＰＮＲＵと都市再生機構ＡＮＲＵ 

2002年、都市政策を国の優先課題とする大統領

の意思表明がなされ、都市再生整備の全国プログ

ラムが閣議決定されたことを受け、翌 2003 年８月

｢都市および都市再生整備のための方向付けとプ

ログラム化の法律｣（いわゆる｢ボルロー法｣：都市

再生整備法）が制定される。そして、各問題地区 

1994 年に社会省が締結した｢都市契約（Contrat 

de ville）｣が、都市問題への取り組みの始まりとさ

れるが、各地区の具体問題に沿いながら、都市省 
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Public spaces and public 
facilities renovation
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development

Social support

Access to health
facilities

Public services 
strenghtening

Public security and 
quiteness restroring

Housing
improvement

and diversification 

Education and training 
system improvement
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reduction

Public spaces and public 
facilities renovation

Economical
development

Social support

Access to health
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strenghtening

Public security and 
quiteness restroring
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and diversification 

Education and training 
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失業者の低減

医療施設への近接性

経済開発

住宅の改善と多様化

公共サービスの充実 社会的支援

教育と訓練システムの改善 治安と防犯 公共空間と公共施設の改善

図１ 都市問題の取り組み対象課題 
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の改善を図るための全国的な目標を定めた｢都市

再生整備全国プログラム＊１ＰＮＲＵ（programme 

national de rénovation urbaine）｣が制定されること

となった。これまでの、ＧＰＵ、ＧＰＶという省

庁横断型で制度整備され、確かに考え方は素晴ら

しかったのであるが、なかなか実効に結びつかな

かった。（ANRU本部コメント）＊１：｢市街地再開

発全国プログラム｣とも訳される。 

Nationale pour Rénovation Urbaine）｣が、2004年３

月に発足する。これまで、具体に政策を推進する

主体がなく、動き出しそうな都市再生事業でも予

算確保の省庁回りで苦労していた状況が、新たな

段階に入った。このスキームは、経済的、社会的

な問題を抱える地区の問題解決に、市町村の首長

と、地方自治体間で設立された理事長と都市省大

臣、住宅省大臣などが協力して取り組むという点

で画期的なものである。具体の事業アイテムとし

ては、①住宅の改修・減築・新築、②公共施設の

ＰＮＲＵプログラムの推進と財政支援を統括

するために、｢都市再生整備機構ＡＮＲＵ（Agence  

The financial resources of the Agency

ANRU

• Ministry of Social Housing
• Ministry of Urban Affairs 

A 10 billion Euro program over a ten year period

Caisse des Dépôts 
et Consignations

Social 
housing owners

150 Million €

French 
Government
4.5 billion €

On a ten year period
(2004-2013)

« 1% logement »
Same amount as the 
French Government

PNRU et grands 
principes

National 
Urban 

Renewal 
Scheme

機構の財源

社会住宅省

都市省

仏政府 45億ユーロ
７２００億円

１％基金 45億ユーロ
７２００億円

住宅所有者１．５億ユーロ
２４０億円

抵当金融公庫

１０年間で１兆６０００億円のプログラム

図２ ANRU の取り組み予算枠 

Objectives for the Agency in charge of implementing the 
program

•To restructure the street organization
•To change the urban shape by diversifying the type of 
buildings, and clarify the land use and property

•To build private housing to attract middle-class people
•To develop economic activities 

Comprehensive 
reorganization of 

underprivileged areas

Subsidies that can be 
given by the Agency

PNRU et grands 
principes

•Subsidies to local authorities to create or renew streets and 
public places

•Subsidies to social housing entities to build, reshape or 
demolish buildings

•Subsidies to local authorities to build new public equipment

•Subsidies to private or public entities to develop economic 
activities and commercial spaces 

•Subsidies to individuals as incentive to buy houses in these 
neighborhoods

National 
Urban 

Renewal 
Scheme

underprivileged low-income areas

プログラム推進を託された機構の役割

困窮地区の包括的再編

機構を通して提供される
補助金

困窮する低所得地域に

ストリート網の再構築

住宅建物タイプの多様化で
まちに変化をつけ土地利用
や資産性を明確化する

中堅層を惹きつける民間住宅

の建設。経済活動の振興。

ストリートの整備・更新や公共空間を創出するための自治体への補助

社会住宅を建設し、改造し、減築するための家主への補助

公共施設を整備するための自治体当局への補助

経済活動や商業空間の開発のための
民間・公共機関への補助

地区近辺での住宅購入インセンティブとしての個人への補助

図３ ANRU の取り組み目標 
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除却・改修・新築、③経済的・商業的な地区再編、

④その他都市再生に必要な公共投資、の４つが柱

となっている。 

ＡＮＲＵの最新動向 

2007年２月時点で、１６６箇所のプロジェクト

がＡＮＲＵとの契約調印を交わすに至っているが、

一つ一つのプロジェクトをよく吟味して、長期ビ

ジョンと戦略スキームを持ち、市民参加で、丁寧

に取り組んでいる。 

都市再生整備機構ＡＮＲＵが設立された背景

としては、｢都市問題の固有性と複合性｣という総

合的視点の欠如を補う必要があったようである。

この組織の最大の特徴は、複合する都市問題解決

のための予算執行を一箇所に集中して監視できる

ようになった点であろう。そうした意味合いから

も、1970年代以降の都市再生整備の取り組み中で、

最も野心的なものである、とＡＮＲＵの幹部が言

明している。機構発足前までは、都市省や住宅省

を中心に、雇用省・労働省・教育省などの各省庁

が都市問題解決の取り組みを行っていたが、前記

の｢都市問題の固有性と複合性｣に対して総合的、

長期的視点が欠けていたということである。 

実際、エブリ市（パリ郊外ＮＴ）のピラミッド

地区（３０年前のモデル地区がＺＵＳ指定になっ

ていた）の取り組みで、英国の荒廃地区再生の手

法などからも良く学び、政府スタッフが現地でワ

ークショップ行っている状況などを見ても、国と

自治体の力の入れようが判る。この地区でのGPV

指定以降の取り組み経緯が、小冊子にまとめられ

ているが、「ロンドンのように（再生しよう）」と

いうサブ・タイトルの章があることでも判るが、

海外にも学ぶ切実な問題意識で前向きに模索され

ている。 ＡＮＲＵ発足後、プロジェクトの申請が相次ぎ、

発足当初の取り組み予算枠｢５年間で 25億ユーロ

（約 4000 億円）｣が、2006 年秋の時点では｢１０

年間で 60億ユーロ（約１兆６千億円）｣にまで拡

大されるに至っている。図６、７ 

リヨン郊外の、ラ・ドゥーシェ地区の団地再生

計画（コンペ入選）など、劣悪な ZUS 地区にあっ

ても質の高い都市デザインを実現すべく、取り組

まれている。図８ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ パリ郊外の団地の荒廃状況（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 再生工事（レジダンシャリザシオン）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ パリ郊外の団地の荒廃状況（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 再生後の住棟周り 
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ＡＮＲＵ事業への市民評価 

2007年１～２月にＡＮＲＵの取り組みに対する市

民へのアンケート*2が、次の２つの方法で行われた。 

1）電話による調査：事業開始後１年以上を経過し

た都市再生整備プロジェクトの対象地区のあ

る市町村（コミューン）に住む 15 歳以上の住

民 803人から聴取。 

2）面接による調査：事業開始後１年以上を経過し

た都市再生整備プロジェクトの対象地区のあ

る市町村（コミューン）に住む 15 歳以上の住

民 418人に調査。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図８ ラ・ドゥーシェ（リヨン郊外）の再生計画案（コンペ入選案） 
 

 

 

 

次頁の表１でも判るように、「自分の市町村におけ

る生活への満足度①（現状）」、「数年来、市町村での

生活はよくなったと感じるか③（改善効果の評価）」、

「都市再生整備プログラムについて個人的に賛成か

反対か⑥（政策プログラムへの評価）」、いずれにお

いても、当該プロジェクト地区を抱える自治体住民

も、当該地区の在住者も共に、非常に高い満足度で

ある。特に、後者の評価の高さは、特別な問題地区

ＺＵＳの住民であるという性格を考え合わせて眺め

てみると、驚くべき状況であり、彼らがこの政策プ

ログラムに、格別な期待を寄せていることが、よく

分かるのである。 
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表１ 都市再生整備プログラムの住民評価（2007.1-2、803名の回答）の抜粋  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
参考文献 結び  
・ 欧米の住宅政策 英独仏米 ミネルヴァ書房

 1999 
今年５月、大統領選でサルコジ候補とロワイヤル

候補の政策論戦があった４月末に、都市住宅学会・

政策大学院大学の招きで、パリ第12大学都市計画研

究所教授ジャン・クロード・ドリアン氏が来日し、

フランスの住宅政策と地方分権化について講演をさ

れたが、住宅政策や都市再生の取り組みに対しては、

両者とも従来の継承で一致しているとの報告がなさ

れた。 

・ 資本主義対資本主義 ミッシェル・アルベール

 1991 

 邦訳版 1992：竹内書店新社 小池はるひ訳 

・ Certuピラミッド地区調査報告書 2005 

 N.Buchoud監修 

・ ANRU本部資料（パワーポイント版） 2006 

・ フランス都市再生機構ANRU動向調査 2007 

 （財）アーバンハウジング 
都市問題や都市のあり方に対するなみなみならぬ国

民意識が、政策論争を超えての「都市政策」「都市再

生」を可能にしているように見えるが、わが国でも

学ぶべきことが、非常に多いように思われる。 
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１．はじめに 

平成 17 年に施行された国土形成計画法は、国

土形成計画の基本理念として、国内外の連携の確

保を位置づけている。今日、経済・社会のグロー

バル化や地球環境問題への対応など１国のみでは

十分な対応ができない国土政策上の課題が急増し

ており、諸外国との国土政策上の連携及び協力の

強化が必要となっている。また、我が国では今後

更なる人口減少と高齢化が見込まれる中、地方都

市や人口減少の著しい条件不利地域をはじめとす

る地域の活性化施策のあり方が課題となっている。 

ところで、ドイツの空間整備政策（国土政策）

に目を転じると、欧州全体を視野に置いた空間整

備展望を踏まえ、連邦及び州の空間整備政策が実

施されるとともに、欧州域内の地域間不均衡の是

正を目的とするＥＵ構造政策と連携して、連邦、

州、自治体の地域政策が展開されている。 

また、我が国に先行して、人口減少・高齢化

の進行や旧東独地域から旧西独地域への人口流

出等の課題に直面し、西独の水準への引上げや

代替更新を中心とする基幹的インフラの整備、

地方都市における余剰郊外住宅の解体や中心市

街地の再生、基盤整備や誘致支援策を通じた産

業立地促進など旧東独地域振興策を代表とする

政策対応を図ってきており、我が国の国土政策、

特に地方都市の整備・振興、人口減少地域にお

けるコミュニティや行政サービスの確保等に示

唆を得られるものと考えられる。 

筆者は、平成 19（2007）年３月、現地調査を

行い連邦政府、州政府（ベルリン州、ブランデ

ンブルグ州）、地方自治体（ライプツィヒ市）の

計画担当者からヒアリングする機会を得た。本

稿では、その際に入手した資料及びヒアリング

内容、ドイツの空間整備計画担当機関（連邦、

州及び自治体）の資料・計画書等を基に、最近

のドイツの国土政策に関する動きを紹介するこ

ととしたい。 

 

２．ドイツにおける空間整備政策の主体 

ドイツ連邦共和国は 16 の連邦州（うちブレー

メン、ハンブルク、ベルリンは都市州）から構成

されており、各州は基本的に国家的な性格を持ち、

立法・行政・司法権を有している。立法面に関し 

 

 

 

 

 

ては、各州は、基本法が連邦に付与している分野

以外の立法権を持つが、空間整備政策については

連邦に州が立法を行うための大綱的規定を制定す

る権限を付与している「大綱的立法分野」とされ

ている。従って、連邦が理念・目的等に関する連

邦空間整序法（Raumordnungsgesetz）を定め、各

州が具体化、実行する制度となっている。 

橋本拓哉（（財）日本開発構想研究所 研究主幹）

４．ドイツにおける最近の国土政策について 

行政面では、基本法で別段の定めがない限り連

邦法の執行を州の固有事務とするなど行政権につ

いて州に大幅な権限を付与している。なお、1969

年の連邦基本法改正により、一部の広域行政課題

については連邦と州が共同で実施すること（共同

任務）が明文化されている。（自治体国際化協会

(2003)） 

 

連邦州 16 州のうち、相互に隣接しているベル

リン州及びブランデンブルグ州は、空間整備計画

（州発展計画、地域整序計画）を共同で策定する

という、連邦制の下で独特なシステムを採ってい

る。このために両州は、1995 年に相互の地域計画

分野での協力を公式に規定する州間契約に調印し

ている。一方、他の都市州であるハンブルグ及び

ブレーメンでは、空間整備政策について周辺の地

域とインフォーマルな形で協力している。この協

力は、部分的なエリアを対象とした相互の情報交

換に限られており、利害対立を負った広域的な問

題の解決にはあまり適合していないと言われてい

る。 

前述の州間契約に基づいて 1996 年初めにベル

リン－ブランデンブルグ州計画共同事務局が設け

られている。この機関は、ベルリン州都市開発局

とブランデンブルグ州インフラ・地域計画省の双

方に所属しており、両州に所属する職員が勤務し

ている。（図１） 

 

３．連邦政府の国土政策 

 

（１）連邦政府の役割 

連邦基本法は、地域政策に関して、連邦・州の

立法権限に関する規定の中で「同等の生活条件を

全国土にもたらすよう立法の際に努力しなければ

ならない」としている。これを受けて、連邦空間

整序法は、第１条の国土整備の理念として「個性
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図１ ベルリン－ブランデンブルグ州計画共同事務局組織図 

 

の自由な発揮に寄与し、全ての地域空間において

同等の生活条件を提供するような国土空間の発

展」を明記している。さらに、第２条では次のよ

うな 15 項目に及ぶ国土整備の原則（Grundsatze 

der Raumordnung）を規定し（国土交通政策研究所

(2002)）、1)都市部と農村部のバランスのとれた発

展を目的に、2)交通や公共サービスが住民の受容

できる距離の範囲内に整備され、3)生活条件（就

業機会、居住事情、環境、交通、公共的サービス）

が著しく立ち遅れている地域での改善等が図られ

ることにより、住民が能力・人格の自由な発展機

会を持つことが必要であるとしている。 

ａ）均衡のとれた集落・空間構造の実現。経済的・

社会的・文化的・生態学的諸関係を保った生

活空間構造の確保 

ｂ）中心地と都市地域を効率よく組み合わせた分

散的集落構造の形成 

ｃ）生態的機能を備えた広域的な空間構造の保

全・形成 

ｄ）集落・空間構造を実現するためのインフラの

整備 

ｅ）人口密集地域における健全な生活条件及び均

衡のとれた経済社会構造の確保 

ｆ）農業地域の多様性の受容と自立的発展 

ｇ）生活条件が連邦平均よりも劣っている地域の

整備促進 

ｈ）自然・風景の保護育成、環境の保全 

ｉ）職場立地の適正化による均衡のとれた持続可

能な経済構造の実現 

ｊ）構造的に脆弱な農業地域の生活・雇用条件の

改善 

ｋ）住宅需要への適切な対応と居住地域の機能的

配置 

ｌ）交通負荷の緩和（交通システムの改善） 

ｍ）地域の伝統的・歴史的・文化的な連続性の維

持、文化的・自然遺産への配慮 

ｎ）自然・風景の中での保養、余暇やスポーツを

行える空間・環境の形成 

ｏ）民間防衛、軍事防衛の必要性の考慮 

 

ドイツにおける空間政策の主体は各州であり、

連邦政府が国土に果たす役割は限定され、連邦政

府は間接的に州政府、地方自治体の空間計画に影

響を与えている。連邦の役割は全般的法制度の制

定であり、連邦空間整序法は枠組みを与えるもの

であって、州に対して空間計画の内容と目的を提

供する。 

空間計画に関する連邦政府の具体的な機能は、

1)空間計画に関する連邦レベルでの調整、2)主と

して交通に関して州計画の連邦レベルでの統合、

3)ＥＵにおける代表としての役割、4)新たな計画

原則の提示、5)先進事例の提示（City Network、

Regions of the future 等）、6)空間開発モニタリング

であり、連邦には空間計画の実施権限はない。（国

土交通省国土計画局（2007）） 
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（２）連邦建築・地域計画庁 

上記の空間計画に関する連邦政府の権能のう

ち、新たな計画原則の提示に関連して、連邦建築・

地域計画庁（Federal Office for Building and Regional 

Planning）のコンサルティング業務について概説す

る。 

同庁は、連邦交通建設都市省の外局として、

1998 年に連邦建設局（ Federal Construction 

Directorate）と連邦地理・地域計画研究所（Federal 

Institute for Regional Geography and Regional 

Planning）を統合して設置された。連邦政府に対す

る、空間計画、都市開発、住宅、建築の政策分野

における部門別の専門的コンサルティングを行う

機能を果たしている。 

（図２） 

同庁第１部（Department I）が、空間計画、都市

開発分野を担当し、次のような業務を通じて、調

査プログラムの実施や連邦政府に対する専門的コ

ンサルティングを提供している。 

ａ）空間計画・都市開発報告の編集 

ｂ）調査プロジェクトの管理及び評価 

ｃ）専門家による意見の提供 

ｄ）都市開発及び空間計画のパイロット・プロジ

ェクトの実施 

ｅ）空間情報システム（Continuous Spatial Monitoring）

の運用 

ｆ）専門家イベントの開催 

ｇ）専門シリーズ、雑誌その他の出版物の発行 

また、同部は、開発戦略やコンセプトをユーザ

ー指向型にカスタマイズし、地域に応じた特別の

政策ツール、スキームやプロジェクトを立案する

ことを通じて、ヨーロッパ、連邦、州、リージョ

ン、都市という異なった地域レベルにおける空間

計画・都市開発政策を支援している。さらに、近

年は、ヨーロッパの空間計画・都市開発に関する

国家を超えた協力を支援することが重要になって

いる。 

最近の調査研究の中心分野は、都市・地域にお

ける持続可能な開発モデルの実施に関するものと

なっており、持続可能な都市・地域開発という視

点から環境面、社会面、経済面の目標達成に不可

欠な事項として、環境政策、社会政策、交通・イ

ンフラ政策、経済・財政政策といった広範な分野

にわたる調査研究を行っている。 

 

 

図２ 連邦建築・地域計画庁組織図 

 

（３）国土整備閣僚会議 

国土整備閣僚会議（ Ministerkonferenz fur 

Raumordnung、ＭＫＲＯ）は、国土整備、州計画

を担当する連邦・州の閣僚から構成される会議で

あり、連邦空間整序法第８条により 1967 年に創設

されたものである。この会議の構成員は国土整備、

州計画に関連する基本的な問題や争点への対応を

担当しており、そこでこの会議では、重要なトピ

ックや議論の対象となっている課題に関して共同

で指針を発布することがある。ＭＫＲＯが策定す

るプログラム・指針は、下位の計画に一定の影響

を与えてきたとされている。 

1993 年の「国土整備政策の大綱的指針

（Raumordnungspolitischer Orientieungsrahmen）」は、
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連邦空間整序法に基づいて全国レベルでの空間開

発のあり方を示すもので、「分散的集中」、「環境保

全」、「交通ネットワークの構築（東西ドイツ統合

等）」、「ＥＵ統合」、「構造と発展（平等な生活条件

の再解釈：地域の自立的発展、成長拠点の設定、

東西ドイツの空間構造の統合）」の５つの原則を示

している。 

また、1995 年の「国土整備政策の行動方針

（Raumordnungspolitischer Handlungsrahmen）」は、

上記の大綱的指針を具体化したもので、「空間計画

の実施のための地域の指定」、「ＥＵレベルの観点

から見た空間計画（ＥＵレベルの６大都市圏の指

定）」、「空間的な影響を持つ分野別計画の包含」、

「空間計画法制度の現代化」の４つの原則ごとに

重点項目が記述されている。 

 

ＭＫＲＯは、2006年６月に「連邦空間開発戦略

と全体的モデル」を取りまとめた。 

連邦空間整序法によって、連邦は州と協力して

「連邦領域内の空間開発のためのコンセプト」を

改良しなければならないとされている。国内各地

域における空間開発の動向を考慮し、将来とも各

地域を持続可能なものにするためには上記の大綱

的指針に含まれるコンセプトを更に高度化して改

良することが必要とされた。その際、具体的には、

「成長と競争力の強化」、「変貌しつつある福祉国

家」、「生活条件の平等」、「国家的持続可能性戦略」

といったトピックが中心に据えられるものとされ

た。 

このような検討を経て、2005 年４月にＭＫＲＯ

は、コンセプトの改良のために次の３つのガイド

ラインを取りまとめた。 

１）成長と競争力強化に対する空間開発政策の役

割を強調する。 

２）人口減少、高齢化を迎える時期における公共

サービスの保証に焦点を当てる。 

３）土地利用の持続的管理、諸資源の保全、発展

ポテンシャルの保護を通じて空間計画の強化

を支持する。 

 

幅広い国民の議論や専門家による論争を経て、

2006 年６月 30 日にＭＫＲＯは３つのコンセプト

から成る戦略を新しいドイツの空間開発のための

コンセプトとして採択した。その概要は次の通り

である。 

①ＭＫＲＯは、連邦及び州の空間整備・地域開発

政策の共通戦略として「連邦空間開発戦略と全

体モデル」を報告した。それは、持続可能性原

則の空間的な重要要素及びヨーロッパの次元

を考慮して、次の３つの戦略モデルを示してい

る。（図３） 

・ 成長とイノベーション 

・ 生存の確保（公共サービスの確保） 

・ 資源保全と文化景観の保全・育成 

これらは、持続可能性とヨーロッパの地域的結

束という方向性に基づいている。 

 

 

 

 
図３ 連邦空間開発戦略と全体モデルのコンセ

プト図（上から、成長とイノベーション、

公共サービスの確保、資源保全と文化景観

の保全・育成） 
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②ＭＫＲＯは、ヨーロッパ共通の空間開発政策の

議論に対するドイツの貢献を、いくつかの例と

ともに示している。それは、これら３つの利益

が調和のとれた形で結合することによって、国

内の次元で、ヨーロッパの結束政策の経済的・

社会的な構成要素に重要な意味を与える。 

③ＭＫＲＯは、このモデルと行動戦略が次のよう

なインパクトを与えることを期待すると述べ

ている。 

・ 地域からの開発に対するパートナーシップ

と責任のみならず、各地域の力とポテンシャ

ルを束ね、織り交ぜることによって、あらゆ

る地域を強化する。 

・ 共同し各構成部分を結合して広いコミュニ

ティを形作るのと同様に、ドイツにおけるヨ

ーロッパのメトロポール地域の基本的役割

が重要になる。 

・ 特にドイツのあらゆるサブスペースにおけ

るサービスとインフラの供給及びアクセシ

ビリティに当てはまるが、将来の生活環境の

悪化を認識した空間整備の戦略、基準、手段

を方向転換すること。 

・ 空間整備に影響を及ぼす他の分野の政策と

強力な調整を行うこと。 

④こうしたタスクを実現するためには、空間に影

響する分野全体にわたってよく調整された計

画が必要である。それには、国家的利益に関わ

る空間整備計画の決定に際して、比較の対象と

なる基準が不可欠である。州及び地域計画は、

将来、特に空間整備計画やプログラムを超えて、

これらの共通のモデルや場の開発という視点

の空間構造に向けて舵を切らなければならな

い。このため、州及び地域計画が持っている手

段は一層改良されなければならない。 

⑤ＭＫＲＯは、これらのモデルや行動戦略を超え

て、その外側にある連邦及び州の分野別計画の

うち空間に影響を及ぼす戦略の面で反響が起

きることを期待している。こうしたことから、

幅広い対話を行うとともに、州首相会議での最

終的な取扱いを目標に、ＭＫＲＯ議長は、この

決定にモデル文書を添付して各専門分野の閣

僚会議に送った。 

⑥ＭＫＲＯは、次のような重点を考慮して、作業

プログラム及びアクションプログラムのモデ

ルを具体化する予定としている。 

・ ヨーロッパの観点から重要である国境を超

えた大都市の結びつきを含む、「ドイツにお

けるヨーロッパのメトロポール地域」の概念

の発展と形成を図る。空間開発政策における

情報交換や知識交換のウエイトの増大に考

慮を払うべきである。 

・ 中心地システム及び行政機構を適合するよ

うに改善する必要性を考慮しつつ、生存の確

保の点で等しいチャンスと基準に基づいて

いるという意味での平等原則の形成を図る。 

・ 文化・景観やフリースペース機能の形成及び

自然資源についての持続可能な保全を図る。 

・ 空間整備の対象範囲と効率の強化を図る。 

こうした国土整備戦略に関する議論のプロセ

スは、空間開発に関する新たなコンセプトを生

み出しただけではなく、空間計画自体のコンセ

プトに関する議論も引き起こし、空間計画政策

の役割の変化を新たな方向付けをもたらしたと

いう指摘もされている。 

 

４．新連邦州（旧東独地域）の振興政策 

連邦政府による新連邦州政策のレビュー等を

「ドイツ統一に関する連邦政府年次報告」（2005

年９月）に基づいて概観すると、次のとおりであ

る。 

 

（１）インフラ整備及び空間開発 

同年次報告では、再統一後のインフラ整備と空

間開発に関する取り組みのうち、交通インフラ、

住宅・都市開発及び高等教育・研究開発インフラ

について次のように述べている。 

 

①交通インフラ 

再統一後のチャレンジは、1)高容量の東西間リ

ンクが形成されなければならないこと、2)東独時

代のインフラの大部分を近代化する必要に迫られ

たことの２つの課題に直面していた。 

1990年５月３日に統一に先立って、東西の両運

輸相が失われたリンクの再建のためのイニシャル

プログラムに合意し、1997年までに 100億マルク

を投資することとした。1991 年、連邦内閣は 17

のドイツ統一交通プロジェクトを採択した。これ

は、総投資額の 1/3を新連邦州に投資する「全独

連邦交通インフラ計画 1992（all-German Federal 

Transport Infrastructure Plan of 1992）」の一部とし

て実施された。同計画は現行の 2003年計画まで継

続している。この急速な投資の法的根拠として、

連邦政府は 1991年 12月 19 日に「交通インフラ計

画 促 進 法 （ Transport Infrastructure Planning 
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Accelerration Act）」を制定し、1991年～2004年の

間に 600億ユーロの連邦予算が投じられた。 

 

②住宅・都市開発 

東独時代の住宅・都市開発は、次のような社会

主義の住宅産業の現実に特徴づけられる。すなわ

ち、1)資金はプレハブ住宅の新たな建設のみに充

当され、維持更新投資はゼロであったこと及び 2)

賃料はメンテナンスコストを下回る水準に設定さ

れていたことである。この結果、インナーシティ

の住宅等多くの建築物が老朽化し、近代化が必要

な住宅が積み残されていた。この状況は 1949年以

来変わっておらず、旧東独時代の住宅 700 万戸の

24％弱が専用トイレを持たず、同じく 18％がバ

ス・シャワーを備えていなかった。また、100 万

戸が深刻な構造上の欠陥を抱えていた。 

新しい建築物の集中的な建設により多くの都

市が性格を変えた。郊外化（suburbanization）がな

かったのは事実であるが、２つの顔を持つ都市を

作り出した。一面は衰退する旧市街であり、もう

一面は新しい莫大な住宅である。後者は現代的で

あり優れたインフラを備えた、人々に魅力的なも

のであった。 

再統一後２～３年間の住宅・都市開発政策は、

市場への住宅供給の問題を解決することとインナ

ーシティの衰退を食い止めることに集中した。

1993年の「補助地域法（Assisted Area Act）」が中

心的手段であり、住宅ストックへの投資や新規住

宅建設に対する税金の軽減措置を設けた。しかし、

これが大きな死重効果（great dead-weight effect）

をもたらした。都市開発の観点からは不必要な新

たな住宅建設が集中的に行われ、多くの余剰住宅

を発生させた。1990年代末には空き家が 100万戸

存在するとの推計がなされた。 

連邦政府は 2001 年に「新連邦州における都市

構造改革プログラム（Urban Restructuring in the 

New Federal States programme）」を立ち上げ、統合

都市開発戦略（ integrated urban development 

strategies）を基礎に余剰住宅の解消（余剰住宅の

解体及び中心部の魅力向上）を支援した。近年、

多くの都市地域では、衰退したインナーシティを

活力があり住みたくなるような中心に変えること

及び多くの新規住宅を到達水準まで供給すること

に成功した。しかし、仮にこの分野での東独復興

が成功裡に続くとしても、人口の変化と都市の縮

退の影響に積極的かつ柔軟に対応することはなお

不可避である。 

③高等教育・研究開発インフラ 

社会経済の知識化、技術化、イノベーションベ

ース化等に伴って、高等教育・研究開発インフラ

の重要性が増大している。大学、応用科学大学

（universities of applied sciences）は、地域における

卓越した成長の核や中心の創造のために重要なス

タートラインに立っている。 

改革プロセスの主要目標は、学術システムを国

家統制から自由なものとすること、東独の研究開

発の核である地域を保全することであった。1990

～1994 年にかけて東独国内に広く分布していた

高等教育機関については、他機関への吸収・統合

あるいは廃止されるなどリストラが行われた。こ

の結果、2005 年時点では新連邦州内に、23大学、

35 応用科学大学、17芸術・音楽大学が分布するこ

ととなった。1991～2004年に連邦政府はベルリン

以外の新連邦州に対して、「高等教育機関の研究機

能の拡大と建設（extension and construction of 

institutions of higher education）」という共同任務の

枠組み（framework of the joint task）で支援を行い、

29 億ユーロが東独の高等教育機関の発展と拡大

のために投じられた。 

1990年代初期までに、東独の産業応用型の研究

開発機関は民営化や大規模な合併に見舞われて行

き詰まっていたので、新しい枠組みはなかなか出

現しなかった。このため、新連邦州に競争力のあ

るＲ＆Ｄの構造を作り出すことは今日依然として

極めて重要なテーマである。 

 

（２）東独発展の促進戦略 

連邦政府の新連邦州政策は、次の２つの要素か

ら成る戦略に基づいている。 

１）新連邦州において持続可能で永続的な

（sustainable and lasting）経済成長を図るため、

ドイツ全土において統制的・規制的な

（regulatory）環境が改善されなければならない。

連邦政府は改革と成長・雇用環境の改善に着手

すべく、アジェンダ 2010 を立ち上げた。これ

は、労働市場、社会保障、工場・貿易法、税制

の改革を含む広範な分野にわたる。 

２）今なお新連邦州は、企業の自己資本比率が低

い、特別なインフラのギャップが存在するなど、

統一後に残った膨大な積み残しニーズ（backlog 

demand）がもたらした欠陥を抱えている。この

ため、連邦政府は、投資促進、イノベーション

促進、インフラの整備に重点を置いた資金供給

の改善を実施した。この政策は、人々が職を見

つける機会の拡大と職業訓練、構造変化に伴う
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苦境の緩和をねらった積極的な労働市場政策

によって補完される。 

 

①集積、クラスター形成の促進 

2004 年連邦政府は、集積とクラスターの促進

（promoting concentrations and clusters）によって

この政策を拡大する決定を行った。これには、目

的達成に一層効果的な方法で資金供給手段を展開

すること、成長と雇用を加速する上でその効果を

強めることが含まれており、いくつかのケースで

用いられた無差別の資金供給の廃止も含まれる。 

既存の経済的な強み（strength）－ある機能に特

化した地域から産業付加価値の連鎖の強化まで－

を強化するためのクラスター政策の促進には、そ

れぞれの地域をビジネスを行う上で一層魅力的な

場所とするためのあらゆる手段が含まれている。

また、経済開発の促進、教育政策、研究開発政策

（research policy）、労働市場政策等の異なった分

野の政策を統合して運用することも含まれる。連

邦政府はこのプロセス、すなわちビジネスネット

ワークの促進や成長の核や特色ある産業集積の開

発に、対象を絞った支援を行っている。このため、

新連邦州や産業界との密接な対話を行っている。 

 

②結束協定（Solidarity Pact） 

2004 年末の結束協定Ⅱの採択とともに連邦政

府と州は、健全な資金供給に立脚した東独開発の

第２局面に入ったと言われている。結束協定Ⅱの

内容は、2019年までの間に新連邦州は、特別な必

要に対する補完的な連邦の交付金から合計で

1,050 億ユーロを受け取ることとなっている。こ

の資金供給は段階的に減少するとされている。 

また、連邦政府は、同じ期間に 510億ユーロ（目

標値）の基金造成を合意しており、東独は、この

基金から開発に大きなインパクトを持つプログラ

ムとプロジェクトの形で恩恵を受けることが期待

されている。 

 

（３）人口変化（demographic change）－新連邦

州が直面する難局－ 

以下では、新連邦州が直面する人口減少の状況、

今後の見通しを説明するとともに、これに伴う課

題に対応するための新連邦州各地域における取り

組み事例を紹介する。 

 

①人口構造の変化 

ドイツ社会は、過去の出生率低下と平均寿命の

上昇によって、既に結末を見通しうる人口変化の

プロセスをたどっている。連邦統計局の推計によ

ると、ドイツに居住する人口は現在の 82.4百万人

から今後 25 年間で 81.2 百万人に減少する。そし

て 2050 年までには 75.1 百万人に減少する。同時

に人口の年齢構成についても、現在、労働力人口

100人に対して65歳以上人口は1/3以下であるに

もかかわらず、今後 25 年間でこの比率は約 50％

に上がると見込まれている。このような人口変化

は地域ごとに異なったインパクトを与える。 

新連邦州における人口のトレンドには、次のよ

うな３つのプロセスが識別できる。 

１）第１に、西独から東独への小さくはない人口

移動があるにもかかわらず、全体としては東独

から西独への人口流動がみられる。（表１） 

２）第２に新連邦州における出生率の著しい低下

が挙げられる。1990年以降東独における合計特

殊出生率はいつも 1.0 を下回っていた（西独で

は 1.4）が、1994 年から東独における出生数は

再び増加し、出生率は今や 1.2 に達している。

このトレンドは今後も続くと見込まれ、2002～

2010 年の間に新連邦州における出生数は５％

以上増加すると推計されている。この率は西独

と東独で同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ ドイツ東西間の人口移動（「ドイツ統一に関

する連邦政府年次報告」（2005年９月）による） 

 

同時に年齢構成のインパクトも存在する。近

年、新連邦州では若年人口の明らかな低下が見

られる。子供及び若年人口の従属人口比は 1991

年の40.1から2004年に28.1に低下している（同

期間で老年人口の従属人口比は 22.8 から 32.4

に上昇）。この傾向は将来も継続するだろう。

推計結果によると、ベルリン以外の東独各州に

おける５～29 歳人口の割合は現在の 26％から

2020年までに 18％に低下し、同じく 65歳以上

人口の割合は 18％強から 27％に上昇する。 

この年齢構成の変化は東独で、利用可能な労

働力に顕著なインパクトを与えている。ポジテ
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ィブな面では利用可能な労働力が小さくなる

ことは失業の減少という結果をもたらす。しか

し、長期的な視点で考えると、ある職業におけ

る熟練した労働者の不足が生じることになる。 

３）東独の人口動向を特徴づける３つめのファク

ターは、東独域内での人口移動である。周辺

（peripheral）のルーラルな地域や中規模の都市

（towns and cities）では居住者が減少している

にもかかわらず、人口移動の主要な「受益地域」

（人口増加地域）はベルリン周辺のような郊外

部である。東独域内でのこのような人口移動は、

経済発展が地域によって異なっていることの

反映である。過去 15 年以上の間、新連邦州に

は成長地域が見られるが、主として製造業の平

均以上の成長とそこに立地する現代的なサー

ビス産業に基づいている。そこでは将来にわた

って、良好な成長の機会を享受し続けると見込

まれている。 

②人口変化の要因 

これらの人口変化によって、すべての公共サー

ビスが影響を受けると見込まれる。これは、交通・

住宅インフラ、保健衛生、教育のみならず、社会

的・文化的アメニティや国家財政にも言えること

である。同時に人口変化は、マンパワーの利用可

能性にも大きなインパクトを与える。今後 20～30

年の間に、今日の労働力の供給過剰が労働力、と

りわけ熟練労働者の不足に取って代わる。さらに、

このことは新連邦州の成長可能性に不利な影響を

もたらしている。加えて、新連邦州における公共

財政は人口トレンドのインパクトを受けており、

既にその変化に適合しなければならなくなってい

る。公共財政の持続可能性を保障するため、予算

的な統合（budgetary consolidation）プロセスはシ

ステマティックに続けなければならず、連邦政府

の予算もカバーしなければならない。これは、基

本的により一層の歳出削減と公共財政の継続的な

質的改善を含んでいる。 

新連邦州における人口変化に対応する機動的

な政策は、次の２つの要素から成り立っている。 

１）１つめは、可能ならば、こうした変化（東か

ら西独への人口移動及び出生率のトレンド）の

原因そのものに取り組むことが不可欠である。

この目的は、個人の移動や人生設計に関する希

望に障害を置くことではない。むしろ、移動す

るかどうかの個人の意思決定にポジティブな

影響を及ぼす問題である。その主な方法の１つ

は、いわゆるソフトな立地決定要素の促進であ

る。これは、家族のニーズを満たす、居住、そ

してとりわけ労働環境の改善を促進するのみ

ならず、市民参加やローカルな社会的ネットワ

ークのつながりをサポートすることをも含む。 

２）２つめは、変化する人口構造への避けられな

い適応プロセスの中から革新的な解決方法を

発見することが不可避ということである。連邦

政府は全国でこのような努力を支援している。

2005 年６月に高齢者の可能性と潜在力を一層

よく引きだそうとする企業や社会の取り組み

を活性化するため「あなたの経験は我々の未

来」イニシアティブを立ち上げた。ここで東独

はパイオニアの役割を演じることができる。な

ぜなら、人口学的変化の難局は、旧連邦州より

も早くかつ大きなスケールで新連邦州が直面

しているからである。 

③人口減少に伴う諸課題への取り組み 

人口減少に伴う公共サービスへの影響と課題に

対応する取り組みについて、都市開発、保健、教

育、地方行政等の分野について見ると、次のよう

なものが挙げられている。 

１）「新連邦州における都市構造改革（Urban 

Restructuring）」プログラムは、減少した需要に

住宅ストックを適合させるモデルスキームに

発展した。特にこの数十年間に建てられた住宅

の解体（demolition）、インナーシティの近隣地

区や中心地の修復（restoration）は、多くの人々

の居住環境を改善し、その生活の質（quality of 

life）を向上させてきた。このプログラムから学

んだ教訓は「旧連邦州における都市構造改革」

として知られる西独における類似のプログラ

ムの開発のためのモデルになった。 

２）新しいアプローチはまた、東独のルーラルな

地域における健康管理（health care）にも採用

されている。その重要な手段は入院患者と外来

患者の厳密な区別の廃止である。例えば、病院

を開放して外来患者に治療を提供することに

よって、２つのタイプのケアをぴったりと当て

はめることは、ルーラルな地域において質の高

い健康管理の実現を保障する機会を作り出す。

これはまた、法定健康保険近代化法によって再

び可能となったヘルスセンターの目的でもあ

る。ヘルスセンターは旧東独時代に成功裡に運

営されていた外来患者クリニックのコンセプ

トに基づいている。そこでは、あらゆるタイプ

の外来患者治療をワンストップで提供し、極め

て能率的に運営することができる。 
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３）教育政策上の理由から、又それによって影響

を受ける家族の生活を楽にするためにも、子供

たちをあまり遠くの学校に通わせないことが

重要である。児童数は減少しているが、このこ

とは生徒の家から合理的な距離の範囲内に魅

力的な学校が用意されることを保障する必要

に対して新しい解決法を示すことを意味する。

一定のルーラルな地域の学校で、複数のクラス

を一緒に教えることと、中央管理機関といくつ

かのサイトから成る学校のネットワークを確

立することは、児童数の減少問題に取り組むた

めの２つの選択肢である。 

４）縮小する人口は、とりわけルーラルな地域に

おいては、行政機構にもインパクトを持ってい

る。新連邦州はこの難局に取り組み、市民のニ

ーズに応じやすい、効率的で現代的な行政機構

を作り出す機会として活用しなければならな

い。こうして、例えば、メッケンブルグ－西部

ポメラニアは、持続可能な地方行政機構を作り

出すための政府と区域の合併（自治体合併）を

開始している。これらの大きなエリアは、行政

を一層市民に身近なものとするために連邦政

府から地域（district）への多様な権限の移譲を

可能にする。 

５）加えて、全体的に地方政府の新しい形態の実

現可能性が増している。例えば、ザクセン州は、

「活動組織の上の地方政府（local government on 

wheels）」の考え方に追いついてきている。ルー

ルな地域におけるローカルな公共交通サービス 

の提供は、人口減少に従って次第に困難なのと

なろう。そして、もし在来の手段が使われるな

らば、とても高くつくであろう。公共交通に依

存している人々のモビリティを保障するため、

ルーラルな地域において持続可能なローカル公

共交通サービスを提供する新しいアプローチが、

連邦教育・研究省が支援する「インパルス 2005」

パイロット・プロジェクトの一部として試行さ

れている。また、北東ブランデンブルグで資金

が提供されているパイロット・プロジェクトに

は、フレキシブルなデマンド応答型のダイヤル

バスサービスやボランティアの運転士が運行す

る「市民バス」が含まれており、人々にモビリ

ティを保障するだけでなく、市民の契約（civic 

engagement）を活性化するものでもある。 

 

５．地方政府の空間整備政策 

 

（１）州発展計画 

ドイツの空間整備政策に関する連邦政府の権

限は、前述のように適切なフレームワークを形成

することに限られている。空間計画は、各州の権

限の範囲内で、政治的な実行可能性を考慮して実

施されるが、その所管が州政府の環境保全・農業

省、都市開発省、内務省等の部局に割り当てられ

ることもある。 

州計画法に基づく州計画は、土地利用やインフ

ラ整備の具体的内容が含まれ、即地性もある。特

に中心地、開発軸等については基本的に州に指定 

図４ ベルリン・ブランデンブルグ地域中心地システム改定案 (2006年) 
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権限があり、中心地等のうち大規模なものは州計

画によって指定される。 

以下では、ベルリン－ブランデンブルグ州計画

共同事務局でのヒアリング内容を基に、同事務局

が策定した計画を概観する。 

 

①州発展計画Ⅰ－中心地及び周辺構造－（State 

Development Plan I central-local structure(LEP I)）

（2002年） 

州発展計画Ⅰ（LEP I）は、ブランデンブルグ州

政府単独で策定された、同州域内のみに適用され

る部分計画（partial plan）である。この計画は同

州の中心地構造の目標を示し、中心地構造原則に

従って同州の定住構造（settlement structure）を整

備する法的義務を同州に課している。このツール

は、州内のすべての地域で平等な生活水準を実現

するための前提条件を形作るとともに、バランス

のとれた定住構造を保証するものである。中心地

はまた、生活上の基本的なニーズを満たす公共及

び民間の機関を集積させることも目的としている。

こうして中心地は、公共及び民間サービスや住宅

の配置及び商業開発を規定する本質的な要素を形

成する。 

中心地と開発軸の具体的・即地的な指定権限は

州にあり、連邦空間整序法においても中心地、開

発軸を州計画によって定めることが義務づけられ

ている。 

 

② 州 発 展 プ ロ グ ラ ム （ State Development 

Program(LEPro)）（2003年） 

州発展プログラム（LEPro）は、下位計画に対

する目的・原則の提示、均衡ある空間整備、周辺

地域への開発促進、計画地域の統合及び環境保全、

インフラ整備、雇用、文化、社会的関心に関する

総合調整を目的とするプログラムで、分散的集中、

多核的都市システム、工場跡地等の再利用の最優

先等を特徴とする。 

 

③州発展計画－ベルリン－ブランデンブルグ大都

市圏－（State Development Plan for the closer 

sphere of influence Brandenburg-Berlin(LEP eV)）

（2003年） 

州発展計画－ベルリン－ブランデンブルグ大

都市圏－(LEP eV)は、州間の調整、インフラの統

合、多核的都市システム、旧軍用地の再利用、既

存市街地開発の優先、公共交通と都市開発の連動、

中心商業地区での大規模ショッピングセンターの

立地、2020 年までの人口 30 万人増への対応、５

つの大規模自然公園（自然、農業保護、レクリエ

ーション）の整備を開発戦略とする計画である。

特に、1)計画区域内の 246の自治体（1990 年時点）

が次の３つの地域に分類されていること（Type 1 

自治体(赤): 50%の人口増が認められる地域; Type 2 

自治体(黄): 25%の人口増が認められる地域; Type 3 

自治体(緑): 10%の人口増が認められる地域）、

2)Type 1 自治体は 26 の潜在的開発地域を構成す

ること、3)郊外化からオープンスペースを保護す

るための地域公園のつながりの整備、などを特徴

としている。 

 

（２）地域整序計画 

州政府による地域整序計画は、個々の地区や自

治体を超えた包括的な内容を有している。この計

画は、州の特定の地域を対象としており、州によ

ってかなり異なった形態となっている。計画に対

して州政府が責任を負う州や、州政府の下位の機

関や地区が所管する州があり、自治体連合の責任

で策定する州もある。 

ブランデンブルグ州の場合は、５つの地域整序

計画コミュニティがそれぞれの地域整序計画を所

管している。ただし、コミュニティを構成する自

治体間で共同事務局に相当する組織はない。地域

整序計画については地域の複数の自治体が責任を

持ち、州計画共同事務局と情報交換は行うが、地

域が独自に策定する。 

 

（３）地方自治体 

 

①地方自治体の空間整備政策 

自治体の規模いかんにかかわらず、地方自治体

自身はその区域の開発を目的とする開発計画を実

施する。それは、自治体開発計画と土地利用計画

である。この権利は、基本法第 28条の自治権に基

づくものである。個々の地方自治体は土地利用計

画に関する決定を自らの裁量で行う。 

すなわち、自治体の高権に基づく政策的な開発

手段として、ＦプランとＢプランが位置づけられ

る。Ｆプランは 1/5000又は 1/25000の土地利用計

画図で自治体全域を網羅。どのような建物が建設

可能か、どのような密集度で建設可能かという大

枠的なものが盛り込まれている。その下に地区詳

細計画図（Ｂプラン。1/500 又は 1/1000）があり、

都市行政部局・市議会によって協議され決議され

る。自治体策定の計画は市民の縦覧がなされ、市

民、市民団体、自然保護団体等が精査して意見を

述べることができる。自治体が計画を実施する上
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で、①隣接する自治体にどういう計画かを公式、

非公式に情報交換すること、②空間整備における

目的を十分明確にしてターゲットを守らなければ

いけないという２つの重要な義務を負う。 

 

②ライプツィヒ市の事例 

地方自治体における地域開発、地域政策の戦略、

取り組みの事例を、ライプツィヒ市都市開発局へ

のヒアリングを基に整理すると次の通りである。 

１）ライプツィヒ市を取り巻く構造変化 

ライプツィヒ市は中部ドイツのメトロポー

ル地域にあり、ケムニッツ、ドレスデンと合わ

せてメトロポール地域に指定されている。 

再統一後の構造変化については、東独時代に

は工業部門に 101千人が従事していたが、４年

で８万人に減り、現在は 11 千人に落ちた。就

業者数は一旦減少したが少しずつ回復してい

る。銀行、メディアが進出し雇用を創出したた

め回復の兆しが見えるが、依然失業率は高い。

さらに、①ライプツィヒ近郊に大型ショッピン

グセンターが立地、②いろいろな産業が拠点と

して進出、③郊外宅地の造成といった３つの変

化（郊外化）が起こった。それらに伴って、ラ

イプツィヒ市の人口は 1989～1998年の 10 年間

に約 10 万人が減少した。その要因は、①出生

率の低下によるもの、②職を求めて西独地域に

流出、③郊外に住宅を建てて移転のそれぞれが

概ね１／３ずつである。1999 年以降は周辺自治

体との合併により人口が増加している。（図５） 

ライプツィヒ市の空間構造は開発の観点か

ら、①グリーンのベルト：緑が豊富な高級住宅

地等、②赤色の地域：市街地の核、③市の北部：

新しい産業が立地し再開発、の３つに区分され

ている。 

 

図５ ライプツィヒ市の人口推移（ライプツィヒ市

資料による） 

２）経済開発 

経済開発に関しては、まず 1990 年代に集中

して行われたのはインフラ整備である。ヨーロ

ッパの長距離道路網に組み込まれるように特

にアウトバーンを強力に整備した。現在は、①

福祉、バイオ、医療、ライフサイエンス、②メ

ディア、③電力、環境（エネルギー市場・企業

が所在する）、④自動車組立・部品サプライヤ

ー、⑤技術サービスの５つのクラスターを中心

に施策を展開している。 

この他に都市開発の観点から次の２つの戦

略を持っている。①昔の工業団地を魅力的にす

るように改造するとともに、②立地条件等で企

業を誘致できるフィールド、サイトを作ること

である。例えば、ＢＭＷライプツィヒは同社の

仕様に従って前提条件を整備したところ誘致

に成功し、５千人の雇用を創出した。さらに部

品サプライヤーで 4,500 人の雇用も創出した。

（図６） 

加えて、ブリュッセルにあったＤＨＬのロジ

スティクスセンターの誘致に成功し、直接3,500

人の雇用を、サプライヤーを含め 11,000 人の雇

用を創出した。また、軍用地跡地にアマゾンも

立地している。 

他方、商業用地で整備されなかった地域では、

19 世紀のドイツの企業乱立時代に建てられた

ものの外郭を残して改修し、ロフト、レストラ

ンとして再生している。 

 

図６ ＢＭＷライプツィヒ工場の概要（ライプツィ

ヒ市資料による） 

 

３）住宅及び市街地の再生 

住宅市街地の再開発に関しては、

1990 年にはライプツィヒ市の住宅

26万戸中20万戸が何らかの手を加

えないといけない状態であった。つ
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い最近までに約３／４を近代化で

きた。その中でドイツのバブル時代

の貴重な古い建物のリノベーショ

ンも行った。 

当時、ライプツィヒ市の人口が急

減し、郊外・中心双方の住宅に空き

家が目立った。2000 年には全市の

住宅の 20％にあたる６万戸の空き

家があった。また、市街地には建物

が間引きされて連続性が途切れた

雰囲気の場所が出てきた。空き家に

対する対処で一番の方法は減築（＝

解体）。その対象は東独時代のプレ

ハブ集合住宅であるが 2000 年から

9,000 戸が解体された。この解体の

ペースは都市開発上の様々な要素

を考慮して決定した。東地区（East 

End）では荒廃した古い建物が多く

存在しとても住む気になれない所

であったが、それを再生した。すな

わち、この地区は 19 世紀に建てら

れた建物（築後 100～120 年）が荒

廃し 30％が空き家になっていた。

そこで、道路をなくして緑を増やす、

建物の復元、減築・解体等を行って、

住むことの魅力を回復させた。一部

未改修のものも残るが、魅力的に開

発したので民間投資家も関心を持

ち始めている。西地区（West End）

では荒廃市街地の古い建物を、緑が

豊富で快適に住めるように、一部Ｅ

Ｕの補助金も活用して改造した。こ

れによって雇用創出と地区の活性

化の効果が上がった。District Park 

Plagwitz では魅力的な地域にするよ

う土地の価値を上げるように開発

し、民間投資家も関心を持つように

なった。（図７） 

サブアーバニゼーションに対しては、セルフ

ユーザーのために（中心地の住宅市街地を）魅

力的な形にして郊外に住もうとしていた人も

取り組むような動きを行っている。ユーザーが

組合を作って、そこに補助、助成することによ

って建物の改善、再生を行っている。また、建

物が間引きされて連続性に欠けたところを緑

でつなぎ、市街地で緑にふれあえ、体験できる

ようにすることで、人々が郊外に移るのを阻止

しようとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ District Park Plagwitz プロジェクト（ライプツィヒ市資料

による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ ライプツィヒ市中心部の空間整備（ライプツィヒ市資料

による） 

 

将来に向けたプロジェクトとしては、大学の

旧広場に礼拝堂建設、ライプツィヒ市南部から

中央駅までＳバーンの計画等がある。また、都

市に不可欠な灯りに着目し、公共の場における

灯りを大事にして都市の特徴づけを図りたい

としている。 

４）緑地及び景観 

緑地に関しては、隣接自治体とともにライプ

ツィヒ市を取り囲むグリーンベルトを整備し

たいと考えている。グリーンベルトから市街地

に入っていく（integrate する）オープンスペー
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スと組み合わせることを考えている。この取り

組みは関係する自治体が共同で取り組んでい

るプロジェクトであり、各自治体から人を出し

てＷＧを作って計画、実施を図る。なお、手続

面では法的根拠はなく、各自治体の議会と一体

として協議しながら進めている。（他の都市で

はこうしたプロジェクトに、共同の開発公社

（目的連合の制度を活用）を作ったところもあ

る。） 

また、市の北部・南部の露天掘りの褐炭鉱跡

に水を引き入れてレジャー用地にする、再自然

化することも行っている。 

５）ライプツィヒ市都市開発局の設置経緯 

東独地域の都市開発は大きく２段階に分け

られる。最初は再統一後リニューアルの意味で

大型投資が盛んに行われた段階である。その当

時ライプツィヒにも投資ブームが起こってい

た。当時のライプツィヒの人口は 65 万人に過

ぎなかったが、そこにオフィスや住宅の投資ブ

ームが起きて供給過剰になった。そこで、長期

的な観点から都市を整備するために、1995 年に

都市開発局が設けられた。この局は西独、東独

の両方の人から構成されるが、若い、新しい思

考をもって都市開発に従事する人がいること

が重要である。連邦の交通建設都市大臣はこの

ような同じ意思をもった、元ライプツィヒ市上

級市長である。1995～1997 年に 70 万平米のオ

フィス空き床、６万戸の空き家が発生し、1998

～2000 年にかけて都市改造の意識が高まった。

２番目の段階は、経済発展志向ではなく現状に

合わせた都市開発の実施の段階である。 

 

６．おわりに 

本稿では、ドイツにおける国土政策の主体、連

邦政府と州政府それぞれの役割と最近の動きを説

明し、新連邦州（旧東独地域）振興策を紹介した。 

ドイツの国土政策においては、競争力強化が中

心課題であるとともに、地域的・社会的結束も重

要な課題と位置づけられている。その背景には、

地域それぞれの発展のダイナミズムが異なる以上、

各地域の発展を同一水準にすることはできないが、

他方、地域間の著しい格差はドイツ社会に亀裂を

生じることから、後進地域にも成長の増進を図る

ことが重要であるとの共通認識が存在するものと

考えられる。 

連邦空間整序法にはこのような認識が反映さ

れて、国土整備の基本理念に「個性の自由な発揮」

と「同等の生活条件の提供」の２つを明記すると

ともに、国土整備の原則がこれらを具体的に敷衍

している。 
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１．米国の都市・国土政策の流れ 

米国では、都市計画や成長管理政策に関する国

（連邦）の法律は存在せず、都市計画や成長管理

政策の仕組みは州によって異なる。州には、州内

の地方政府（カウンンティ、自治体、特別地区）

に土地利用計画・規制に関する権限を与える授権

法として、計画・ゾーニング関係の法律があり、

その他に、宅地分割規制の義務や権限を自治体に

与える法律、自治体の開発・建築規制に関する権

限や手法を定める法律、開発に環境影響評価を義

務付ける環境関連法などがある（保井、2004）。 

したがって、都市計画の内容を実際に定め運用

するのは自治体である。自治体は、総合計画、ゾ

ーニング、宅地分割規制といった従来からの計

画・規制手法に加えて、インセンティブ・ゾーニ

ング、計画単位開発、開発権移転、特別ゾーニン

グ地区、デザイン審査といった多様な計画・規制・

誘導手法を駆使している。とりわけ、都心部（ダ

ウンタウン）政策を展開する中で、都市計画の様々

な手法を開発していった。 

しかし、第二次世界大戦後、郊外開発（都市ス

プロール）が急速に進むと、個々の自治体では対

応できない広域成長管理の問題が深刻化し、一方

で、環境問題に対応するための連邦法が続々と制

定され、州政府は広域成長管理の枠組みを構築せ

ざるを得ない状況となった。ハワイ、バーモント、

フロリダ、オレゴンは、1960 年代・1970 年代に全

州的に成長管理政策を導入した先進州であり、そ

の後、1980年代にはニュー・ジャージー、メイン、

ロード・アイランド、ジョージア、1990年代初頭

にはワシントン、メリーランドの各州が続いた。

簡単に言ってしまえば、多くの成長管理政策は、

農地や自然環境を保全し、都市基盤を新規に整備

するコストを軽減するために都市スプロールを防

止しようとする一方で、既存または新規の公共交

通システムによって支えられる都市拠点で成長を

受容しようとするものだ。それゆえに、成長管理

は土地利用計画、交通計画、環境計画の統合なの

である。 

近年、成長管理の概念は、より幅広い「スマー

ト・グロース」という概念に拡大している。「スマ

ート・グロース」とは、国家の自然環境を保護し、

国家のコミュニティをより魅力的で、経済的に強 

 

 

 

 

５．米国における都市・国土政策の潮流 

村山顕人（名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 准教授）

 

力で、より社会的に多様なものにするための、幅

広い開発及び保全の戦略群を指し（U.S. 

Environmental Protection Agency, 2007）、広域から

地区までの各空間レベルにおいて、土地利用、交

通、環境のみならず、都市デザイン、コミュニテ

ィ形成、経済活性化等の様々な分野の取り組みを

望ましい方向に展開させる運動である。 

さらに、ヨーロッパやアジアを含むグローバル

な競争の中で米国が成長し続けるための国家的・

長期的戦略として「アメリカ 2050」の検討が進ん

でいる。その中で、「メガ地域（mega region）」の

出現が国の成長の鍵であると考えられている。メ

ガ地域とは、複数の都市圏の大きなネットワーク

であり、米国の急激な人口成長と経済成長は 10

またはそれ以上のメガ地域で起こると予想されて

いる。（Regional Plan Association, 2006） 

このように、米国では、自治体の都市計画を基

礎として広域成長管理の枠組みが構築され、それ

がスマート・グロース運動に発展し、さらにはグ

ローバル競争の中でメガ地域の概念が出現してい

る。以下では、様々な都市計画の手法が開発され

た自治体の都心部政策の変遷、スマート・グロー

ス運動、アメリカ 2050の取り組みについてもう少

し詳しく説明した上で、シアトル及びポートラン

ドの先駆的事例を紹介したい。 

 

２．都心部政策の変遷 

米国諸都市における都心部政策の変遷には、各

都市の経済的・社会的・文化的・空間的状況によ

る差異あるいは個性がある一方、共通する大きな

流れがある。都市政策を専門とするポートランド

州立大学のCarl Abbott教授は、第二次世界大戦後

から近年までの都心部政策の変遷を次のように整

理している。 

都心部が都市圏の一極集中拠点として認識さ

れた 1945年から 1955年までは、フリーウェイや

幹線道路の整備による郊外から都心部への自動車

アクセスの改善が行われた。そして、都心部の衰

退が明らかになり、それが不動産市場の失敗の現

れだと認識された 1955年から 1965年までは、貧

困近隣地区におけるスラム・クリアランス型再開

発が計画・実施された。しかし、こうした自動車

中心・大規模再開発型の政策が都心部の既存の特
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徴を破壊するとの反省から、1965 年から 1975 年

までの時期になると、都心部は独自の特徴を持つ

小地区の集まりとして認識され、都心部内各地区

において、近隣再生、歴史保全、ヒューマン・ス

ケールの都市計画と都市デザインが展開されるよ

うになった。その後、1975 年から 1985 年までの

時期は、都心部が多様な個別体験実現の場、そし

て、意識的かつ巧みに操作される人工物として認

識され、民間開発のデザインに対する規制や文化

施設、市場、オープン・スペース等のアメニティ

に対する公的支援が行われた。そして、都心部が

グローバル経済における「戦闘指揮所」として認

識された 1985 年から 1995 年までは、オフィス地

区の拡張と支援施設の整備に力が注がれた。

（Abbott, 1996） 

さらに、1995年以降、先駆的都市では、次に説

明するスマート・グロース運動の影響を受けなが

ら、積み残されて来た都心部の様々な課題を解決

し、都市圏の雇用・人口成長を積極的に受容する

魅力的な都市空間を形成するための都市計画と都

市デザインが展開されている（村山, 2004）。 

 

３．スマート・グロース運動 

米国環境保護庁によると、「スマート・グロー

ス」とは、国家の自然環境を保護し、国家のコミ

ュニティをより魅力的で、経済的に強力で、より

社会的に多様なものにするための、幅広い開発及

び保全の戦略群を指す（U.S. Environmental 

Protection Agency, 2007）。スマート・グロースの

誕生を特定することは難しいが、その起源は 1970

年代・1980年代・1990年代初頭の東西海岸州にお

ける成長管理政策の導入のみならず、1990 年代に

建築家が主導したニュー・アーバニズム運動や

1987年に環境と開発に関する世界委員会（ブルン

トラント委員会）が出版した報告書「我ら共有の

未来」による持続可能な開発に対する世界的な注

目も含む。 

スマート・グロース運動の主要な特徴は、それ

が、自治体及び州政府のみならず、環境団体、歴

史保護団体、専門家団体、開発及び不動産業界の

ネットワークによって主導される国家的な運動で

あることだ。米国環境保護庁は、1996年に、上記

のパートナーを含むスマート・グロース・ネット

ワーク（Smart Growth Network: SGN）を設立した。

同ネットワークのねらいは、成長がいかに生活の

質を向上させるかについて公衆の関心を高めるこ

と、スマート・グロースの優良事例を推進するこ

と、情報や革新的な政策・手段・アイディアを開

発・共有すること、スマート・グロースの課題を

克服して機会を活用する戦略を検討することであ

る。協定によって、同ネットワークはパートナー

のひとつである国際市・カウンティー支配人協議

会及び米国環境保護庁によって運営されている。

（Smart Growth Network, 2007） 

全米の様々なコミュニティで、いわゆる「スプ

ロール」に支配される現在の開発パターンが、も

はや都市、既成の郊外、小さな町、農村コミュニ

ティ、自然地域が目指すべき長期的なビジョンで

はないことの認識が高まっている。人口や経済の

成長は引き続き支持・推進しながらも、都市基盤

を既成市街地の外側へと建設し、既成市街地の都

市基盤を放棄することの諸コストを問題視してい

るのだ。一般的に、スマート・グロースは、中心

都市や古い郊外のコミュニティと活力を回復させ

ることに時間とお金を費やす。新しいスマート・

グロースは、「街」をより大事にするものであり、

自動車ではなく公共交通と歩行者を志向し、より

高度な住宅、業務、商業用途の複合を目指し、オ

ープン・スペースやその他多くの環境アメニティ

を保護するものだ。SGNが採択したスマート・グ

ロースの 10原則は、次のように、スマート・グロ

ース運動のビジョンを明確に提示している（Smart 

Growth Network, 2007）。 

・幅広い住宅の機会と選択を用意する。 

・歩ける近隣地区を創造する。 

・コミュニティと利害関係者の協働を奨励する。 

・「場の感覚（sense of place）」の強い、特徴的で

魅力的なコミュニティを育てる。 

・開発の意思決定を予測可能に、公平に、コスト

効果的にする。 

・土地利用を複合させる。 

・オープン・スペース、農地、自然の美しさ、重

要な環境エリアを保全する。 

・多様な交通の選択肢を提供する。 

・開発を強化し、開発を既存のコミュニティに向

ける。 

・コンパクトな建物デザインの利点を活用する。 

SGNによって出版されたハンドブック「Getting 

to Smart Growth」第１巻・第２巻は、上記の原則

をさらに実践に反映させるための具体的な技術を

説明している。これらの手引きに掲載されている

政策やガイドラインは、公式な法律や規制の導入

に関わる取り組みから非公式なアプローチ、計画、

プログラムにいたるまで、全米各地で成功が証明

されたものである。ハンドブックは、スマート・

グロースの必要性は認識しつつも、それをどう達
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成するかが明らかでない州やコミュニティのロー

ドマップとして機能する。（Smart Growth Network 

and International City/County Management 

Association, 2002 and 2003） 

図１ Getting to Smart Growth 第２巻の表紙 

スマート・グロースの原則や実現手段は、成長

管理、ニュー・アーバニズム、持続可能な開発、

あるいは単なる良いプランニングとそれほど変わ

らないように見える。実際、総合計画、ゾーニン

グ、敷地割規制、開発権移転、インセンティブ・

ボーナス、デザイン審査等の手法は、スマート・

グロースの取り組みの中で、まだ広く使われてい

る。しかし、Knaap（2005）によると、メリーラ

ンド州の事例に基づけば、スマート・グロース運

動は、その先達とは異なり、実現に向けたインセ

ンティブ、交通と土地利用の統合、反乱と擁護、

革新的な政策手段、制度改革といった面で特徴を

持つという。 

 

 

４．アメリカ 2050の取り組み 

米国では、国土計画が「非アメリカ的行為」で

あることが広く信じられているが、大陸横断鉄道、

南部及び西部の水力発電ダム、州間高速道路シス

テムなど、明らかに国土計画の産物と言えるもの

がある。実際、この国を大いに形成した国土計画

の「キャンペーン」は２つあったと言う。 

１つは、トマス・ジェファーソンの財務省長官

アルバート・ギャラティンの「ギャラティン計画」

（1808年）で、これは真の民主的な社会をつくる

ための革命的計画であった。国有地の売却は、独

立した農民によって構成される社会をつくり、市

民農家の大陸は、国費で整備された道路や運河（後

には鉄道）のネットワークによって、繁栄する都

市と結ばれる。この計画は、19世紀を通じて、こ

の新しい国の設立をガイドした。 

もう１つは、テオドア・ルーズベルトによる一

連の保全及び交通の取り組み（1908 年）である。

これは、国土計画の動機として「共有財産（the 

common good）」を再び主張するものであった。高

地の森林は洪水を抑制するために保護され、農業

は土壌の劣化を最小限にとどめるよう改善され、

大河は水力発電にも利用できるダムによって制御

された。鉄道の整備により産業や人口が東部や中

西部の都市に集中する中で、内陸水運、灌漑、安

価な電力の新しいシステムは、南部及び西部の経

済を支えた。一連の取り組みは、20世紀米国の均

衡ある発展をガイドしたのだ。（Fishman, 2007） 

では、21世紀の国の成長をガイドするような第

３の国土計画の取り組みはあるのか。実は、2050

年までに想定される 1 億 2,000 万人の人口増加を

受容するに当たって、都市基盤、経済開発、環境

の諸課題に対応するための「アメリカ 2050」とい

う全国的な取り組みがある。ニューヨーク、ニュ

ージャージー、コネチカット各州の 31郡を対象と

する独立・非営利の地域計画機関である地域計画

協会が、国の将来成長の枠組みを策定するために、

地域プランナー、学者、政策立案者の連合である

全国委員会を招集した。「技術、政治、人口、環境

の変化が著しい今日、全国的な枠組みの策定は急

務である。国の経済的展望は、これまでになかっ

たほど、グローバルな競争相手によって脅威にさ

らされている。そして、グローバルな競争相手（ヨ

ーロッパやアジア）は、既に、成長と競争力の長

期的戦略を策定しているのだ。」アメリカ 2050の

取り組みの背景には、こうした危機感がある。

（America 2050, 2007 and Regional Plan Association, 

2007） 

現在議論されているアメリカ 2050 戦略は、次

の主要成果を生み出すとされている。 

・繁栄、成長、競争力の国家的枠組み 

・世界水準のマルチモーダル交通システム 

・保護された環境や海岸 

・社会の全ての構成員に対する経済的・社会的機

会 

・グローバルな競争力を持つメガ地域 

戦略では、「メガ地域」の出現が国の成長の鍵

であると考えられている。それは、国の急激な人

口成長とそれにも増して大きなシェアを持つ経済

成長が 10 またはそれ以上のメガ地域で起こると

予想されているからだ。メガ地域とは、複数の都

市圏の大きなネットワークで、何千平方マイルも

の面積を持ち、国の各所に位置している。メガ地
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域を規定する主要項目は、環境システムと地形、

都市基盤システム、経済的つながり、居住地パタ

ーンと土地利用、共通の文化と歴史である。

（Regional Plan Association, 2006） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メガ地域の認識は、メガ地域のスケールで発生

する特定の課題に対して、行政界を超えた取り組

みを可能とさせる。メガ地域が将来の人口圧力に

備える方法の１つは、高速鉄道や他の交通基盤を

整備するための資金を確保することである。その

他にも、環境資源の保護、経済開発戦略の調整、

以上の全てを統合する土地利用の意思決定などが

ある。（Regional Plan Association, 2006）例えば、

米国北西部のカスケディア地域では、地域の環境

を保全しつつシアトル、ポートランド、バンクー

バーを高速鉄道で結ぶこと、ハイテク、映画、音

楽、グリーン・ビルディングの各産業を育成する

こと、環境の持続可能性の達成に取り組むことな

どが、ビジョンとして掲げられている（Regional 

Plan Association, 2006）。 

 

５．事例①：シアトル：徐々に構築された高度な

都市づくりの仕組み 

 

（１）シアトルの概要 

米国北西部に位置するシアトル都市圏は、人口

約 336万人（2005年）を有し、航空宇宙、情報技

術、バイオメディカル、国際貿易等の産業に支え

られている。中心都市であるシアトル市は、人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２ メガ地域の出現（Regional Plan Association 資料） 

 

約 57 万人（2005 年）を有し、山、湖、川、海の

自然に囲まれた魅力的な都市として人気がある。 

 
写真１ ガス・ワークス・パークから見たシアト

ル都心部 

 

（２）都心部再生政策 

シアトル市の都心部再生政策は 1960 年代の都

市改造計画の発表を契機としたパイオニア・スク

エア及びパイク・プレイス・マーケットの歴史保

全活動に始まる。両歴史地区を高層タワー建築と

駐車場、環状道路に再開発する都市改造計画に対

して、市民が歴史的建築物の目録の作成やその一
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部の保全といった活動を展開し、1970年代初めに

は歴史保全条例の制定を実現させた。そして、1973

年には、都心部全体に対して、「歴史地区、ウォー

ターフロント地区、インターナショナル・ディス

トリクト等の特徴的な地区のアイデンティティを

高める」という都心部の画一的な改造を脱した目

標が設定された。その後、シアトル市の都心部で

は、パイオニア・スクエア、インターナショナル・

ディストリクト、コマーシャル・コア、ウェスト・

エッジ、ベルタウン、デニー・トライアングルの

各地区で、地区の特徴を活かした都市空間形成が

展開され、特に、歴史的な街並みを保全する地区

と商業・業務や住宅の開発を推進する地区が明確

に分けられている。 

 
図３ シアトル都心部の特徴的な地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ シアトル都心部の様子

都心部全体の都市形態（容積率、高さ、壁面後退

等）については、1985年のシアトル都心部土地利

用・交通計画、1999年から 2005年までの都心部

ゾーニングの包括的見直し等を通じて検討が重ね

られ、現在に至っている。最近のゾーニング見直

しは、都心部の一部区域における住宅及び業務用

途の床面積の増大を狙ったもので、その過程では、

ワシントン州の環境アセスメント制度の下、エネ

ルギー、土地利用、高さ・ボリューム・スケール、

住宅、人口と就業者数、歴史保全、眺望保全、交

通、駐車場、水供給、雨水処理、下水道、オープ

ン・スペースにおける日影の各項目について、そ

の影響評価が行われた。一方、個別開発について

は、敷地計画及びボリューム、建築的表現、街路

ファサード、パブリック・アメニティ、交通アク

セス及び駐車場に関するデザイン・ガイドライン

に基づくデザイン・レビューを通じて、その質が

確保されている。 

 
図４ シアトル都心部のきめ細かなゾーニング 

（シアトル市資料） 
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近年、シアトル都心部では、セントラル・ウォ

ーターフロントの再生が脚光を浴びている。その

契機は、1954年に水辺沿いに建設されたアラスカ

ン・ウェイ高架と 1933年に整備された護岸堤の老

朽化への対応である。高架道路構造物が補修では

もはや対応できないほど劣化しているのに加えて、

高架道路と並行する地上一般道路の基礎を支える

護岸堤も老朽化しており、対応が迫られているの

だ。そこで、ワシントン州交通局とシアトル市を

中心に、アラスカン・ウェイ高架の撤去と護岸堤

の取り替えの検討が開始された。2002 年からは、

州の環境アセスメント制度の下で５つの代替案が

検討され、2004 年頃にはトンネル案と再建設案の

２つの案に絞り込まれた。しかし、この２案の賛

否については意見が割れており、2007年夏時点で

はまだ最終案が決定されていない。一方、シアト

ル市計画開発局は、これを世紀に一度の大規模プ

ロジェクトと捉え、都市空間が大きく変貌するこ

の機会を最大限に活用し、セントラル・ウォータ

ーフロントを再生しようとしている。2006 年 6月

に公表されたセントラル・ウォーターフロント計

画市長案は、多様な主体の積極的な参加と提案を

基礎とするもので、アラスカン・ウェイ高架が撤

去されることを前提に、プロムナードの整備、新

しいパブリック・スペースの整備、水面へのパノ 

ラマ眺望の確保、市街地から水辺への眺望の確保、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ セントラル・ウォーターフロントの将来像

と現状（シアトル市資料） 

浅瀬の復元などが盛り込まれている。 

 

（３）都市圏成長管理 

 シアトル都市圏の成長管理もシアトル市都

心部の再生に寄与している。1990年、ワシントン

州成長管理法により、郊外のスプロールを抑制し、

逆に都心部等の地域拠点に成長を積極的に誘導す

るという成長管理の基本的枠組みが規定された。

その中で、成長が著しい郡に対して計画方針と

郡・市の総合計画及び開発規制の整合的策定が義

務付けられた。また、ビジョン 2020（1990 年、1995

年修正）では、キング郡と他の３つの郡を含む都

市圏の成長管理、経済、交通に関する長期的な政

策が示された。そして、成長管理法とビジョン

2020 に基づいて策定されたキング郡計画方針

（1992年・1994 年）は、都市成長境界線、地域拠

点、成長目標の設定を通じて、シアトル市都心部

他を地域成長を積極的に受け入れる地域拠点とし

て位置付けた。 

 一方、シアトル都市圏のバスの運営主体メト

ロ・トランジットは、1990年に、バスの輸送能力

の向上を目的としたダウンタウン地下トンネルの

整備を完了し、一部のバスを地上街路から地下ト

ンネルへ移動させていた。メトロ・トランジット

は 1980年代からライト・レールの整備を検討して

おり、このトンネルは、将来、ライト・レール用

に転換させることを前提に設計されたのであった。

そして、ビジョン 2020の公共交通政策を実現させ

る主体として 1993 年に設立された広域公共交通

機関（現 Sound Transit）は、1996年に地域公共交

通の 10 カ年計画 SoundMove を策定し、それに基

づき、急行バス・ルート、通勤列車、ライト・レ

ール、フリーウェイ相乗り車線等の整備を行って

いる。都心部をはじめとする地域拠点はこれらの

多様な公共交通の結節点であり、交通政策によっ

てもその成長が促進されているのである。 

 このような都市圏の成長管理を受けて策定

されたシアトル市総合計画（1994年）では、アー

バン・ビレッジとして指定される高密でコンパク

トな複合用途の近隣地区において開発を促進し、

それらを公共交通で結ぶことにより持続可能な都

市を形成するという「アーバン・ビレッジ戦略」

が打ち出された。具体的に、都心部全体及び都心

部内の５つの近隣地区、そして、市内のその他の

近隣地区に成長目標が設定され、設定された成長

目標を近隣地区で受け入れるための施策を市民自

らが近隣計画の策定を通じて提案する近隣計画プ

ログラムが展開された。 
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図６ アーバン・ビレッジ戦略（シアトル市資料） 

 

（４）新しいアーバン・ビレッジの形成 

最近、シアトル市都心部のすぐ北に位置し、倉

庫や工場が並んでいたサウス・レイク・ユニオン

地区では、官民の協働的取り組みで、新しいアー

バン・ビレッジが生まれつつある。「サウス・レイ

ク・ユニオン（South Lake Union: SLU）はバイオ

テクノロジーとライフ・サイエンスの分野で何千

人も雇用を創出し、ここで働く人々は病気を治し、

命を救う。世界中の都市がこうした雇用を創出し

たいと思っている。それをここで実現しよう。」

2001 年に就任したグレッグ・ニッケルズ市長は、

こうした掛け声の下、SLUを働き暮らす場として

再生するための６つの目標とそれを実現するため

の戦略を打ち出した。６つの目標とは、 

・バイオテック等の雇用を創出する 

・新しい水辺公園の整備により 100年の夢を実現

する 

・「マーサー通りの混乱」を直す 

・地区のアメニティを改善する 

・路面電車を整備する 

・新しい雇用を支える都市基盤を整備する 

である。 

SLU 再生の取り組みは、実は市長就任前から始

まっていた。シアトル市は 1987 年以降、地元住

民・事業者・地権者によって策定される地区計画

に位置付けられる事業に対して資金を提供するプ

ログラムを実施しており、SLU でも 1998 年に、

地区の特徴、公園とオープン・スペース、公園の

３つの要素に焦点を当てた地区計画が策定されて

いた。この地区計画を受けて 2005年には、地区の

既存の文脈と特徴を強化し、新規開発を地区の都

市形態にうまく関連づける方法を概説することを

目的とするデザイン・ガイドラインが策定された。

これには、敷地計画、高さ・容積・スケール、建

築要素と材料、歩行者環境、ランドスケーピング

の各要素について、文章とイラストによるガイド

ラインが示されている。 

SLU では 2001 年以降、民間ディベロッパーに

よる多数の商業や住宅の開発プロジェクトが実現

または計画されている。これらの開発プロジェク

トは、いくつかの民間ディベロッパーによって手

掛けられているが、その中でも多くの実績を残し

ているのがマイクロソフト社の共同創業者で資産

家のポール・アレン氏が経営し、SLU内の多くの

土地を所有するバルカン不動産社である。 

市長や民間ディベロッパーによる事業によっ

て激変する SLU を守り育てているのが地元協議

会 SLUFAN（South Lake Union Friends & Neighbors 

Community Council）である。SLUFAN は地元の住

民、事業者、地権者によって構成され、SLU 内の

計画やプロジェクトのモニタリング、SLU の再生

に関わる各種イベントの開催支援等の活動を行っ

ている。 

このように、SLU では、地元住民・事業者・地

権者が中心となって進めてきた地区計画及びデザ

イン・ガイドライン策定の取り組みと SLUFANの

活動を基礎に、市長主導による路面電車、水辺公

園整備、街路再デザイン等の事業計画が起爆剤と

なり、民間ディベロッパーによる開発プロジェク

トが次々と実現し、新しいアーバン・ビレッジが

形成されつつある。 

 
写真３ サウス・レイク・ユニオン地区の様子 

 

（５）まとめ 

 このように、シアトルには、都市圏成長管理

を通じた郊外スプロールの抑制と都心部をはじめ

とする地域拠点への開発誘導、地区の特徴を活か

した都市空間形成、多様な主体の参加と提案を前

提とした地区の計画策定、環境アセスメントを通

じて設定されたゾーニングによる都市形態の制御、

デザイン・ガイドラインに基づくデザイン・レビ

ューを通じた個別開発の質の確保、官民協働の取

り組みによる地区の再生を含む、洗練された高度

な都市づくりの仕組みが存在する。この仕組みは、

1960 年代以降の多様な価値観を持った主体によ
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る議論と活動を通じて徐々に構築されたものであ

り、今後もさらに発展するだろう。 

 

６．事例②ポートランド：明確なコンセプトを持

つ都心部と都市圏の計画 

（１）ポートランドの概要 

 シアトル都市圏とサンフランシスコ都市圏

の間に位置するポートランド都市圏は、人口約

152 万人（2004 年）を有し、農業や林業、機械、

電子・電気、金属などの製造業、情報技術、衣料

といった多様な産業に支えられている。雄大な

山々と穏やかな気候に恵まれた美しい環境を維持

することに対する市民の関心が高く、先進的な都

市づくりが展開されているので有名である。 

 
写真４ ウィラメット川対岸から見たポートラン

ドの都心部 

 

（２）都心部再生政策 

ポートランドの 1972 年のダウンタウン・プラ

ン（都心部計画）は、それまで個別に対処して来

た諸問題に対して、アクセスと交通の改善を基礎

とした統合的な解決策を提案するものであった。

そのコンセプトには、公共交通によって支えられ

る高密度オフィス軸の形成、トランジット・モー

ルの整備（歩道拡幅、パブリック・アートや噴水、

街路樹の設置）、川とダウンタウンの中心をつなぐ

商業軸の形成、歩道と公共交通の改善、幹線道路

の廃止とその跡地における公園の整備、駐車場に

代わる中央公共広場の整備、歴史地区保全、住宅

供給、デザイン・レビューの実施が含まれた。そ

の後、この計画に従って様々なプロジェクトが実

施され、その成果は高く評価されている。 

次の世代の計画であるセントラル・シティ・プ

ランの策定は、1972年のダウンタウン・プランで

提案された施策のほとんどが実現された後に開始

された。セントラル・シティ・プランは、1972年

のダウンタウン・プランの修正・拡張版であり、

変化が起こりつつあったダウンタウンに隣接する

７つの近隣地区もその対象エリアとされた。セン

トラル・シティには、その後 20年間で予想される

成長を受け入れるために必要な量の９倍もの空地 

や低未利用地が存在しており、ダウンタウンの活 

図７ ダウンタウン・プランのコンセプト図 

(ポーランド市資料) 

 
写真５ 中央公共広場と路面電車 

力を維持し、発展する郊外のオフィス・商業地区

と効果的に競争するために、秩序ある土地の開発

が求められていたのである。計画のコンセプトは

1972年の計画を発展させるもので、オープン・ス

ペースの整備、公共交通軸に沿った中高密度市街

地の形成、歩行者ネットワークの整備等が柱とさ

れた。計画の内容は、ウィラメット川リバーフロ

ント、住宅、交通、自然環境、公園とオープン・

スペース、文化と娯楽、歴史保全、都市デザイン

等の各分野の方針及び施策と、ダウンタウン及び

それに隣接する７つの近隣地区の方針及び施策で

構成された。この計画は数多くの成果を残してい

るが、中でも注目されるのが、産業構造の変化に

よって衰退した工業地区であったリバー・ディス

トリクトに路面電車を導入し、集合住宅を中心と
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する複合市街地を形成した一連の取り組みであろ

う。ポートランド市の都市計画制度の体系やリバ

ー・ディストリクトにおけるデザイン審査の実態

については、關他（2006）が詳しい。 

 
写真６ リバー・ディストリクトの様子 

セントラル・シティ・プランの策定から約 20

年が経とうとしている現在、ポートランドでは新

しい都心部計画の検討が始まっている。まずは、

セントラル・シティ・プランの内容と、その後各

地区で展開された都市づくりの取り組みのギャッ

プを分析し、新しい都心部計画の方向性を検討す

る作業が行われているようだ。 

（３）都市圏成長管理 

 ポートランド市を中心とする３つの郡の都市部

で構成される都市圏政府メトロは、その成長管理

政策が高く評価されている。1997年に策定された

2040フレームワーク・プランは、1990年をベース

にその後 50 年間の都市圏成長管理の方向性を示

したものであった。最初の 20 年間の成長は都市成

長境界線内で受け入れ、その後 30年間の成長は都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 都市圏 2040成長 

コンセプト 

市化保留地区に誘導することとされた。そして、

都市成長境界線内の空間構造は、都市圏 2040

（Region 2040）という計画で示された。セントラ

ル・シティ、リージョナル・センター、タウン・

センターを公共交通で結び、主要な交通結節点や

メイン・ストリートに商業・業務開発を誘導し、

ライト・レール駅やバス・ターミナルを中心に高

密度のコミュニティを形成しようとするものであ

る。 

こうしたメトロの取り組みでは、1972年のダウ

ンタウン・プランとその拡大・修正版である 1988

年のセントラル・シティ・プランを策定・実施し

たポートランド市の 25年間の成功経験が、良き手

本となった。その後、メトロが策定した都市圏計

画の実施のため、ポートランド市は、様々な具体

的取り組みを行っている。例えば、セントラル・

シティ以外の拠点（センター）の詳細計画の策定、

高密度住宅の供給、ライト・レールの延伸や新し

い路面電車の整備への積極的な投資である。 

 
写真７ サウス・ウォーターフロント地区におけ

る高密度住宅供給の計画 
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（４）まとめ 

このように、ポートランドでは、都心部及び都

市圏の両空間レベルで、明確なコンセプトを持つ

計画が策定されている。都心部では、ダウンタウ

ン・プラン、セントラル・シティ・プランが都心

部再生の方針とそれを実現させる施策を打ち出し

数多くの成果を挙げ、都市圏では、都市成長境界

線外の自然環境や農地を積極的に保全すると同時

に都市成長境界線内では公共交通システムを中心

にメリハリのある都市構造を構成しようとしてい

る。 

 

７．あとがき 

本稿では、都心部政策の変遷、スマート・グロ

ース運動、アメリカ 2050の取り組みについて説明

し、シアトル及びポートランドの先駆的事例を紹

介した。近年の米国における都市・国土政策の特

徴を簡潔に挙げれば、それが自治体の都市計画を

基本としていること、目指すべき将来像が明確な

こと、そして、必ずしも政府主導ではなく、自治

体、州政府、環境団体、歴史保護団体、専門家団

体（プランナーや都市デザイナー、建築家、研究

者等を含む）、開発及び不動産業界といった多様な

主体のネットワークにより、運動的に展開されて

いることだろう。米国の都市・国土政策を見ると、

政府が整備した法制度の下で自治体が坦々と都市

計画行政を進めるのではなく、自治体や多様な主

体のネットワークが目指すべき将来像、それを実

現させるための政策を活発に議論した上で、必要

な法制度を整備し、ダイナミックに都市計画を展

開する姿が印象的である。なお、本稿で取り上げ

たシアトルとポートランドの事例は、米国北西部

独特の性質を有しており、先駆的ではあるが、米

国の代表例あるいは典型例であるとは言えないこ

とをご注意頂きたい。 
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１．はじめに 

本稿では、東アジア諸国の国土計画の発展形態

と近年の変容の潮流について概観した上で、ベト

ナム、フィリピンのふたつの国を事例に取り上げ、

そうした潮流が計画内容や計画策定の仕組みにど

の程度現れているかを検討する。そして、最後に

検討結果を踏まえた筆者の若干の考察を述べる。 

ここに東アジアとは、北東アジアと東南アジア

を包括する地域を指すものとする。また、国土計

画とは、国土全体の空間利用に関する総合的な計

画を指すものとする1。日本においては国土形成計

画（従前の全国総合開発計画）がこれに該当する。 

 

２．東アジア諸国の国土計画の概要 

 

(1)国土計画の存在形態 

国土計画は空間計画（英文名称はspatial/ 

physical plan等）として独立して存在する場合、社

会経済開発計画（socio-economic development plan

等）に内包されて存在する場合の双方がある。表

１は、東アジア各国（一部の国を除く）の国土計

画に関係する計画を一覧したものである。2

表１から窺える通り、東アジアの国土計画には

３つの発展パターンがみられる。すなわち、①国

土計画が比較的早くから独立して存在してきた国

（シンガポール 1971年、韓国 1972年、台湾 1979

年より。1962年に全国総合開発計画を定めた日本

もこのパターン）、②社会経済開発計画が今日も国

土計画を内包している国（タイ、ミャンマー、ブ

ルネイ、ラオス、カンボジア）、③21 世紀を至る

に前後し、社会経済開発に内包されていた国土計

画を分化させてきた国（中国、マレーシア、イン

ドネシア、ベトナム、フィリピン）3、である。 

また、表 1からわかる通り、東アジア諸国の多

くでは、国土計画が独立して存在するか否かを問

わず、また政治経済体制が市場主導型か計画主導

型かを問わず、5ヶ年計画（フィリピンは 6ヵ年）

が、国家開発戦略の基本政策文書となっている。

この背景には、新興独立国の経済発展を支援する

役割を担った世界銀行が、5 ヶ年計画を策定し

華々しく国際社会にデビューしたインドを範に、

インド同様の長中期計画を策定するよう諸国政府

に求めた、との背景があるという4。むろん、中国

の 

 

 

 

６．東アジアの国土計画：概観ならびにフィリピン・ベトナムの事例 

大場 悟（(財)日本開発構想研究所 都市・地域研究部 担当部長）

 

表１ 東アジア各国の国土計画関係計画一覧 

国（政体5） 社会経済開発計画 空間計画 

韓国（民主
共和国） 

 第 4 次国土総合計
画 (2000-2020) 

中国（人民
民主共和
制） 

国民経済と社会の
発展に関する第11
次五ヵ年計画
(2006-2010) 

1997—2010年全国
土地利用全体計画
綱要 
全国都市システム
計画 

台湾（民主
共和制） 

 総合開発計画（国土
利用計画）（2001年
策定） 

シンガポ
ール（立憲
共和制） 

 コンセプトプラン
2001 

マレーシ
ア（立憲君
主制） 

2020 年国家構想 
(1991年策定) 
第9次マレーシア
計画2006-2010 

国家空間計画（2005
年策定） 

タイ（立憲
君主制） 

第10次国家経済社
会開発計画
(2007-2011) 

 

インドネ
シア（共和
制） 

25年長期計画 
中期開発計画（2004 
– 2009）  

国家空間計画（1997
年策定） 

ミャンマ
ー（軍事体
制（暫定政
府）） 

第4次5ヶ年計画
（2006-2010） 

 

ベトナム
（社会主
義共和国）

社会経済発展戦略
2001-2010 
社会経済発展5ヶ
年計画2006-2010 

全国都市開発戦略
（1998年策定） 

ブルネイ
（立憲君
主制） 

第 9 次国家開発計
画（2006-2010） 

 

ラオス（人
民民主共
和制） 

国家計画 2020 年
(1986年策定) 
第6次5ヶ年国家社
会経済開発計画
（2006-2010） 

 

カンボジ
ア（立憲君
主制） 

国家戦略開発計画
2006-2010 

 

フィリピ
ン（立憲共
和制） 

中期フィリピン開
発計画(2004-2010) 

空間計画のための
国家フレームワー
ク(2001-2030) 

のように、世界銀行の関与とは関係なく、自らソ

ビエトの 5ヶ年計画を範に策定した国もある。な

お、国土計画の発展パターンで②に分類したタイ
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では、国家経済社会開発委員会が作成する国家経

済社会開発計画とは別に、空間計画を作成する動

きがあるという。2007 年春現在、内務省公共事

業・都市農村計画局が、タイの都市計画史上初の

試みとして、全国 6地方（中央、バンコク、北部、

東部、東北部、南部）別に地域計画を作成中とい

う6。ただし、この地域計画作成が、中国の全国都

市システム計画やベトナムの全国都市開発戦略の

ような全国規模の計画（国土計画）につながるか

どうかは情報を得ていない7。 

このタイの動向も含めて考えると、この 10～20

年間に、経済社会計画から独立した形態での国土

計画の存在意義を認識するに至った国は少なくな

いと言えよう。ただし、求められる国土計画の姿

は一様でなく、少なくとも、①国土全域を対象と

するもの（中国の全国土地利用全体計画綱要、マ

レーシア、インドネシア、フィリピン）、②全国の

都市地域（都市発展を図る地域）を対象とするも

の（中国の全国都市システム計画、ベトナム）、の

２タイプに分けることが可能である。また、①の

タイプの国土計画の中には、例えば中国の全国土

地利用全体計画綱要8のように、総合開発計画とい

うより土地利用基本計画に近い（すなわち、日本

における国土総合開発計画より国土利用計画に近

い）と目されるものも存在する。 

 

(2)国土計画の変容の様相 

アジア諸国の国土・地域政策（国土計画）は、

富国を至上命題として中央集権的な構造を用いて

政策を強力に推し進める政体（開発主義）のもと、

地域格差是正を掲げ、産業立地政策による成長拠

点形成を進め、工業・製造業を中心とした急激な

経済成長に貢献した、と評される。また、グロー

バル化・産業構造の変化・地方分権・環境対策と

いう 90年代以降の新たな国際潮流の中で、こうし

たアジア諸国の国土・地域政策に大きな転機が訪

れたと言われる。9

すなわち、以下の要因を背景に、開発主義的国

土・地域政策に根本的な疑問が呈されたという。10

①経済活動の国際的な流動性が急速に高まり、「大

競争時代」と呼ばれるグローバル化が進む中、

各国が経済活動の立地誘致や活性化にしのぎ

を削り、新しい成長産業を中心に各国中央政府

が強力なてこ入れを図り始めた。 

②工業・製造業からハイテク、IT/バイオ産業とい

った産業構造変化の中、成長産業（例えば付加

価値の高いサービス業や IT関連産業等）の立地

が首都の都心等、一定地域に集中する傾向を示

すようになり、長期的な地域格差の拡大、都市

環境の更なる悪化や農村疲弊・森林荒廃等の問

題を引き起こす恐れが出てきた。 

③世界的な地方分権化の流れの中、地方の人材育

成に力を注がなかった中央集権的な構造が、地

方分権化で期待される地域活性化の流れをう

まく生み出せないことがわかってきた。 

 

こうした情勢変化の中、東アジア諸国（日本以

外）の国土計画に近年どのような変化が現れたか、

研究者達は次のような観察を行っている。 

［変容Ⅰ］産業立地政策による地域間格差是正を

目標に掲げた国土単位での政策形成が難しく

なり、一部の国では、国土計画の存在意義自体

が議論されるようになった（Seta et al 2003） 

［変容Ⅱ］地域格差是正を謳う国土政策（タテマ

エ）と経済成長を進めようとする実際の産業立

地政策（ホンネ）に矛盾が生じ、地域格差是正

政策を見直す動きが見られた。特に都市への機

能集積が重視されるようになった。（韓国で。

Seta et al 2003） 

［変容Ⅲ］産業政策上は主要な都市地域を重視す

る一方、地方対策として、格差是正の観点と異

なる福祉的な観点からインフラ整備等を行う

ようになった。（タイのタクシン政権下で。浅

沼氏談11） 

［変容Ⅳ］中央政府の計画機能（国家計画機関）

の弱体化が見られた。（フィリピン・インドネ

シア・タイで。浅沼 2005）12

［変容Ⅴ］中央政府が計画機能を一部手放す一方、

政策策定・調整機能が実質強化された（すなわ

ち計画機能が変容）。（中国国家計画委員会の国

家発展改革委員会への改組で。浅沼 2005）13

［変容Ⅵ］中央政府の機能･権限の地方委譲の状

況下、政策策定・調整の焦点が、公共支出や形

式的な計画立案（5ヶ年計画、長期計画等）14か

ら、セクター構成・市場機構・規制システムの

デザインと、その経済・社会・環境的影響の評

価に変化した。（インフラ整備で。浅沼 2005） 

［変容Ⅶ］地方分権化を促し、空間計画における

各層の政府の役割の明確化が志向されている

（インドネシアの国家空間計画法改正で。 

Kidokoro 2007）。計画作成段階では、様々な政

府レベルで、広く社会から多くの意見を取り込

むこととされた（インドネシアの 2004 年国家

開発計画体系に関する法律で。志摩他 2005）15

［変容Ⅷ］グローバル化の進展と環境保全への関

心の向上のもと、地域レベルの空間調整プロセ
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スが重要になってきた。地域計画は、多くのア

ジア諸国で一層発展する分野となりつつある。

（韓国の大都市圏計画制度化、インドネシアの

国家空間計画法改正等を例に。Kidokoro 2007） 

以上、諸研究者の観察に基づいて、近年のアジ

ア諸国における国土計画の変容の様相を概観した。

その結果は、国土計画が社会経済開発計画に内在

するか空間計画として独立して存在するかを問わ

ず、あるいは近年新たに独立させたかどうかを問

わず、計画内容・計画策定方式双方にわたり、様々

な国で、従来と異なる新しい姿の国土計画が登場

してきていることを類推させるものである。 

 

３．フィリピン・ベトナムにおける国土計画とそ

の変容 

筆者は近年、国土交通省国土計画局の調査団の

一員としてフィリピン、ベトナムを訪問し、両国

の国土計画の状況について調査する機会を得た

（フィリピンは 2005年１月、ベトナムは 2007年

1 月）16。本節では、これらの機会に得た情報を中

心として両国の国土計画の概要を紹介するととも

に17、前項で整理した各種の国土計画の変容が、

両国でどの程度見られるか検討する。なお、両国

の国土計画の変化動向に関する記述は、筆者の個

人的見解に基づくものである。 

 

(1)フィリピンの国土計画の概要と変容 

表 2はフィリピンの空間・社会経済開発計画の

略史を主として組織に着目して整理したものであ

る。これによると、経済社会計画分野に軸足を置

きつつも、土地利用等空間計画に属する分野も所

掌する中枢計画機関として、国家経済開発庁

（NEDA）が重要な役割を担っていることが明ら

かである。人間居住プロジェクトチーム、人間居

住省の流れを汲む住宅・土地利用規制委員会

(HLURB)は、都市・地区スケールの計画や開発の

許認可や指導・支援を行う機関であり、本稿にい

う国土計画を所掌する機関としての性格は弱い。 

図１はフィリピンの計画システムの全体像を

示したものである。これから、国レベルの国土計

画として、空間計画（図では「国家空間フレーム

ワーク計画」、後述の通り現在は改称し「空間計画

のための国家フレームワーク」）と社会経済開発計

画（図では長期の「国家フィリピン開発計画」と

「中期フィリピン開発計画」、後述の通り前者は棚

上げ状態）が存在することがわかる。また、空間

計画、社会経済開発計画とも、広域地方計画に相

当する計画が存在することもわかる。 

以降では、フィリピンの全国及び広域地方レベ

ルの国土計画について、計画ごとの概要を記すと

ともに、近年どのような変容がみられたか述べる。 

■「国家フィリピン開発計画（プラン 21）」 

「国家フィリピン開発計画（プラン 21）」はラ

モス大統領時代（1992-98）につくられた長期の社

会経済計画である。とりまとめは、他の長・中期

の国家計画と同様、NEDA が行った。計画書は８

章構成で、うち４つの章は国土計画的テーマを掲

げている（「持続可能な人間開発」、「空間的および

地域の開発のための国家的枠組み」「インフラの整

備」「環境及び自然資源の管理」）。 

ラモス政権時代には、この計画とあわせて「国

家空間フレームワーク計画 1993-2022」も策定さ

れ、長期的な視点からの国家づくりが模索された

と言えよう。しかし、「プラン 21」は今日もはや

省みられることがなく、実質的な社会経済計画の

頂点は、大統領の任期毎に策定される「中期フィ

リピン開発計画」である。長期計画策定・運用に 

 

表２ フィリピンの空間・社会経済開発計画略史 

西国統
治～米
国占領
期 

都市計画は存在したが、都市のフィジカル
な要素を主に取り扱い、マニラの経済的役
割と都市化過程をそれほど考慮せず 

1935年 国家経済会議創設。国の経済計画のはじま
り 

1946年 都市の戦災復興のため国家都市計画委員
会設置（後廃止） 

1950年 土地利用と宅地開発の規制権限を持つ国
家計画委員会設立（1959年地方自治法は当
該権限は自治体に賦与） 

1973年 既存機関に代わる国家経済開発庁（NEDA）
設立。役割は、社会経済開発に係る計画や
プログラムの策定、財政・予算・通貨・金
融・関税・投資・生産供給・価格・人的資
源・人口・土地利用・水資源利用その他の
経済プログラムの調整と実施 

1974年 人間居住プロジェクトチーム設立（後委員
会に格上げ）。社会経済計画と空間計画の
隙間を埋める初の本格取り組み開始 

1978年 人間居住省（MHS）創設。「フィリピン開
発計画」を空間的に解釈した国家人間居住
計画をNEDA に提出するのが狙い 

1986年 住宅・土地利用規制委員会(HLURB)設置。
人間居住関連委員会・MHS廃止 
同時に、住宅・都市開発調整評議会設置。
住宅プログラムの実施に関係する主な住
宅供給組織の調整・監督が目的 

1992年 都市開発・住宅法、保護地域制度ネットワ
ーク法制定 
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図１ フィリピンの計画システム全体像 

 

 
NPFP 国家空間フレームワーク計画 

NPDP 国家フィリピン開発計画（プラン21） 

MTPDP 中期フィリピン開発計画 

MTPIP 中期フィリピン投資プログラム 

NAPP 政府機関の計画・プログラム 

RPFP 地方空間フレームワーク計画 

RDP 地方開発計画 

RDIP 地方開発投資プログラム 

RAPP 地方直系機関の計画・プログラム 

PPFP 州空間フレームワーク計画（州総合土地利用計画とも呼ばれ

る） 

P/CDP 州または都市開発計画 

P/CDIP 州または市開発投資プログラム 

P/CAPP 州または市機関の計画・プログラム 

CCLUP 市総合土地利用計画 

MCLUP 町総合土地利用計画 

MDP 町開発計画 

LDIP 地方開発投資プログラム 

MAPP 町機関の計画・プログラム 

出所：ASEAN Association for Planning and Housing18

 

かかるNEDAの任務が少なくとも一時より減じた

という意味では、［変容Ⅳ］［Ⅴ］［Ⅵ］いずれかに

通じる変化が起きたとみることができよう19。 

■「中期フィリピン開発計画 2004-2010」及び「地

方開発計画 2004-2010」 

「中期フィリピン開発計画」はNEDAが作成す

る。各大統領就任後に定められ、任期満了までを

計画期間とするこの計画は、大統領の施政方針的

性格を持つ。20よってアロヨ政権下の現行計画は、

エストラーダ時代の計画と内容が凡そ異なる。現

政権の最大課題は貧困の根絶への挑戦とされてお

り、2004-2010 計画の基本的使命は、国民の大多

数のために貧困と戦い繁栄を築くことである。 

2004-2010計画の10大達成目標のうち国土計画

に関するものは４項目ある。「200万ヘクタールの

農業ビジネス用地開発」、「交通・情報網の全国展

開実現」「電力と水の全国的安定供給」「経済活動

増進を伴ったマニラ首都圏の混雑緩和、並びにル

ソン、ビサヤ、ミンダナオの新都心での行政・ビ

ジネス・居住拡大」「東南アジア最大の競争力を持

つ国際サービス・ロジステックス・センター‘ク

ラーク－スービック・コリドー’の形成」である。 

空間計画 

国レベル 

地方レベル 

州／市レベ

ル 

町レベル 

社会経済開

発計画 
投 資 プ

ロ グ ラ

2004-2010 計画には、健康医療産業関連振興・

輸出指向型農業・観光等の分野での国際戦略を含

む地域開発、環境・自然資源の保全・活用、国土

防災、ムスリム・ミンダナオ自治区等貧困の著し

い地域の平和構築と開発促進、という国土計画関

連記述がある。無制限な土地利用転換に対処し、

国の食料供給の必要性に応じて農地を守るため、

国土利用法の制定を目指すことも記されている21。 

国レベルの「中期フィリピン開発計画」に対応

して、地方レベル（マニラ首都圏庁所管の首都圏、

ムスリム・ミンダナオ自治区を除く 15の地方行政

区）には計画期間を同じとする「地方開発計画」

がある22。地方開発計画は、全国計画と計画目標

を共有する。かつては地方計画の焦点が社会経済

開発にあったが、最近は、社会経済的な目標を空

間配置に置き換えるという意図で、物的あるいは

土地利用計画を統合する試みが見られる。 

フィリピンの地方自治体は州、市・町、バラン

ガイ（最小行政単位）の 3層構成である。州の数

は 81であり（首都圏内は無し、ムスリム・ミンダ

ナオ自治区内は 6）23、地方レベルの自治体はない。

よって、地方開発計画策定時には各地方の地方開

発協議会がNEDAのカウンターパートとなる。 当

該協議会は、自治体、国の地方機関、民間セクタ

ーの代表で構成され、その役割は、社会経済開発

計画・政策・投資計画の作成及び実施に関わる調

整、評価、優先順位づけ等である。NEDAは、地

方開発計画の協議の基礎となる国家計画案と計画

策定指針を作成し、地方レベルに渡す。 

以上から、地方開発計画の策定プロセスにおい

て［変容Ⅶ］が、また当該計画の内容として空間

配置重視傾向があることにおいて［変容Ⅷ］が、

それぞれ見受けられる。24

■「空間計画のための国家フレームワーク

2001-2030」及び「地方空間フレームワーク計

画」 

空間計画は長期的視点から考えるべきとの判

断のもと、ラモス政権下、「国家空間フレームワー

ク計画 1993-2022」が初めてつくられた。これは、

関係各省庁でメンバー構成され、NEDA と密接な

関係にある、国家土地利用委員会により作られた。 

この計画は 10 年毎に見直されることになって
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おり、そうしてつくられたのが「空間計画のため

の国家フレームワーク 2001-2030」である。名称

が変わったことには大きな意味がある。それは、

従前の計画が地方自治体の行動を縛る内容であっ

たのに対し、新しい計画ではそれをやめ、地方自

治体に対する施策の選択肢を用意する内容になっ

たことである。計画の実施は国でなく自治体が行

うものであるから、国の考えを自治体に押し付け

るべきでない、との考え方に基づいて変更された。 

フレームワーク 2001-2030は、国レベルならび

に地方・自治体レベルにおける土地と物的資源の

計画的な配分、利用、管理に関する分析の切り口、

あるいは指針的枠組みを提供するものとされる。

特に、このフレームワークは、「空間計画に係る問

題点・課題の特定」「土地利用行為の開始・促進・

抑制に係る物理的・競合的環境の評価」「土地の主

要用途の最適立地特性の評価」「土地及び他の物的

資源の利用・配分に関する事項の相互関係の認識」

「総体としての最適な政策選択の実現、望ましい

開発目標達成のための具体的戦略・手段・行動へ

の対応」に役立てることが企図されている。 

この企図からわかるように、フレームワーク

2001-2030 は土地利用基本計画的色彩が強い。現

に、三部構成の「第三部 土地利用政策指針」が

フレームワークの中心だと明記されている。しか

し、「第一部 展望と原則」で物的特性を踏まえた

国土の長期開発の展望と開発哲学を示すこと、「第

二部 計画環境、挑戦、戦略」で国土全体の開発

総合戦略に言及し、その中で‘分散型国土形成の

ための一定地域への開発の集中、都市－農村の連

携強化、資源産出地を基本とする開発、効率的な

地域開発の仕組みの導入’といった方向性を示唆

することにおいて、国土計画的性格も備えている。 

国のフレームワークに相当するものとして、各

地方で 2030年までの「地方空間フレームワーク計

画」がつくられている（計画初年度は地方により

異なる）。策定ないし見直しの手順は、「原案の作

成⇒地方内の関係者ならびに近隣地方との協議⇒

地方開発協議会での承認⇒効力の発揮」である。 

州レベルにも「州空間フレームワーク計画」が

あり、国、地方同様 10 年毎に見直される。1990

年代前半に初めて計画が立てられた時には、州が

立案するのを NEDA が手助けした。また、NEDA

は地方関係者に計画づくりを要求することができ

た。しかし、今日、NEDA の権限は当時より限定

され、NEDA が計画づくりに権限を行使するのは

地方レベルまで、とされた。このため、NEDA が

現在州レベルの計画づくりに関して行っているこ

とは、州職員のトレーニング、ワークショップの

開催という側面支援だけである。 

以上から、「国家空間フレームワーク計画」が

「空間計画のための国家フレームワーク」と変わ

るに際し、国家計画ならびに国家計画機関

（NEDA）の役割が顕著に変化した。すなわち、［変

容Ⅳ］［Ⅴ］［Ⅶ］に該当する変化が起こった。 

 

(2)ベトナムの国土計画の概要と変容 

南北統一で今日のベトナム社会主義共和国が

建国されたのは1976年である。1980年代に入り、

社会主義的経済運営の行き詰まりとソ連等の友邦

国からの援助の停滞で経済危機に陥ったベトナム

は、1986 年 12 月の第 6 回共産党大会において、

市場経済に則ったドイモイ政策（「ドイモイ」は「刷

新」を意味し、ソ連のペレストロイカに倣ったも

の）と呼ばれる経済改革路線を採択した。ベトナ

ムは、ドイモイ政策の下で急速に経済発展を図る

とともに、1990 年代のグローバリゼーション下で

国境を越えた経済関係の構築の気運が拡がり始め

ると、ASEAN等の地城経済やWTO等の国際経済

への統合を進め、国際経済のダイナミズムに乗っ

て自国の経済発展を図る途を歩んでいる。 

国土計画に関わる体系としては、社会経済開発

計画と都市・地域計画（建設マスタープラン、空

間計画とも呼ばれる）のふたつが存在し、前者は

計画投資省、後者は建設省が所管する。25

以降では、社会経済開発計画、都市・地域計画

の各体系の概要を紹介するとともに、計画内容や

策定方式に近年どのような変容がみられたか記す。 

■「社会経済発展戦略 2001-2010」及び「社会経

済発展 5ヶ年計画 2006-2010」 

国の社会経済開発政策文書として、「社会経済

開発戦略」（10 ヵ年戦略）と「5ヵ年計画」がある。

10 ヵ年戦略はドイモイ以降作成され始め、現行の

ものは 2001-2010年を対象とする第 2次戦略であ

る。5 ヵ年計画は、長らくベトナムの戦略計画を

構築する大切な支柱だった。現行のものは

2006-2010年を対象とする第 8次計画である。 

表 3は社会経済開発政策の推移を整理したもの

である。 

10 ヵ年戦略、5ヵ年計画とも、案の作成には計

画投資省所管の開発戦略研究所（DSI）があたり、

政府と党の公式協議の後に決定される。DSIの説明

によれば、これらは国家発展のマスタープランで

あり、より具体的な計画（都市計画、産業計画等）

は、これらに従ったものでなければならない26。
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全国のインフラ網の段階的な構築、国内外からの

投資の誘引もこれらの戦略、計画が基礎となる。 

現 10 ヵ年戦略には国土計画に関わる記述とし

て、交通・輸送インフラ整備と、国土を６分割し

地方別の整備方針（地方毎の優位性発揮、経済重

点地域による発展牽引、低開発地域対策、環境の

保全・整備等）が示されている。また、全国を都

市、低地農村、内陸・山岳農村、海洋・島嶼の４

地域区分に分けた国土整備方針も示されている。 

現 5 ヵ年計画は現 10 ヵ年戦略の後期 5 年間に

あたるもので、10ヵ年戦略の方向性と任務を詳細

化したもの、とされる。 

 

表３ ベトナムの社会経済開発政策の推移 

1955-
1960 

- 北ベトナムにおける戦後経済復興
計画（1955-1960）及び経済転換・
開発 3ヵ年計画（1958-1960） 

1961-
1965 

- 第 1 次社会経済 5 ヵ年計画：重工
業、大規模建設プロジェクトに重
点をおいた北部の工業化 

現
国
家
建
国
以
前 1966-

1975 
- 戦時開発計画（1966-1975）：北部
の戦時経済開発計画。南部への物
流支援、人員補充計画でもあった 

1976-
1985 
【ドイ
モイ以
前】 

- 第 2 次 5 ヵ年計画（1976-1980）：
社会主義の技術的基盤確立、新経
済構造構築、居住水準改善 

- 第 3 次 5 ヵ年計画（1981-1985）：
農業、輸出、生産物消費の促進 

現
国
家
建
国
以
降 

1986- 
【ドイ
モイ以
降】 

- 第 4 次 5 ヵ年計画（1986-1990）：
総合的経済革新プログラム 

- 社会経済の安定化と開発戦略
1991-2000：社会主義に至る過渡期
の基本戦略および方向付け 

- 第 5 次 5 ヵ年計画（1991-1995）：
経済成長の安定 

- 第 6 次 5 ヵ年計画（1996-2000）：
経済成長水準の更なる向上のため
の資源の効果的な活用と開発 

- 社会経済開発戦略 2001-2010：2020
年目途に先進工業国となる基礎を
築き、社会主義路線に沿った工業
化・近代化を加速するための戦略 

- 第 7 次 5 ヵ年計画（2001-2005）：
安定成長、工業化・近代化事業推
進、経済・就業構造改革、経済競
争力強化、対外経済拡大、貧困撲
滅、経済・社会インフラ強化、社
会主義に沿った市場経済体制形成 

- 第 8 次 5 ヵ年計画（2006-2010）：
経済成長率引き上げによる迅速で
持続的な発展への転換達成、低開
発状態からの速やかな脱却 

 

現計画では、前期 5ヵ年計画の達成度について、

「国全体で比較的高い経済成長を達成したが、経

済構造の変化は地域的な不均衡を見せ、各地域の

潜在能力を発揮するに至らなかった」と述べる。

それゆえ、現 5ヵ年計画では地域開発の目標を、

「全ての地域の社会経済開発レベルを高めるとい

う共有目標の下で地域特有の優位性および競争力

を向上させる」こととし、その実現のため、「大規

模かつ重要な経済中心地群への開発の集中」「既存

の工業ゾーン及び輸出加工区の効果向上」「新しい

工業ゾーン、輸出加工区、産業クラスターの整備」

を方針に掲げる。また、地域の均衡発展という共

通目標実現のため、「地域間の連携を強化するとと

もに、各々の地域自体が、行政界の区分による弊

害、開発の閉鎖性や無駄を打破する」こと、「河川

流域の自然資源の管理のため、近隣諸国と連携を

拡大する」ことも方針とされる。 

上記の計画目標に反映されているとおり、DSI

は地域格差の存在と拡大傾向を国土政策の最大課

題と認識している（最も経済発展が進んだ南東部

と最も遅れた北部の一人当りGDP格差は5.5倍）。 

2007年 1月のインタビューによれば、前５ヵ年

計画の策定に向けた作業を開始して以降今日まで、

DSIは、地域格差の存在、拡大は避けられない、と

いう見方をとっているという。そして、対策とし

て、経済的に困難な地域でも、「貧しくて耐えられ

ない」レベルから「貧しくてもソコソコ生活でき

る」レベルに生活水準が上がるよう、道路、電気、

通信などインフラ整備で底上げをしたいと考える

ようになった、ということである。27
DSIでのインタビューでは、「既に次期 10 ヵ年戦

略の草案づくりに着手しているが、各省

（province）・市が皆納得する地方計画をつくるの

に多大な努力を要している。各省・市間の意向調

整が容易でないゆえ、これまでの戦略や計画づく

りの際には、各省・市の計画を参考にしつつも、

中央政府が決めてきた面が多々ある。」28との発

言を得た。また、これに関連し、計画投資省認可

のベトナム中央経済管理研究所でのインタビュー

では、地方計画が社会経済計画に導入された背景

について、「各省・市が、港、工業施設等を未調整

のまま重複してつくる傾向を是正し、各地域の優

位性を生かした発展を図るために地方計画が必要

とされた。地方計画が重複投資の問題にどれほど

効果を発揮するかについては疑問視する向きもあ

るが、国が各省・市の投資計画を承認する材料と

して地方計画は必要だと思う。」との見解が示され

た。 
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以上から、ベトナムの社会経済開発計画をめぐ

って、タテマエとしての地域格差是正を掲げた低

開発地域対策とは異なる［変容Ⅲ］、並びに省・市

の意向調整のための地方計画の機能の模索という

観点で［変容Ⅴ］が見られる。29

■都市･地域計画体系における広域の計画 

ベトナムの都市・地域計画（建設マスタープラ

ン、空間計画）は、各種関連法令を寄りどころに

立案・実施されてきたが、様々な法令を参照する

作業は煩雑であった。この状況を改善し、都市・

地域計画の制度的な位置づけを明確化するものと

して、近年注目すべきふたつの出来事があった。 

ひとつは、1998年1月、首相が、この種の計画

として初めて「2020年までの国家総合都市開発計

画」 (NCUDP)に承認の署名をしたことである。

NCUDPでは、「国土都市開発のビジョン」「国土都

市開発の目標」「2020年に向けた都市開発の方向

性」等が述べられ、ハノイ（北部）、ダナン及びフ

エ（中部）、ホーチミン（南部）が、将来に向けた

都市発展の中心と位置づけられている。2007年1

月現在、この計画は2007年中の改訂に向け見直し

中であった。 

もうひとつは、2003年11月、国家主席が建設法

を公布したことである（翌年施行）。この法の第

２章が建設マスタープラン（都市・地域計画）に

関する規定である30。この法で、建設マスタープラ

ンは「都市空間、農村集落、技術・社会基盤体系

を組織化すること、ならびに、国土全域の居住者

に適切な居住環境を創出すること」、計画期間は5

年または10年と定められている。また、建設マス

タープランのタイプとして、「地域建設マスター

プラン」、「都市建設マスタープラン」、「農村

集落建設マスタープラン」の3つが示されており、

このうち地域計画に相当するものが「地域建設マ

スタープラン」31である。 

都市・地域計画は建設省あるいは省・市の建設

局の所管であるが、建設省は、国内の全ての地域

計画実施を指揮する責務を有し、現状において、

複数省にわたる地域計画、省地域計画（59省とハ

ノイ、ホーチミン、ハイフォン、ダナン、カント

ーの5中央直轄市が対象）、複数県を跨ぐ地域計画、

県地域計画、大都市地域計画、特定経済地域計画

を作成している。そのほとんどの計画は、建設省

所管の都市農村計画研究所(NIURP)または南部に

所在するその姉妹機関が作成している。 

ベトナムの都市計画への取り組みがスタート

したのは北ベトナム独立後であり、首都ハノイが

最初のプロジェクト対象に選ばれた。1956 年に最

初の計画づくりに着手して以降ドイモイが導入さ

れるまで幾度か計画が立てられたが、それらは概

して、計画対象区域を主に紅河南側（ハノイ市街

側）に限定し、計画人口を 100～150万人程度とす

るものだった。しかしドイモイ後は、計画対象を

紅河両岸に広げ、人口も数百万規模とする大都市 

 

図２ ハノイ首都圏地域計画(案) 

 
左上「開発の方向性」 右上「観光の核」 

左下「主要投資プロジェクト」 右下「地域の配置構成」 

出所：Luu Duc Hai（2007）32
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圏計画の考え方が導入されてきた。2003 年には、

政令に基づき、ハノイ首都圏における計画委員会

が初めて設立された。対象はハノイ市と周辺の 7

省を含む 13,377km2、1205.2 万人の地域である。 

現在ベトナムには、日本の広域地方計画に相当

する規模の空間計画が６つあるとされるが33、そ

の中で最大テーマとなっているのがハノイ首都圏

計画である34。また、政府の大都市圏計画重視の

姿勢はハノイに止まらず、ホーチミン大都市圏の

計画づくりのため、副首相が座長を務めるハイレ

ベルのステアリング・コミッティが 2005 年設立さ

れた。５年程前まで、ベトナムの都市・地域計画

の焦点はどちらかというと省、市レベルの開発計

画にあてられていたが、今日では広域的な計画に

関心が高まっており、今後 2010 年、2020 年をめ

ざした計画づくりでは、各省・市個別の計画をま

とめあげた複数地域を単位とする地域計画の策定

を進めたい、というのがNIURPの見解である。 

建設省（NIURP）が担当する複数の省・市を対

象にする地域計画づくりには、建設法の規定によ

り省・市の意向が反映される35。また、NIURPは、

立案する計画が立地企業の希望を反映したものと

なり、よって尊重され持続可能なものとなるよう、

努力しているということである36。セミナー等を

通じ、NIURPの計画方針を企業や海外の専門家に

伝え、それに対するコメントを受けているという。

世界銀行やJICAの関係者、企業等を集めて意見を

聞き、それを反映してまとめるハノイ首都圏計画

はそうした方法をとる好例だという。 

以上、都市・地域計画体系を巡る計画動向から、

都市の役割重視という［変容Ⅱ］、計画策定過程で

の意向聴取の重視という［変容Ⅶ］、地域計画重視

という［変容Ⅷ］が見られた。また、企業意向を

反映し計画の実効性を確保しようという意味では

［変容Ⅵ］も見受けられる、と言えよう。 

 

４．結びにかえて 

諸研究者が東アジアの特定の研究対象国で見

出した国土計画の変容の多くは、本稿のケース・

スタディ対象としたフィリピン、ベトナムで観察

された。このことから、諸研究者が見出した変容

は、東アジア諸国で一定の共通性をもって見られ

る可能性が高まった。 

とはいえ、東アジア諸国の国土計画が同一方向

への収斂に向かっていると考えるのは早計であろ

う。また、例えば、ベトナムのDSI が地方計画案

のとりまとめにあたっての各省・市の意向調整に

戸惑いを見せる（インタビュー結果によれば、そ

れゆえ日本の地方計画づくりの方法やそれを巡る

議論について情報を得たがっている）など、各国

は国土計画の変革に足を踏み出したものの、その

行く末にまだ確信が持てないでいる面があるよう

に見受けられる。さらに、［変容Ⅳ］の出現を指摘

する研究者がその変容が好ましいものでないこと

を指摘するなど、各国が踏み出した変革の方向に

は再考が求められる面もあろう。 

しかし、少なくとも、東アジア諸国がそれぞれ

の国情の中で国土計画の変革の必要性を認識し、

国土計画の新しい姿を求め、ある程度類似の切り

口から模索しはじめたことは事実である。また、

そうした切り口には、日本の国土形成計画を巡る

昨今の議論と共通するものもある。ここに、筆者

は、日本を含めて、あるいは日本がリーダーシッ

プを発揮して、東アジア諸国が国土計画について

国際的に議論する場や機会を一層充実させること

の意義が大きいと考える。その主たる狙いは東ア

ジア共通の国土計画像を描き出すことではない。

論点を共有し、互いの知見を高めることである。 
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1 この国土計画の概念は、大西（2003）を参考にし

た。 
2 国交省国計局（国土交通省国土計画局）の諸調査

の報告書や各国のホームページから筆者作成。北朝

鮮、モンゴル、東チモールは情報未入手。 
3 Kidokoro (2007)によれば、アジア諸国の多くは、

国家レベルのみならず、地域・自治体レベルの空間

計画(土地利用コントロール）システムの導入も1970

年代に行い、さほど長い空間計画の歴史を持ってい

ない。 
4 世界銀行OBの浅沼信爾氏（一橋大学国際・公共政

策大学院客員教授）は、国交省国計局「平成19年度

諸外国の国土政策分析調査」（調査機関：UED）の第

1回研究会（2007年11月13日）で、こう発言した。 
5 政体は外務省「各国・地域情勢」

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/）による。 
6 国交省国計局「平成18年度諸外国の国土政策分析

調査」（調査機関：UED）の成果に基づき2007年12

月4日試験公開された国計局のホームページ「世界

の国土計画」

http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/internatio

nal/sp/index_jp.htmlのタイ「現行主要計画の概要」

参照。内務省公共事業・都市農村計画局は、長期（50 

年）、中期（10-15年）、短期（5 年）の地域計画を

作成中という（東京大学大学院都市工学専攻ウィモ

ンラット・イッサラタムヌーン氏の提供情報）。 
7 中国の全国都市システム計画については、国交省

国計局（2006）の中国建設部からのセミナー参加者

の報告が詳しい。また、ベトナムの全国都市開発戦

略については、国交省国計局（2007a）のベトナム建

設省都市農村計画研究所（NIURP）からのセミナー参

加者の報告が詳しい。 
8 中国の全国土地利用全体計画綱要については、国

交省国計局（2006）の中国国土資源部からのセミナ

ー参加者の報告が詳しい。 
9 こうした見解は、Seta et al（2003）にみられる。 
10 Seta et al（2003）にみられる見解である。 
11 注5の研究会における発言。 
12 こうした弱体化はインフラ不足に直面する東アジ

ア諸国にとって好ましく、中央政府の政策策定・調

整機能を再強化する必要がある、というのが浅沼氏

の見解である。 
13 浅沼氏は、こうした中国の計画機能の変容を「問

題がないわけではないが、．．．成功」（p.101）と評す

（前注参照）。 
14 志摩他（2005）は、インドネシアの開発計画につ

いて、国家開発計画体系に関する法律(2004年)以前

につくられた開発計画は、「できるだけ多く、できる

だけ良く、際限なく」提案をまとめた「ショッピン

グ・リスト」（アクションやインパクトを重視しない、

浅沼氏の呼ぶ「形式的な計画」）だったとの国家開発

計画庁の見解を紹介する。 
15 Kidokoro (2007)は、アジア諸国の空間計画の有効

性を高める鍵を握るのが、計画権限の分権化ならび

に国民の参加の強化だとする。 
16「平成16年度アジア諸国における国土の利用に関

する計画の策定状況に関する調査」、「平成18年度諸

外国の国土政策分析調査」の調査団員として参加し

た。 
17 本項における記述の情報源は、特に断りのない限

り国土交省国計局（2005）及び国交省国計局（2007b）

である。 
18 ASEAN Association for Planning and Housing 

‘Planning & Development, ‘PLANNING & 

DEVELOPMENT (PHILIPPINES)’,  

http://www.aaph.net/planning-development/phili

ppines/ 
19 城山（2007）は、マルコス政権下設立のNEDAの力

が、アキノ政権下の1987年NEDA改組以降落ちたとの

見解を紹介する。また、浅沼(2005)は、NEDAの機能

が近年さらに弱体化した可能性を指摘する。 
20 マルコス政権時代の社会経済開発計画は「5ヶ年

開発計画」と呼ばれるものだった。「中期フィリピン

開発計画」の名称が用いられるようになったのはア

キノ政権以降。1988-1992計画（1986-92アキノ政権

下）、1993-1998計画（1992-98ラモス政権下）、

1999-2004計画（1998-2001エストラーダ政権下）、

2001-2004計画（2001-04第一次アロヨ政権下）、

2004-2010計画（2004-10第二次アロヨ政権下）が策

定されてきた。 
21 国土利用法の最初の草案は、ラモス政権時代に

NEDAに作成が求められた。それ以降長い年月を経過

し、2005年1月現在、４度めの国会審議中であった。 
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22 NEDAホームページ

（http://www.neda.gov.ph/RDP/main.asp）で全15

地域の2004-2010計画が公開されている。 
23 州数はAdministrative Divisions of Countries

ホームページ（http://www.statoids.com/uph.html）

による。 
24 国レベルでは「中期フィリピン開発計画」に呼応

し、６年間の「中期フィリピン投資プログラム」が

ある。地方レベルでも同様に６年間の「地方開発投

資プログラム」があり、プロジェクトは資金源別の

分類（国家投資、民間投資）で示される。一見、［変

容Ⅵ］の形式的計画からの脱却（志摩他（2005）の

言う「ショッピング・リスト」からインプット、プ

ロジェクト、アウトプットを踏まえた現実的な「ワ

ーキングプラン」への転換（p.11））を示すように見

えるが、その実態について、浅沼（2005）は、「この

システムは、政策策定・調整においては非効率だっ

たことが最近明らかになった」（p.99）と述べる。 
25 ほかに国土計画に関係するものとして、資源環境

省の土地使用計画（2003年土地法改正以降実施）、

工業省の産業計画等がある。 
26 注6に記したホームページ「世界の国土計画」の

ベトナム「計画体系」に記述によると、「都市・地域

計画が社会経済計画に従うという意図された連続性

は必ずしも確保されていない。」という。（東京大学

大学院都市工学専攻トラン・マイ・アン氏の提供情

報）。 
27 現5ヵ年計画のめざすものは、経済的、環境的、

社会的に持続性のある開発の実現であり、これまで

都市、なかでも大都市中心の投資（３つの経済重点

地域のインフラ整備等）を見直し、将来は農村部に

も充分配慮しなければならない、という考えが出さ

れている、という。 
28 計画策定過程ではボトムアップ方式が採用され、

地方政府（村、県、省）が順次上位の政府に提案を

提出し、最終的には計画投資省が統合する仕組みに

なっている。 
29 注5の研究会での浅沼氏の指摘によれば、計画投

資省の計画機能弱体化、すなわち［変容Ⅳ］が見ら

れるという。なお、DSIへのインタビューによれば、

「5ヵ年計画には国家予算についての部門別配分額

や地域別配分額が記述される。それらの目標額中の

国家予算の割合は約20％に過ぎない。残りは外資の

投資、ODA、証券・金融市場での資金調達等を見込ん

だものであり、希望的な目標値である。」という。確

実性の高い国の自前予算は、枢要なインフラや社会

問題解決プロジェクト等に使われるというが、5ヵ

年計画が「ショッピングリスト」（注14参照）であ

ることは否めず、［変容Ⅵ］は見られないと言えよう。 

30 建設法の施行及び関連法令の整備（2005年）によ

っても、都市・地域計画制度は改善の余地がある。

このため、建設法第2章を都市計画法として独立さ

せ、規定を充実しようという動きがあり、法案が策

定途上にあるという。 
31地域建設マスタープランは「ひとつの省の行政区域

内、もしくは．．．複数省にわたる区域での、農村集

落と技術・社会基盤整備の体系の組織化を意味する」

（第3条10号）もので、｢工業、農業、林業、観光

業といった部門、並びに環境保護、自然資源、その

他実務部門に関する都市部及び人口集積地における

システムの決定｣（第16条1号）等を主要計画要素

に含まなければならない、とされる。 
32 国交省国計局（2007a）中のNIURP所長Luu Duc Hai

氏によるセミナー発表資料。 
33 NIURPでのインタビューで確認できたものは、ハノ

イ首都圏、ホーチミン都市圏、中部、ハノイ北西部

山岳地域の計画である。 
34 2007年2月現在、2006～2020年を計画期間とする

「ハノイ首都圏総合建設計画」の計画案の作成が、

NIURPにより進められている。 
35 「建設大臣は、主要地域及び省をまたがる地域に

ついて地域建設マスタープランの目標を立案し、関

連する省庁、局、省の人民委員会の意見を聴取した

うえで首相に提出して認可を要請する」（法第15条

第1項(a)号）。通常は副首相が委員長を務めるステ

アリングコミッティの指示で計画案作成が進められ、

コミッティーメンバーには、計画の影響を受ける各

人民委員会の長も入る。 
36 「５年程前までは各省・市の人民委員会が個別に

外資・国内の投資導入を図り、企業進出は人民委員

会のインセンティブの手厚さ次第という面があった。

そうした個別誘致活動の結果、投資が主要道路沿い

に集中し、渋滞が発生し、立地企業が不利な立場に

立たされるという問題が出た。こうした問題に手を

打ち、企業投資が均衡の取れた持続可能な方法で行

われるよう、NIURPは、都市・地域計画的な対応をと

ることをめざしている。」という。 
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１．中国の都市化をめぐる課題 

中国の急激な都市化、国土利用の変貌の過程を

見ると、戦後日本が経験した様々な課題に加え、

世界経済の新たな段階に対応した課題に直面して

おり、戦後日本の反省を踏まえて、有効な課題解

決方策を提案すべきではないかと考えた。中国が

適正な国土利用・都市化の歩みを進めることは、

中国にとってのみならず、日本及び東アジア、ひ

いては、世界全体、地球全体にとって極めて重要

な課題である。 

現在中国が抱えている国土・都市のあり方をめ

ぐる諸問題としては以下のようなものが挙げられ

る。 

①環境問題への対応（大気汚染、水質汚濁、水資

源問題、森林の減少、砂漠化の進展）、日本は

高度経済成長期の公害問題を克服し、いまだに

豊かな「森の文明」を維持している。 

②エネルギー消費の抑制（自動車利用の抑制、公

共交通網の整備）、日本の大都市では交通手段

の段階的発展に応じて、公共交通網の整備を図

って来ており、世界にも誇りうる省エネルギー

都市を実現している。自動車利用の抑制は、地

球の石油資源の問題であり、地球環境問題への

最も有効な対応策でもある。 

③食料自給体制の維持（都市的土地利用と農業的

土地利用の調整、農業・農民・農村のあり方等）、

日本は農村の安定、農民の所得水準の向上には

成功したが、農業の近代化、国の食料自給率を

維持することに基本的に失敗した。 

④所得格差、地域格差の是正（社会的安定、国内

市場の拡大のためには、所得格差、地域格差の

是正は必要）、日本は地域の均衡ある発展、地

域格差の是正についてはこれまで極めて成功

して来ていると言える。 

⑤無秩序な都市の膨張、無個性な都市の形成の防

止…歴史的環境、地域の個性の維持 

これらの課題を意識しつつ、持続可能な国土・

都市のあり方について若干の考察を試みる。 

 

２．中国の都市化の現段階と日本との比較 

 

中国の都市化の経緯 

1978年 12月に鄧小平の指導の下に始められた 

 

 

 

 

７．中国の都市と国土～都市と農村の均衡ある発展を目指して～ 

阿部和彦（（財）日本開発構想研究所 常務理事・研究本部長）

 

改革開放後、急速な経済発展が生じ、それに伴い

都市化が進展した。1980年代の経済発展は、農村

を基盤にした農村工業化であり、郷鎮企業の拡大

であったため、都市化は主として農村の「城鎮化」 

として生じている。統計的に確認できるのは、1990 

年代以降になるが、1990年代前半は、省内での農

村部から都市部への人口移動が中心で、中小規模

の都市が拡大している。 

1992年の鄧小平の南巡講話、江沢民・朱鎔基政

権下での再度の改革開放の推進、社会主義市場経

済体制への移行のなかで、1995年以降都市化が加

速した。この時期の経済発展は、外資系企業への

門戸開放、外資系企業の拡大によってもたらされ

ている。これらの企業が大都市のインフラを活用

できる地域に工場等を立地させたところから大都

市圏の拡大が生じ、メガロポリス化が進展した。

統計的には 1990 年代後半に全体の人口移動が拡

大、そのなかで省間の人口移動も拡大、内陸部（中

部）から沿海部（東部）への人口移動が大きくな

っている。 

 

日本との比較 

都市化（都市人口比率）と一次産業の比率につ

いて日本と比較してみると、ほぼ 40年の差がある

ように見える（図表１）。また、以下の事象が 40

年の時間差で相似している。 

2001 年中国のＷＴＯ加盟と 1955 年の日本のＧ

ＡＴＴ（ＷＴＯの前身）への加入 

2008 年北京オリンピックの開催と 1964 年東京

オリンピックの開催 

2010 年上海万博の開催と 1970 年大阪万博の開

催 

国際的に開放された貿易体制への移行や国際

的なイベントの開催が、経済規模の拡大、産業構

造の高度化、所得水準の上昇のなかで生じた都市

化の一定の段階で行われていると理解できる。 

 

中国における都市化の現段階 

経済発展に伴って、産業構造が一次産業から二

次・三次産業へと比重を移して行くにつれて、都

市人口の割合が拡大している。（2005 年で二次・

三次産業就業者の割合が 55.2％、都市人口の割合

が 43.0％「中国統計年鑑 2006」） 
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農村人口は 1995 年まではわずかであるが増え

続け、その後の 10 年間で 1.1 億人の減少に転じ

7.5 億人となっている。都市人口は一貫して増大

しており、1995 年以降は 2.1 億人増加して 5.6 億

人となっている。この統計に表れていない数値と

して、この他に農村からの出稼ぎ「農民工」が約

1.4億人いると言われている。 

所強、3.75万Ｋ㎡あると言われており、建成区面

積を凌駕している。 

都市化、城鎮化は、経済発展の必然的な流れで、

それを抑えることは出来ない。但し、都市化、城

鎮化はその地域の有する自然・気候条件、自然・

気候条件等に規定された農耕の形態、歴史的な都

市の形成経緯等により、その姿は多様に展開する。 

都市人口、城鎮人口の増大に伴って、都市地域、

城鎮地域の拡大が生じている。都市地域は中国の

統計では、建成区面積（城鎮あるいは城市市轄区）

としてとられており、城市市轄区の建成区面積は、

2005年で 2.45 万Ｋ㎡あり、国土面積の約 0.3％を

占める。この他に、全国の各種開発区が 6,700箇 

急速に都市化が進展している現在の中国にお

いて、自然・気候条件等に規定された農耕形態と

都市化、城鎮化の姿を考察し、地域の条件に適合

した農耕及び都市化の形態を考察することは、今

後の国土計画、都市のあり方を考える上で重要な

視点になるものと思われる。 
 

中国と日本の都市化の比較図表１ 中国と日本の都市化の比較 
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３．中国におけるゾーン別の自然条件と都市化の

特徴 

 の時代に近代化・都市化が生じたか。綿工業、 

 鉄鋼業、電気・電子産業、自動車産業 

 ⑦情報化の進展…情報関連産業（ソフトウェア産 

都市の発展要因の考察  業等）の立地、通勤・就労形態の変化 

都市の発展を考える上で、基本的に以下の条件

を考慮する必要がある。 

 

中国におけるゾーン別の自然・気候条件と都市化

の特徴 ①自然・気候条件…気温や降雨量・乾燥度等。水

資源の状況（河川）。自然地形としての平地の

広がり。 

都市の発展要因の内、①自然・気候条件につい

ては、中国の場合、自然地理区域という区分があ

る。それによると、大きくは次の三つの区域に区

分される。（図表２） 

②土壌条件、農耕・牧畜文明、農業集落形態の違

い…稲作文明（泥の文明）、麦作・牧畜文明（石

の文明）、玉蜀黍・牧畜文明（新大陸の文明）、

遊牧文明（砂の文明） 

一．東部季風区域   

二．西北干旱区域   

③都市形成の歴史…人間居住の歴史、都市形成の

要因、その後の歴史 

三．西蔵高寒区域 

更に、東部季風区域は以下の四つに区分される。

(一)東北湿潤半湿潤温帯地区  ④どういう建築技術の時代に都市が発展したか…

素材（土、木、石、鉄、ガラス）、建材（レン

ガ、鉄筋コンクリート、パネル）、鉄筋コンク

リートの時代に都市の高層化が可能になった。 

(二)華北湿潤半湿潤暖温帯地区  

(三)華中・華南湿潤亜熱帯地区  

(四)華南熱帯湿潤地区 

⑤どういう交通手段の時代に都市が発展したか…

馬車、鉄道、自動車、自動車の普及により都市

の郊外化、大都市圏の形成が可能になる 

この区分を尊重しつつ、②土壌条件・農耕文明

の違いと沿海、内陸といった立地条件、交通条件

を加味して、中国の地域を六つに区分し、都市化

の特徴を探って見た。（図表３）（図表４） ⑥近代産業の立地（都市との関わり）…どの産業 

 
図表２ 中国自然地理区域

資料：中国自然地理図集

 60



図表３ 中国におけるゾーン別の自然・気候条件と都市化の特徴 

 

ゾーン 都市化の特徴と今後の都市化の方向 

ゾーン全体の人口密度は 136人／k㎡と低いが、城市市轄区人口の全人口に占め

る割合は 36.1％と高く、都市化が進んでいる。また、市轄区における農業人口の

割合が 21.3％と低く、農村と都市の区分が比較的明確である。50 万人以上の大

城市（市轄区総人口）に居住する人口の比率は 33.4％で、６ゾーンの中では沿海

ゾーンに次いで高く、大都市化が進んでいる。 

①東北湿潤半湿潤温

帯地区３省 

 

遼寧省、吉林省、黒

龍江省 

 

玉蜀黍（高粱）と牧

畜 

（新大陸の文明） 

今後の都市化の方向としては、城市内市轄区の人口密度を高め、農村と都市の区

分が明確な大城市、特大城市、超大城市を形成していく方向が考えられる。気候

区や農耕文明との類似性からすると、アメリカの中西部やロシア東部の都市化の

パターンである。 

ゾーン全体の人口密度は 389人／k㎡とかなり高いが、城市市轄区人口の全人口

に占める割合は 27.0％と、６ゾーンのなかでは３番目で全国平均並である。また、

市轄区における農業人口の割合は34.7％（北京市、天津市を除く５省では36.8％）

であり、西南ゾーン、内陸ゾーンほどではないが農村と都市の区分が明確でない。

北京、天津を抱えているにも拘らず、50 万人以上の大城市（市轄区総人口）に

居住する人口の比率は 25.9％で、大都市化がやや遅れている。 

②華北湿潤半湿潤暖

温帯地区７省 

 

北京市、天津市、河

北省、山西省、山東

省、河南省、陕西省 

 

麦作と牧畜 

（石の文明） 

今後の都市化の方向としては、北京、天津大都市圏との連携のなかで、城市内市

轄区の高い人口密度を維持・発展させ、農村と都市の区分が明確な特色ある中小

城市を形成していく方向が考えられる。気候区や農耕文明との類似性からする

と、イギリス、ドイツ、フランス等の北ヨーロッパ型の都市化のパターンである。

工業化が急速に進み、それに対応して都市化が進んでいる。ゾーン全体の人口密

度は 509人／k㎡と６ゾーンのなかで最も高い。城市市轄区人口の全人口に占め

る割合は 35.0％と東北ゾーンに次いで高い。また、市轄区における農業人口の割

合は 31.0％あり、西南ゾーン、内陸ゾーンほどではないが農村と都市の区分がや

や明確でない。上海市を抱えていることもあり、50 万人以上の大城市に居住す

る人口の比率は 33.5％（上海市を除く５省では 30.8％）と 6 ゾーンの中で最も

高く、大都市化が進んでいる。 

③華中・華南沿海湿

潤亜熱帯地区６省 

 

上海市、江蘇省、浙

江省、福建省、広東

省、海南省 

 

稲作と漁労 

（泥の文明） 

今後の都市化の方向としては、城市内市轄区の高い人口密度を維持・発展させつ

つ、農村と都市との区分を明確にすることが難しい地域であることを前提に、連

担した大都市圏、メガロポリスを形成していく方向が考えられる。気候区や農耕

文明との類似性からすると、日本の太平洋沿岸、東海道沿道の３大都市圏で展開

された都市化のパターンである。 

④華中・華南内陸湿

潤亜熱帯地区５省 

 

安徽省、江西省、湖

北省、湖南省、広西

チワン族自治区 

華中・華南の沿海ゾーンほど工業化が進んでおらず、第 1次産業に依存した地域

になっている。ゾーン全体の人口密度は288人／k㎡と比較的高い。城市市轄区

人口の全人口に占める割合は 25.6％とそれほど高くなく、都市化の進展は遅れて

いる。また、市轄区における農業人口の割合が 49.8％もあり、農村と都市が混在

している。50万人以上の大城市（市轄区総人口）に居住する人口の比率は 23.6％

と高くなく、大都市化はまだ進んでいない。 

稲作と漁労 

（泥の文明） 

今後の都市化の方向としては、城市内市轄区の人口密度を高めつつ、農村と都市

との区分を明確にすることが難しい地域であることを前提に、中小城市、大城市

等の都市のヒエラルキーを形成していく方向が考えられる。気候区や農耕文明と

の類似性からすると、日本の３大都市圏以外の地方圏で展開された都市化のパタ

ーンである。 
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ゾーン全体の人口密度が 169人／k㎡と低く、第 1次産業への依存度が大きいた

め、都市化（人口、就業人口ベース）の進展は６ゾーンのなかで最も遅れている。

城市市轄区人口の全人口に占める割合は22.4％と低い。また、城市の中心部であ

る市轄区において農業人口の割合が 54.2％もあり、農村と都市が混在している。

50 万人以上の大城市（市轄区総人口）に居住する人口の比率は 21.2％と高くな

く、大都市化していない。 

⑤西南湿潤亜熱帯盆

地高原地区４省 

 

重慶市、四川省、貴

州省、雲南省 

 

稲作、麦作、玉蜀黍

の栽培が混在 

今後の都市化の方向としては、城市内市轄区の人口密度を高めつつ、農村と都市

との区分を明確にすることが難しい地域であることを前提に、特色ある中小城

市、大城市を形成していく方向が考えられる。気候区や農耕文明との類似性から

は、先進地域の類似の都市化のパターンは見つけづらいが、日本の地方圏で展開

された都市化のパターンは参考になる。 

ゾーン全体の人口密度が 16 人／k ㎡と極めて低く、都市化があまり進んでいな

い。城市市轄区人口の全人口に占める割合は 23.2％と低い。また、市轄区におけ

る農業人口の割合は 37.8％ある。50 万人以上の大城市に居住する人口の比率は

16.5％と高くなく、大都市化が進んでいない。 

⑥西北乾燥・西蔵高

寒区域６省 

 

内蒙古自治区、西蔵

自治区、甘粛省、青

海省、宁夏回族自治

区、新疆ウイグル自

治区 

かっては遊牧（砂の

文明） 

今後の都市化の方向としては、城市市轄区の人口密度を高め、都市の消費に対応

する農業をも取り込んだ中小城市、大城市を形成していく方向が考えられる。気

候区や農耕文明との類似性からすると、西北乾燥区域は中東や中央アジア地域の

都市化のパターンである。西蔵高寒区域については類似の都市化のパターンは見

つけづらい（強いてあげれば南米アンデス山地が類似している）。 

 

図表４ ゾーン別人口・就業・所得、都市化、農耕形態 

年末総人口 増加総人口 就業構成 一人当たり
2005年 1990～2005 第一：第二：第三 生産総額

人口・就業・所得 (万人) (万人) ( 元/人 )

　東北地区3省 10,757 823 43:22:35 15,935
　華北地区７省 35,135 3,910 45:26:29 16,405
　華中・華南沿海６省 27,708 5,579 30:35:35 25,526
　華中・華南内陸５省 27,127 2,051 50:18:31 9,783
　西南高原地区４省 19,190 1,533 55:15:29 8,289
　西北・西蔵地区６省 8,406 1,375 54:15:31 11,699

全　国　計 128,323 15,271 45:24:31 15,413

人口密度 城市市轄区内
全地区 農業人口割合

都市化 (人/k㎡) （％）

　東北地区3省 136.3 36.1% 21.3% 33.4%
　華北地区７省 389.1 27.0% 34.7% 25.9%
　華中・華南沿海６省 509.3 35.0% 31.0% 33.5%
　華中・華南内陸５省 288.3 25.6% 49.8% 23.6%
　西南高原地区４省 168.5 22.4% 54.2% 21.2%
　西北・西蔵地区６省 15.9 23.2% 37.8% 16.5%

全　国　計 133.6 28.3% 37.6% 26.4%

農耕形態 （ha） （％） （％） （％）

　東北地区3省 0.850 17.8% 8.1% 44.6%
　華北地区７省 0.314 3.2% 44.6% 30.1%
　華中・華南沿海６省 0.217 59.7% 18.2% 4.9%
　華中・華南内陸５省 0.207 59.6% 15.4% 8.0%
　西南高原地区４省 0.173 26.8% 21.6% 21.5%
　西北・西蔵地区６省 0.772 2.4% 36.4% 23.5%

全　国　計 0.311 27.5% 26.2% 22.2%

大城市以上
城市人口比

（％）

城市市轄区
人口比
（％）

経営耕地面積／
第一次産業就業人員

玉蜀黍／食料
作物作付面積

小麦／食料
作物作付面積

ゾーン

水稲／食料
作物作付面積

ゾーン

ゾーン

 

資料：「中国統計年鑑2006」「中国城市統計年鑑2006」「中国富力」「中国統計摘要」 
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４．世界における都市化との比較 

 

(1)世界における都市化の形態の比較 

中国とヨーロッパ、アメリカ（USA）、日本、そ

れに BRICs 等における都市化の状況を比較する。 

都市化の進展状況を端的に表す都市人口割合

は、一人当たり国民総所得の水準が高く、一次産

業就業者比率が低い国が高くなっている。高い一

人当たり国民総所得を実現するには、産業構造の

高度化を図り農林水産業の就業者の率を低下させ

る必要があり、それらを通じて高い都市人口割合

が実現している。 

但し、一人当たりの国民総所得の水準、あるい

は一次産業就業者比率と都市人口割合がリニアに

一次相関している訳ではなく、それぞれの国の特

性に応じて都市化、都市人口割合が異なっている。

特に国民総所得が 2万ドルを超える地域では、所

得水準と都市化の進展度合いの相関関係はほとん

ど見られなくなる。 

図表５ 所得水準と都市人口割合 
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図表６ １次産業比率と都市人口割合 
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資料：データブック オブ・ザ・ワールド 2007 

一人当たり国民総所得の水準が 2万ドル以上と

高く、産業構造の高度化が進んでいるグループの

中で、日本とイタリアの都市人口割合が 65.8%、

67.6%とやや低い。統計上の問題もあるが、自然・

気候条件、農耕文明の違いが都市人口割合の差を

生み出していることが考えられる。 

都市形態としては、都市の集積密度を比較する

必要がある。これは、主としてどういう素材、建

材の時代に形成された都市であるかによって規定

されると思われるが、外形的にはアメリカ（USA）

の大都市の中心部は高層高密度化（鉄筋コンクリ

ート造り）しており、ヨーロッパの大都市では伝

統的に中層建築（石あるいはレンガ造り）を主体

にしていた。日本等アジアの大都市はもともと低

層高密度（土と木）であったが、近年の大都市の

急速な拡大に伴い、高層建築物が増大している。 

都市の規模別分布では、ヨーロッパの諸都市が

歴史的な経緯もあり比較的中小規模の都市が多数

形成されているのに対し、アメリカはヨーロッパ

に比べ大都市化している。 

中国のゾーン別分析に際して使った人口 50 万

人以上の大城市の都市人口比率とは異なるもので

あるが、それぞれの国の大都市圏（主要な 1～３

ヶ所を抽出）への人口集中状況を見る。 

図表７ 大都市圏への人口集中と都市人口割合 
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これによると、概して都市人口割合が高まると

大都市圏への人口集中状況が高まるように見える

が、ヨーロッパのドイツ、イタリア、ポーランド、

スペイン、スウェーデンといった国では大都市圏

への人口集中は生じていない。また、ロシア、ア

メリカ、ブラジルといった広大な面積を有する国

も大都市圏への人口集中は 10～15％程度で中位

にある。逆に、オーストラリア、カナダといった

人口密度の低い国やスイス、日本、韓国等では大

都市圏への人口集中度合いが大きい。 

中国は、北京・天津、上海、重慶の 3つの大都

市への人口集中は 5.4％でそれほど大きな集中を

示していない。超大城市を核にして、広大なメガ

 63



ロポリスを形成しているとも見られる。 

また、日本等アジアの大都市とヨーロッパやア

メリカの都市との大きな違いは、アジアの大都市

は都市内に農業を抱え込んでおり、都市と農村の

区別が判然としない形態になっていることである。 

 

(2)都市化の形態と農業のあり方 

こうした都市化の形態（都市人口割合、都市の

規模別分布、都市の密度、都市面積割合、都市と

農村の区別）は、その国の農業のあり方や農村集

落の形態と密接に関連している。 

農業従事者一人当たり農地面積は日本や中国、

インド等では 1.8ha～0.3ha と小さい。中国、イン

ド等では、産業構造の高度化が進んでおらず、農

業従事者が大量に農村に滞留している状況を反映

している。但し、産業構造が高度化している日本

の農業従事者一人当たり農地面積とイギリス、ド

イツとを比較すると 6～7倍程度、フランスと比較

すると 13 倍、アメリカ（USA）とでは 33 倍の違

いがある。湿潤な亜熱帯地帯、稲作農業を主体と

したアジアの特徴（泥の文明）を反映していると

見られる。農村の人口扶養力が大きく、農村集落

が農地に密着して広く散在している姿を反映して

いる。 

なお、国内の農業の有り様は食料の自給率と深

く関係している。日本は世界から大量に食糧を輸

入し、食料自給率の維持を放棄しきた。土壌条件

に恵まれた日本によるこうした選択は地球的規模

からみれば望ましいことではない。中国において

は、特に世界への影響が巨大であることに鑑み、

食料自給率を現状の水準より低くしないことを前

提にした農業施策、産業構造の高度化施策が是非

とも必要である。 

農業のあり方をどう考えるかが、都市化のあり

方、態様に大きく影響する。日本のように、兼業

農家主体の農業経営を基盤にすると、都市・農村

の変化（都市化のスピード）は漸進的なものにな

り、空間的にも都市と農村の区別は判然としない

形態になる場合が多い。農業地帯に生活のベース

を置きつつ、２・３男が中心となって大都市へ流

出し、あるいは一時的に出稼ぎに出て、また他方

で農業地帯の周辺（通勤圏内）で雇用機会を探す

ことになる。基本的に日本政府もこうした方向を

推し進めてきた。 

日本の場合、第 2次世界大戦後の農地解放によ

る大量の自作農の創出、作物が米を中心にしてい

たために、このような兼業農家主体の農業形態が

主流になりえたと考えられる。現在、国際的な自

由化圧力と農業地帯あるいは農業を中心としてき

た中山間地帯における人口減少、人口構成の高齢

化の中で、兼業農家主体の農業経営のあり方が厳

しく問われている。 

 

(3)農村の分解過程と都市の形成 

農業の生産性向上、専業農家による農業経営を

中心に考えた場合は、日本とは異なる都市・農村

関係になるものと考えられる。いわば、欧米の先

進国で一般的に見られた関係で、農業就業人口は

急減し、農業の近代化が進み、空間的にも都市と

農村が画然と区別されることとなる。 

典型的には、資本主義成立期のイギリスにおけ

るエンクロージャーが代表的な事例である。農民

は農村での生産手段である土地を取り上げられ、

やむなく都市に流入し、新しい工業生産を担う労

働者となるといったパターンである。資本家も土

地を囲い込んだジェントルマン層や海外で資産を

得た階層に担われている。一方、農村では大規模

経営が可能になり、農業の近代化が進められた。

尤もこのパターンが当時のイギリスで成立しえた

のは、海外からの原料・食料の輸入が可能で、か

つ植民地による支配領域の拡大が継続して行われ

ていたためと考えられる。また、当時の農業と工

業の生産性の格差も今ほど大きくはなかったため

に、農民の工業労働者への転換がスムーズに行え、

労働力の需給も均衡したものと考えられる。 

アメリカの場合は、先行した移住者が農業、牧

畜の担い手となり、その中からも近代工業の担い

手が生まれてきているが、近代工業で働く労働者

は、基本的に新たにヨーロッパを始めとして世界

の各地から移住してきた人々によって担われる構

造になっていた。工業化が進展する一方、農業地

帯では超大規模経営が行われ、生産性の高い農業

が成立した。国土が広く、先住のインディアンを

駆逐して新たに住み着いたこともあり、農業に従

事していた人々が分解を余儀なくされ、近代工業

の労働者に移行するといった過程はとられず、生

産性の高い農業の担い手に転化していったものと

思われる。 

フランスやドイツの場合は、もともと土壌が痩

せており、3 圃農業の確立によってようやっと小

麦を中心とする食料を確保することが可能になっ

ていた。基本的にヨーロッパの北部は東南アジア

の米作地帯に比べ、農地面積当たりの人口扶養力

はかなり低いと言われている。しかも、土地が貴

族や大地主に所有されているケースが多く、自立

した自作農の割合が低かったと見られるところか
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ら、近代工業化の過程で小作農の階層が近代工業

に吸収されることにさほど大きな社会的抵抗があ

ったとは思えない。広大な農地が大地主の手に残

り、少人数の小作人によって経営されるヨーロッ

パ型の農業が確立していったと見られる。 

中国における都市化を考える場合、こうした農

村の分解過程、近代工業の成立過程を念頭に考え

ていく必要がある。近年の中国における都市化は、

外国の資本による製造業への投資を中心として展

開しており、その労働者は内陸の地域から移り住

む人々あるいは出稼ぎ「農民工」によって支えら

れている。製造業が立地する場所は、沿海部の交

通利便性のよい大都市の開発区が多く、大都市域

を拡大させている。 

こうした沿海部の都市化のメカニズムを踏ま

えるならば、内陸部の地域等では、国有企業や郷

鎮企業、それに新たな国内資本・外国資本の展開

により、新しい工業化、都市化が生じるものと考

えられる。 

その場合、自然条件に規定された農耕文明が地

域ごとに異なっているところから、地域に適合し

た農村の分解、農業の近代化、そして、都市及び

大都市の形成を推進していく必要がある。その過

程で、農業が拡大する都市の需要を取り込みつつ、

生産性の高い農業として近代化していくことを追

及すべきである。そうしたことが、都市―地方間

の格差の一方的拡大を阻止し、国内自給率を維持

していくことに繋がる。 

 

５．中国における都市化の課題 

中国における都市化を考える場合、国土・空間

計画的視点、大都市圏計画的視点、それに個別の

都市に焦点を当てたアプローチが考えられる。こ

こでは、前二者について考察する。 

 

①国土・空間計画的視点･･･地域の自然・気候条件

等を踏まえた都市システムの構築 

工業を中心とした高度経済成長期、産業構造が

急速に高度化する現在の中国においては、「中国都

市発展報告」にあるように、三大都市群〔珠江、

長江、環渤海湾〕、七大都市帯、各中心都市を整備

することを中心に、都市化に対応していくことに

なろう。 

但し、これらの都市化は、地域の自然・気候条

件等に規定されて、それぞれの地域に適合した形

態で進むことになると思われる。また、持続可能

な都市化を目指すとすれば、地域の自然・気候条

件等に適合した都市化を政策的に推進する必要が

ある。 

仮に都市化を都市人口比率で代表させて見る

と、「石の文明」と言われている西欧の先進地域に

おいては、都市人口比率はイタリアを除き、75％

～90％になるが、「泥の文明」の日本では、経済的

に先進的であるにもかかわらず、65％止まりであ

る。新大陸のアメリカは 80％、オーストラリアは

92％である。このように、地域の自然・気候条件

等によって都市化の形態が異なるところから、そ

れらを踏まえた検討を行なうべきである。 

 

②国土・空間計画的視点･･･地域間の所得格差の拡

大への対応 

中国では最も所得の高い上海市と最も所得の

低い貴州省の間で、13.1倍の格差がある。日本で

は最も所得の高い東京都と最も所得の低い沖縄県

の格差は 2.1 倍である。 

日本はこの地域間の所得格差是正、地域の均衡

ある発展に成功し、内需の拡大を通じて、新たな

経済の発展段階に進むことができた。所得の低い

地域から高い地域への急激な人口移動（それによ

って所得の平準化が進む）、公共投資や地方交付税

等による財政移転等、製造業の地方への誘導（工

業再配置）、米価政策を中心にした手厚い農業、農

村対策によって、地域の均衡ある発展を図ってき

た。 

中国の場合、人口の移動が日本ほど自由ではな

く、所得平準化の最大の手段を活かすことが容易

ではないが、公共投資、財政移転等の日本の施策

の経験を活かしつつ、また、農業の適切な近代化

を図りつつ、所得格差の是正を図っていく必要が

ある。 

 

③国土・空間計画的視点･･･食料自給の観点からす

る都市と農村・農業のあり方 

農業については、それぞれのゾーンの自然・気

候条件を踏まえた適切な政策の選択が必要で、大

規模経営や兼業主体の農業、大都市近郊農業や商

品作物を中心とした農業等を多様に展開していく

必要がある。 

日本においては、戦後の農地解放による大量の

自作農の創出以降、食料不足に対応して新たな農

地開発を進めつつ、兼業農家化、米価の維持、公

共投資の投入等により農民と農村の生活安定に腐

心してきた。しかしながら、その後に展開された

大規模農業化もはかばかしく進まず、現在、総合

食料自給率（供給熱量ベース）は 40％にまで低下

しており、自国での食料生産の確保には基本的に
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失敗している。 

中国では、適正な土地利用、農業施策を行いつ

つ、近代化した農業への転換を図り、食料が自給

できるような国づくりをすべきである。 

 

④大都市圏計画的視点･･･農業的土地利用が混在

したアジア的大都市の整備 

中国においては都市のことを城市と呼んでい

るように、都市とそれを囲む城壁とは密接不可分

な関係にある。ヨーロッパと異なり、平地の河の

ほとりなどに四角か矩形の城を設ける形が一般的

である。 

こうした前近代の城市を核に、城市の中やその

周辺の地域、開発区等に、国営企業や郷鎮企業、

そして近代的な外資系企業等が立地し、新しい都

市圏を形成している。その際、特に華中・華南の

稲作地帯において顕著であるが、大都市圏の内部

に大量に農業的土地利用を抱え込むことになる。 

農業的土地利用を抱え込みながら城市が拡大

することは、欧米の土地利用が純化された都市と

は異なり、都市圏内の都市基盤（特に上下水道）、

公園緑地、公共交通の整備のあり方等に大きく影

響する。 

「泥の文明」下に形成されたアジア的大都市の

特質を踏まえた都市政策・都市計画が必要である。 

 

⑤大都市圏計画的視点･･･近代化・広域化する大都

市圏に対応した公共交通網の整備 

中国の大都市では、これまでは大都市圏内でも

比較的職住が近接したコミュニティが形成されて

いた。国営企業や官庁、軍等が、職場、住宅、福

利厚生施設、教育・医療施設等をワンセットで供

給していたことに象徴されるように、生活圏レベ

ルで都市型コミュニティが完結していた。 

こうした生活圏の構造が随所で崩れ、近代化し

ていくことに伴い、否応なく生活圏の広域化が進

んでいる。それに伴い、交通手段も徒歩・自転車

からバスや乗り合い自動車に急速に変化している。 

日本の大都市圏においては、その拡大過程に対

応して郊外鉄道や地下鉄を整備しており、濃密な

公共交通網を生み出している。そうした経験を活

かして、大都市圏の広域化、近代化に対応した計

画的で充分な公共交通網の整備が必須である。 

 

⑥大都市圏計画的視点･･･大都市圏における成長

管理の必要性 

都市化の移行過程においては、大都市圏、大都

市等における人口・機能の受け入れ能力の課題（都

市・交通基盤整備、都市財政、土地・水・環境等

の制約）が顕在化する。産業構造の高度化に対応

して増加する都市人口を受け入れることを基本と

しつつ、都市化が定常状態で安定する時期をも見

据えた大都市圏の適切な成長管理が必要である。 

情報社会を迎える段階では、中枢的な大都市圏

での世界都市機能の整備、また、成熟社会を迎え

る段階では、豊かな生活環境を求める志向性が高

まり、個性的な都市・地域を求める動きが強まっ

てくる。 

中国における都市化は、そうした時代の到来を

も見据えつつ、当面の時代の要請に的確、迅速に

応えていく必要がある。 
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はじめに 

 

グローバリゼーションの影響は多岐にわたる

が、国土形成計画との関連では、次の３つが大き

なテーマとなるだろう。 

第１は、世界規模での競争が進む中で、我が国

がその競争に埋没することなく、国力の維持・発

展に資するための国土形成とはどのようなものか。 

第２は、グローバリゼーションの陰として、地

域格差の拡大や衰退する地域、疲弊する地域の拡

大が現実のものとなっているが、それへの対応の

在り方。 

第３は、予想以上のペースで進むグローバル・

イッシューとしての地球環境問題にどのように取

り組むべきか。 

これらのテーマに応えるべく、今まさに、国土

形成計画の作成作業が最終段階を迎えている。部

外者としては、あれこれ言うよりも、その成果を

見守るほうがいいのかも知れない。 

そこで、この小論では、上記３テーマを頭の隅

に置きつつ、国土形成計画では正面きっては記述

されないと思われることをあれこれ考えてみるこ

ととした。取り上げたのは次の３テーマである。 

第１に、グローバリゼーションの陰である地域

格差問題との関連で、国の役割が縮小したとされ

る地域振興分野における国土形成計画の役割は何

か。 

第２に、「国土形成計画が世界水準の計画とな

るには、計画が拠って立つ価値観を明解に説明す

る必要がある」という問題意識から、国土形成計

画が立脚する価値観とは何か。 

第３に、グローバル時代の国土形成計画が実効

性のあるものとなるための方策は何か。 

なお、国土形成計画には、全国計画と広域地方

計画の２種類があるが、以下特に明記しない場合

は、全国計画を念頭に置いていることをあらかじ

めお断りしておく。 

 

 

 

 

８．グローバル時代の国土形成計画  

～地域格差、計画の価値観、計画連携の観点から～
橋本 武（（財）日本開発構想研究所 研究主幹）

 

１．地域振興のために国土形成計画は何をすべき

か。 

～グローバリゼーションの陰への対応～ 

 

 地域格差問題は、グローバリゼーションが問題

となるはるか以前から、国土計画の重要なテーマ

であった。それは、これからもおそらく変わらな

いだろう。問題は、グローバル化によって地域格

差問題の何が変化したのかである。(注１) 

地域格差問題には、何をもって格差とするか、

どういう状態になれば格差が是正されたと考える

かといった価値観に深くかかわる部分（以下、「価

値的側面」という。）と、そういう部分と密接に関

係しつつも、有効な対策の探求に重きを置く部分

（以下、「施策的側面」という。）がある。ここで

は施策的側面について考えることにし、価値的側

面については次のセクションで扱う。 

 

（１）グローバリゼーションによって地域振興は

どう変わったか 

 

●地域振興政策の変化 

我が国の地域振興施策の流れを高度成長期ま

でさかのぼって振り返れば、次のようになろう。 

最も基本となる考え方は、経済を成長させるこ

とで国全体としてのパイを大きくし、それによっ

て地域の振興を図るというものであった。 

この発想の典型は、日本列島改造論である。改

造論は次のように言う。「一部の人びとは『高度成

長は不必要だ』『産業の発展はもうごめんだ』とか

『これからは福祉の充実をはかるべきだ』と主張

している。しかし『成長か福祉か』『産業か国民生

活か』という二者択一式の考え方は誤りである。

福祉は天から降ってくるのもではなく、外国から

与えられるものでもない。日本人自身が自らのバ

イタリティーをもって経済を発展させ、その経済

力によって築きあげるほかに必要な資金の出所は

ないのである。」（同書、p.63） 

パイ拡大論では、都市の成長が地方の成長を後

押しする、そのためのコストは、都市については

民間資金、地方については公的資金が担当すると

され、様々な方法で都市から地方への財政移転が

進められた。地域振興の手段としては、地域外か

 67



らの産業誘致とそのため社会資本の先行投資が用

いられた。その基本的な考え方は、広い意味での

拠点開発である。全国総合開発計画は、そのため

の理由づけと青写真を描くことを担当した。この

図式は、高度成長期だけにとどまらず、多少の変

化はあるものの、安定成長期、バブル経済期にも

基本的には該当した。 

一方、バブル経済の崩壊後、民間の体力は消耗

し、都市整備を民間資金で行うことは困難になっ

た。また、経済のグローバル化に伴う国際競争の

激化は、即効的な施策を要求した。公的資金は都

市に流れ、地方は軽視された。グローバリゼーシ

ョンは従来の産業誘致政策の有効性を著しく減退

させた。賃金面等における地方の優位性は、国内

的には通用しても、国際的には通用しないからで

ある。地域振興は、産業誘致型振興から内発的振

興へと変更された。これに、グローバリゼーショ

ンに伴う規制緩和や地方分権が加わり、地域振興

に対する国の関与は減少した。同時に、国が関与

する根拠や関与の方法論も不明確になった。その

結果、かつての地域振興の２本柱の一つである社

会資本の先行投資だけが孤立し、突出する形にな

った。また、国政全般の中から「国土」という発

想が希薄になっていった。 

論点が際立つように極めて単純化しているが、

基本的には以上のとおりであろう。 

 

●グローバル化問題の難しさ 

グローバル化問題の難しいところは、上にも述

べたように、経済のグローバル化を進めることが

必然的に国内においては第一次産業などの生産性

の低い産業の構造転換を迫ることになることであ

る。それは政策の失敗ではなく、自由な貿易の推

進は必然的に、国際的な比較劣位産業が国内で衰

退し、比較優位産業が拡大するからである。これ

は国際経済学が教えるところである。このため、

グローバル化の進展は、総じて比較劣位産業に依

存することが多い地方部に難しい問題を生じさせ

ることになる。だからといって、我が国がグロー

バル化に背を向けることなどとうていできない相

談である。 

 

●「特殊解」の世界 

また、内発的振興への路線変更とは、どの地域

にも通用する「一般解」が存在する世界、本当に

存在するかは別にして、多くの者が存在すると思

っていた世界から、そんな便利なものは存在せず、

「特殊解」しかない世界に突入したということで

もある。問題がさらに難しいのは、その「特殊解」

も存在する保証が全くないないことである。その

結果、各地域は、自ら考え、行動するしかないわ

けであるが、それは、失敗のリスクも自らがとる

覚悟が求められるということでもある。 

 

（２）地域振興に資する国土形成計画 

こういう難しい環境の中で、国は地域振興にど

う対応したらいいのだろうか。 

ここでは、グローバリゼーションの陰の部分を

考えているので、悲観的な議論が多くなるが、も

ちろんグローバリゼーションを好機として地域の

活性化に成功している事例も数多く存在すること

は強調しておかなければならない。 

 

●政策形成過程の改善に対する支援 

さて、こうした状況下で地域振興を行うとなる

と、政策の内容云々の前に、政策の形成過程その

ものが重要になる。少なくとも次の２条件を満足

していなければならないものと考えられる。 

第１は、失敗の影響を大きく受ける者の意思が

尊重されること。 

第 2 は、多数の者が政策形成に参加すること。 

第１の点は、スローガンとしては、「国の決定

から地域の決定へ」ということなのだろうが、実

際には、地域の大きさや意思決定主体の範囲の特

定などの難しい問題がある。また、失敗のリスク

をとるには、各地域にリスクに見合った権限と財

源が配分されていなければならないし、その地域

の意思決定について、その地域に所在する住民や

団体の多くが納得できるものでなければならない。

その意味で、代表制という政治制度を含めた地域

の意思決定の在り方についての再検討も必要にな

るだろう。 

第２の点は、平たく言えば、みんなで考えた方

がいい知恵が出るということである。「三人寄れば

文殊の知恵」である。そのためには、地方公共団

体の政策形成能力の向上、住民等のアイディアを

政策という形にまで加工するための支援体制の整

備、地方公共団体相互の政策情報の流通促進など

が必要になる。 

現在、国が第一に行うべきことは、政策形成過

程がこうしたものとなるように地方公共団体等を

支援することであろう。 

 

●地域振興のチャンスを拡大させる努力 

また、政策内容に関して国が行うべきことは、

基本的に、各地域が地域振興を成功させ得るよう
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なチャンスを広げる努力をすることと言えるだろ

う。 

これまでの地域振興との違いは、①どれをチャ

ンスとみるかは地域に委ねられていること、②最

終的に成功するか否かは、チャンスだけではなく、

地域の能力・努力が左右することである。国が出

来ることは、あくまでも機会の提供であり、従来

のような成功の保証（それは幻想であったのかも

しれないが）ではない。 

例えば、昨今一種ブームとなっている外国人観

光客による地域活性化を考えてみる。 

国の国際観光政策の中心は、訪日外国人旅行者

を 2010年までに 1000万人以上にするという「ビ

ジット・ジャパン・キャンペーン」である。また、

観光まちづくりに係る支援やモデル事業も行って

いる。これらは国による地域振興のチャンスの拡

大に当る。 

こうした状況を踏まえて、各地域は、まず、自

らの地域が国際観光に相応しい地域か否かを判断

することになる。ここが、最初の分かれ目である。

当然のことながら、すべての地域が国際観光に向

いているわけはないが、向いていないという思い

込みも危険である。こんなところがと思われてい

た地域でうまくいっている例は意外に多いのであ

る。しかし、国際観光で地域活性化を図ろうとい

う判断をしても、最終的な成功につながるかは、

地域の努力・能力・才覚にかかっている。 

要するに、国は、必死の努力をして世界から

1000万人というお客様を連れてきますから、それ

をうまく活かせるかは地域の努力次第ですという

ことである。現在、国が手がける地域振興の多く

はこういう形であり、国の基本的な役割は、チャ

ンスを拡大することであるといえよう。 

 

●国土形成計画に固有の対応 

地域振興問題をもう少し国土形成計画に引き

寄せてみると、この問題における国土形成計画の

役割は、これまでの全国総合開発計画のように直

接的な処方箋を書くことから、より間接的な支援

に変化していくものと考える。施策面に限定して、

以下、３点を簡単に記述する。(注２) 

第一は、施策の基本的な方針を明示することで

ある。これは、基本方針が転換する際には大変重

要な点である。昨今の例で言えば、地域格差問題

ではないが、拡大型の土地利用から縮退型の土地

利用への転換がこれに当る。国の役割が縮小して

いると言われるが、それでも、上位性、総合性の

高い国家計画において方針転換が明示されること

にはいぜんとして大きな意義がある。地域振興分

野でも、再考の必要がある方針は少なくないよう

に思われる。 

第二は、政策の総合化や、複数分野にまたがる

政策の作成である。地域振興問題についても、従

来の「産業振興＋社会資本整備」から、福祉政策、

環境政策等より広範な総合化が必要になっており、

国土形成計画の重要な役割は、こうした総合化に

向けての議論の「場」を提供することである。そ

のためには、計画作成のために主要関係者が一堂

に会する協議会という制度を持つ広域地方計画を

十分に活用することが現実的な方法論であると考

える。また、施策間の連携と同様に、計画間にお

いても連携を進めていくことが考えられるが、こ

れについては最後にもう少し詳しく述べることに

する。 

第三は、地域格差問題を含めて、我が国の国

土・地域の現状と課題をモニタリングし、その原

因を分析し、臨機応変に国民に情報提供すること

である。第二で述べたこととも関連するが、国土

形成計画を単独で考えず、様々な関連施策体系の

一部と認識すれば、国土の現状を総合的にモニタ

リングし、問題点を早期に発見し、政策議論の場

に提示していくことは、今後の国土形成計画の重

要な役割の一つになると考えられる。 

 

●過度の概念化への危惧 

なお、ここで二つの点について付記しておく。 

第一に、近年では、成長する地域と疲弊する地

域が、かつてのように都道府県、市町村単位で単

純に色分けできるのではなく、同じ都道府県内、

市町村内でも成長地域と疲弊地域とが極めて細か

く入り組んでいると思われることである。これが

マクロ計画としての国土計画における地域問題の

扱いを更に難しいものとしているように考える。 

第二に、国土計画における概念化・抽象化が過

度に進んでいるように感じることである。広域的、

長期的な計画である国土計画においては、概念

化・抽象化は避けられないが、それは切れば血が

出るような生身の感覚を持った上での概念化・抽

象化であり、それなしの概念化・抽象化では多く

の人々の実感から遊離し、共感を得られないであ

ろう。(注３) 
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２．国土計画が拠って立つ価値観とは何か。 

～国土形成計画のグローバル化のために～ 

 

次に、第２の問題、国土計画が拠って立つ価値

観とは何かについて考えることにする。 

 

（１）世界水準の国土形成計画となるために 

冒頭で簡単に書いたが、価値の問題を考える理

由をここで改めて述べておく。 

経済のグローバル化が進む前であれば、財やサ

ービスは基本的には、国内の水準を満たしていれ

ばよかったが、グローバル化の進展にともない、

国内だけではなく、国際的な水準もクリアするこ

とが重要になってきている。もちろん、行政は経

済と同列に論じられるものではないが、それでも、

グローバル化の下で、行政政策についても、特に

それが基本的な政策であればあるほど、国際的な

相互比較の観点から吟味、評価されるようになり、

結果として、世界水準の政策であることが求めら

れることになるだろう。その際、日本から世界水

準の政策を発信することができれば、それは我が

国のプレゼンスを向上させるとともに、世界に対

する貢献につながると考える。 

そうなるためには、施策、計画の内容が立派な

ものであることが必須条件であるが、それととも

に、その施策、計画がどういう価値観に立脚して

作成されたのかを説明できる、それもできるだけ

根源的、普遍的な価値観に基づいて明解に説明で

きなければならないだろう。仮に、これが出来な

いとすると、その政策、計画は、その時々の課題

にいかに手際よく対応するかという、ハウツー的

なものとしてしか認識されないのではないか。そ

こからは、世界の人々の深い共感と理解は決して

得られないし、真の説得力も生まれないだろう。

そう考えるからである。 

 

（２）地域格差問題の価値的側面 

それでは国土計画と価値の問題について、まず、

地域格差問題の価値的側面を手がかりに考察する

ことにする。 

 

●成長か配分か 

地域格差問題の価値的側面に関しては、成長と

配分のどちらを重視するかで、大きく二つの主張

に分かれる。前者は、国全体の経済成長なくして

は衰退地域や疲弊地域の活性化もできないという

考え方であり、成長のためには多少の地域格差拡

大は止むを得ないとする。後者は、経済成長が多

少鈍化しても、衰退地域や疲弊地域の活性化を優

先すべきという考え方であり、地域格差の拡大は

認められないとする。一般に、前者は効率性重視、

後者は公平性重視と考えられている。（経済学では、

効率性と公平性はトレードオフの関係とは考えら

れていないようだが、ここでは厳密な意味ではな

く、一般通念として使っている。）これは、よほど

の極端な場合以外は、一方が正しく、他方は誤り

というものではないだろう。正誤ではなく、その

時々の状況に照らして、どちらの妥当性が高いか

という問題である。だからこそ、国の政策は、こ

の二つの考え方の間を揺れ動いてきたわけである。 

 

●経済のグローバル化の影響 

こうした地域格差問題に対して、我が国におい

ては、経済のグローバル化は効率性重視という価

値に有利に作用した。「国家として厳しい国際競争

を勝ち抜かなければならない。万一、国際競争に

負けたら、地域を活性化する基盤そのものが崩れ

てしまう」という意見が繰り返し唱えられた。そ

して、気がつくと、産業や企業と同じように、地

域でも勝ち組と負け組みがはっきりしてきた。 

地域格差問題の価値的側面に対するグローバ

ル化の最大の影響は、日本が国際競争に負けるか

もしれないという危機意識が浸透し、こうした危

機に際しては多少の犠牲も止むを得ないという雰

囲気が広がったことであろう。また、衰退地域や

疲弊地域に対しては、従来のように積極的な支

援・援助を行うべきであると考えるよりも、その

地域の放漫経営や無能力を指弾し、自業自得では

ないかと考える傾向が強まったように感じる。 

現在、公平性重視というゆれ戻しが進んでいる。

その針がどこまで戻るかは不明であるが、いずれ

にしろ、一連の揺れ戻しが終わっても、これまで

よりは効率性重視の社会になっていることだろう。

少なくとも、諸外国との競争、地域の自己責任と

いう考え方が消え去ることはないように思う。 

 

（３）国土計画のポジション 

 

●空間計画としての国土計画の特徴 

そもそも、空間計画である国土計画においては、

全国値、平均値だけではなく、その地域的な分散

に対して強い関心が生じることになる。 

分散とは、地域の違いであり、平均からのズレ

であり、格差である。格差への関心は、行政計画

としては必然的にその是正や緩和を求めることに

なるが、市場経済下で発生した格差問題の是正に

 70



は、市場経済での原則とは異なる価値体系やそれ

に基づいた施策体系の導入が必要になる。ここに、

国土計画は、その形態がいかに変わろうとも、地

域格差問題から逃れることはできず、また、市場

経済とは異なる価値体系、施策体系を持たざるを

得ないことなる。さらに言えば、このことから国

土計画はかなりの程度、競争力の強い地域よりも、

衰退地域、疲弊地域に肩入れをする傾向を持つも

のになるであろう。 

こうした国土計画の性格は、グローバリゼーシ

ョンが必然的に世界の均質化につながるという特

性を持つことを考えれば、グローバリゼーション

とは方向性を大いに異にするものである。 

 

●公平性重視と言いにくい現状 

かつての全国総合開発計画であれば、まず間違

いなく地方重視、あるいは衰退地域、疲弊地域重

視の立場に立ったであろう。少なくとも、そうい

う姿勢を見せたであろう。それは決して均衡論を

教条的に墨守するということではなく、市場経済

への対抗力であることが、国土計画の大きな存在

理由の一つであると考えられていたからである。 

しかし、現下の諸情勢では、公平性重視の立場

を鮮明に打ち出すことは極めて難しいものと考え

られる。まして、徹底的な批判を受けた「国土の

均衡ある発展」に代わる、幅広い支持を獲得でき

る新たな理念が不明確な現状では、ポジション取

りは慎重にならざるを得ないだろう。 

結局、思考は振り出しに戻ってしまうが、価値

的側面のポイントは、「格差への関心」がどの程度

の強さで「その緩和や是正」に結びつくかという

ことである。それは、国土計画としての原理的、

原則的な何かが本来的に存在するのか、それとも

そのようなものはなく、行政計画としてのその

時々の状況判断によるのかという問題に帰する。 

 

（４）国土観からみた国土計画の価値観 

そこで、国土計画の価値観について、地域格差

問題とは違う、国土観という角度から考えてみる。 

改めて言うまでもなく、国土計画は国土の在り

方を考える計画である。したがって、国土計画が

立脚する価値観は、国土の認識と深く関係するこ

とになる。 

 

●国土計画の国土観 

 国土計画の大先達である某氏からの受け売りで

はあるが、「国土」という言葉とニュアンスがぴっ

たり合う言葉は欧米にはなく、どうも漢字文化圏

に固有の言葉ではないかとのことである。確かに、

「国土」という言葉には、「土地」や「領土」とい

う無機的なニュアンスを越えた、民族の歴史や文

化などが感じとれる。全国総合開発計画において

も、こうした国土観は継承されており(特に第三次

全国総合開発計画に濃厚である)、その特徴は、三

全総を参考に次の 2点に要約できよう。第一は、

国土を人間活動と自然の相互作用で形成されたも

のとして考えることであり、第二は、国土を未来

に受け継ぐべきものと考えることである。 

 

●国土観からみた国土計画の価値観 

第一の特徴から、国土計画が立脚する価値観を

考える際には、人間活動、自然、人間活動―自然

関係という３つの観点が必要になる。 

第二の特徴からは、持続可能性ということが、

国土計画においても非常に重要な価値となる。と

同時に、「現在」とは、それまでの一切の過去が含

まれた「現在」であるという認識が必要になる。 

これらの点に関して、体系的な考察を展開する

ことは筆者の才をはるかに越えるので、以下では、

思うことを幾つか述べるにとどめる。 

 

●経済原理を越えた人間活動の原理 

第１に、人間活動の価値である。こういうと経

済原理、市場原理を思い浮かべやすいが、それだ

けではないだろう。またまた大先達氏の教えでは

あるが、氏はかつて、国土計画の歴史を振り返っ

て、国土計画のテーマは「政治と国土」、「経済と

国土」と変遷し、今後は「人と国土」になること、

また、戦前の鉄道網などは決して経済原理で決ま

ってはいなかったことを筆者らに教えられた。昨

今は経済原理があまりにも広く、深く浸透し、他

の価値が思いつきにくいほどになっている。 

全国総合開発計画が揺れ動いてきた効率性重

視か公平性重視かという問題も、大局的に見れば、

いずれも経済原理の中での選択に過ぎなかったの

ではないだろうか。もちろん、これはこれで極め

て重要な問題ではあるが、国土計画としては、経

済原理以外の人間活動の原理を探求することが重

要である。 

かつて、経済計画が力を持っていた時代には、

国土計画は経済計画とは異なる価値観や計画原理

の探求に今よりも力を注いでいたように思う。そ

うした努力が、経済計画の衰退・廃止とともに、

減退しているのではないだろうか。 
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●国土計画と自然の価値をめぐって 

第２に、国土計画と自然との関係であり、ここ

には価値をめぐる３つの論点がある。 

①人間活動―自然関係の価値ではなく、人間活

動を排した自然自体に内在する価値は存在するの

か。存在するならそれは何か。 

②国土計画が計画行為の対象とする自然の価

値（自然に内在する価値又は人間活動―自然関係

の価値）とは何か。 

③自然の価値が他の価値と対立するとき、国土

計画はどういう立場にたつのか。 

①は、環境哲学、環境倫理学などの分野で研究

されている問題であり、国土計画としては、それ

に積極的に係わるというよりも、その成果を活用

するということになろう。 

これに対して、②及び③は、まさに国土計画自

身が探求するテーマである。②については、例え

ば、領海の画定や資源・航路の確保とは全く関係

のない外洋の無人島を想定し、これを国土計画と

して扱うのか扱わないのか、また扱うならどう扱

うかという問題が相当する。仮にその島が渡り鳥

の中継地や、貴重な動植物の棲息地になっている

なら、国土計画は重大な関心をもち、具体の計画

行為を加える可能性があるだろう。これは、計画

行為として、生態系の維持、生物多様性の確保と

いう価値を認めるからである。それでは、その島

が渡り鳥の中継地でもなく、動植物も棲息しない

ような島だったら、どうなるのか。そこが国土の

一部である以上、国土計画の対象であることは確

かであるが、計画対象であることが実際の計画行

為に結びつくには、明確な価値が必要になろう。

果たして、国土計画はそういう島にも計画行為の

対象とする価値があると考えるのだろうか。 

③は、実務的には最も難しい問題である。現在

の国土計画の立場を一言でいえば、「持続可能な開

発を目指す」ということだろうが、問題になるの

は、「持続可能な開発」の具体的な中身であるし、

また、「持続可能な開発」自体に向けられた様々な

批判に対してとるスタンスである。 

いずれにしろ、この分野は歴史が浅いこともあ

って、先の「人間活動の原理」に比べて、国土計

画としての蓄積が必ずしも多くはない。今後の充

実が急がれる分野である。 

 

●記憶の空間、聖なる空間の重要性 

第３に、先にも述べたが、どの空間も、それは、

そこで過去に行われた一切の行為の痕跡あるいは

記憶をとどめるものである。その意味で、空間と

は本来代替がきかないものである。代替が可能の

如くに扱えるのは、空間から代替可能な機能だけ

を抽出して考えているからである。 

また、国土を未来に受け継ぐべきものであると

考えると、国土利用においては、多くの記憶が蓄

積している空間ほど、扱いが慎重でならなければ

ならないだろう。安易な土地改変などで失った土

地の記憶を戻すことは、ほぼ永遠に不可能になる

からである。地名の由来となった地形、○○富士

などの地域を象徴する地形、鎮守の森などの聖な

る空間などがこれらに相当しよう。 

 

●計画観の変化 

第４に、人間活動と自然の相互作用としての国

土という考え方を突き詰めていくと、国土計画観

にも変化をもたらすことになるだろう。 

それは、極論すれば人間の意思がすべてを決定

できると考える２０世紀型の計画観を脱却して、

人間の意思の影響を限定的に考える新しい計画観

へ転換することにつながる。工学的、機械論的計

画観から生物学的・生命論的計画観への転換とで

も言えよう。（注４） 

また、計画しないことに積極的な意味が見出さ

れるようになろう。これまでの国土計画では、人

間が国土に積極的に働きかけることに意味があり、

働きかける意図が計画であった。そこでは、計画

しないことは、計画の対象とするだけの価値がな

いとみなされ、否定的なニュアンスで受け取られ

た。しかし、これからは、計画しないことに例え

ば、①人間が関与するよりも自然の推移に委ねた

方がよい結果となる、②現時点の不確実な情報下

で無理に決定するのではなく、決定を将来に委ね

る等の積極的な意味づけがされるようになるので

はないだろうか。 

以上は筆者の一考察に過ぎないが、国土計画と

しては、この種の問題にも的確に回答できなけれ

ばならないものと考える。 

計画論としてみると、これらはいずれも、国土

計画と環境計画の関係を考えることにつながる。

均衡論の実質的な意味が減少した今、国土計画は、

環境計画との相互関係をそれぞれが立脚する価値

にまで遡って考察し、独自のポジションを確立で

きなければ、本当のプレゼンスを示し得ないよう

に思う。 

 

（５）行政と学会、研究機関等との共同研究 

ここまで、価値観という大上段の議論をしてき

たが、もう少し実務的な面でも客観的な説明がで
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きるように計画担当者の持つ知識や経験を客観化

し、一般化することが必要と考える。例えば、何

故、その政策を選択したのか、他にどういう代替

施策を考えたのか、計画作成過程で何が問題にな

ったのか、作成過程でどういう工夫をし、それは

有効だったのか等々である。これらは、計画作成

当事者にとっては明白なことがらかもしれないが、

それらを言語化し、できるだけ広範に共有できる

ようにする努力が必要であろう。 

この問題も、その前に述べた価値観の問題もと

もに、次々に起こる課題への対応が優先される行

政官だけで解決することはかなり難しく、行政と

学会、研究機関などが共同して行うべき重要なテ

ーマと考えられる。現に、他の多くの分野では、

そのような形で研究・検討が進められ、成果を上

げているように思う。国土計画分野でも、そうし

た共同研究体制づくりが急がれる。 

 

 

３．計画の実効性を高めるために 

～「計画連携」という提案～ 

 

第３に、計画の実効性を高める方策について考

えることにする。 

 

●様々な連携の広がりと国土形成計画 

近年、行政の各領域で様々な連携を進める動き

が広がっている。一つは行政と行政以外の主体間

の連携であり、産官学の連携、大学と地域の連携、

行政と住民、ＮＰＯ等との連携などがこれに当る。

また、行政内部に限っても、国においては 2001

年の省庁再編以降、複数省庁間での連携が増加し

ている。これは、中央省庁等改革基本法で府省間

の政策調整等が明定されたこともあるが、むしろ、

近年の新しい行政課題が複雑化、複合化し、単一

の省庁の枠内では効果的な対策を講じにくくなっ

ていることが大きな原因であろう。 

もちろん、こうした連携の広がりは、我が国に

とどまらず、世界的な傾向である。特に、ＥＵ諸

国では、国土政策・地域政策の分野において近年、

「分野・部門別の縦割り」から「分野総合的・包

括的」な政策への転換等が進んでいるが、これは

連携という観点から我が国の国土政策・地域政策

の方向を考える上で大いに参考になろう。（注５） 

様々な連携の拡大という世界的な傾向の中で、

我が国の国土形成計画においても、各種の取り組

みが行われている。制度面では、国と地域の連携

に基づく「広域地方計画」という新たな計画制度

が新設されたし、計画の内容面では、「新たな公」

等の多様な主体の参加が今回の国土形成計画（国

土審議会計画部会報告）では積極的に位置づけら

れている。 

 

●政策分野別基本計画の急増 

しかし、計画の実効性を高めるには、更に一段

の工夫が必要ではないかと考える。それは、近年

の基本法及びそれに基づく基本計画の急増に注目

するからである。 

国土形成計画の関係分野でもこの現象は起こ

っており、下表のようにここ10年間で数多くの基

本計画等が策定されている。その中には、食料・

農業・農村基本計画等のように、従来の計画内容

よりはるかに国土計画に近い分野を含むようにな

ったものもある。 

 

表 近年の主な政策分野別基本計画等の策定状況 

策定開始年 該当する計画 
平成５年以降 環境基本計画 

生物多様性国家戦略 
10年以降 IT重点計画 

食料・農業・農村基本計画 
森林・林業基本計画 
水産基本計画 

15年以降 循環型社会形成推進基本計画 
社会資本整備重点計画 
住生活基本計画（全国計画） 
観光立国推進基本計画 

 

●計画体系の変化 

～「ツリー構造」から「マトリクス構造」へ～ 

国土計画に関連する計画体系はこれまで、全国

総合開発計画を頂点とした「ツリー構造」として

考えられてきた。しかし、多数の政策分野別基本

計画が存在するようになった今日では、それらと

の間で、上下関係、平行関係が複雑に入り組んだ

「マトリクス構造」を構成していると考えた方が

実態に近いものと考えられる。 

国土計画関連体系をこう認識すると、国土形成

計画単独ではなく、関連する諸計画を一体的にと

らえて、相互に連携・協力することが以前にも増

して重要になっており、それなしには、有効な計

画の作成、計画の実現ともに極めて難しくなって

いるものと考えられる。ここに、国土形成計画に

おいても、関連計画間の「連携」が重要な課題と

なっている。 
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●「計画連携」の提案 

もちろん、国土形成計画に限らず行政計画につ

いては、計画の根拠法において、必要に応じて関

連する諸計画相互の調整等が規定されているし、

仮にそれがなくても、実務的には、計画の作成過

程で関係府省間等の調整が行われている。その意

味で、現状でも、必要な連携・協力が図られてい

ると言えるわけだが、ここで計画連携というのは、

こうした「調整」よりも、はるかに踏み込んだ協

力関係の構築を想定している。 

その具体的な方法論については、今後の検討課

題であるが、例えば次のようなことが考えられな

いだろうか。 

① 目標と手段の相互乗り入れ（ある分野では国

土形成計画が他計画の目標となり、別の分野で

は国土形成計画が他計画の手段となる。特に、

後者の観点が必要と考える。） 

② 戦略的施策の共同作成（地球環境問題への土

地利用面からのアプローチなど総合的な対応

を必要とする課題に対して、戦略的・分野横断

的な施策を関係府省で共同作成し、それぞれの

計画に盛り込み、実施する。） 

③ 広域地方計画の活用（関連計画のブロック毎

の展開に広域地方計画を活用する。） 

④ 計画の共同作成（関係府省が所管審議会等も

活用しつつ、計画の関係部分について分担して

原案を作成する。） 

もちろん、実務的には大変な調整と相互信頼が

必要になるが、計画連携とは要するに、お互いの

計画をいい意味で活用し合って、政策全体を効果

的に進めていこうという提案であり、行政の現状

を考えれば、決して荒唐無稽とは思えない。 

国土形成計画からみれば、まずは、国土形成計

画(全国計画・広域地方計画）、国土利用計画（全

国計画）、社会資本整備重点計画、環境基本計画と

いう総合性の高い、４つの計画について実のある

連携をいかにして図るかが鍵になるものと考える。 

 

 

おわりに 

 

以上、グローバリゼーションに関連して、①地

域振興分野における国土形成計画の役割、②国土

形成計画が立脚する価値観、③国土形成計画と関

連計画との連携について考えてきた。もちろん、

考えるべきテーマは他にも数多く存在する。 

グローバリゼーションは、いやおうなく、世界

を均質化する方向に作用する。国土政策は、経済

政策よりもはるかに各国固有の自然・歴史・文化

等に根ざしており、経済分野と同じような世界規

模での急速な均一化は起こりにくいものと考える

が、それでも長期的にみれば均一化への圧力が働

くだろう。このため、我が国の国土政策が諸外国

のそれと比べ、どのような特殊性を持つかをよく

よく自覚することが大切さである。世界的にみて、

例外的な制度・政策については、それが極めて特

殊なものであるという十二分な自覚がないと思い

もかけない事態を招来する可能性がないとは言え

ない。一例をあげれば、我が国の国土政策の根幹

をなす土地制度にそうした面はないであろうか。 

ひと様の前に出るには、まず、自分自身の姿、

形を良く知っていなければならない。グローバル

化時代の国土形成計画にも、同じ心構えが求めら

れることだろう。 

 

 

【注】 

 
注１：地域格差とグローバル化の関係については、瀬田史

彦（2007）、「グローバル化が地域格差を拡大させる」、
『地域開発』、2007 年６月号、p.19－23。瀬田は、
①経済のグローバル化が、日本を含めた各国の国内
地域格差を拡大させていること、②地域格差是正の
国際連携は、日本にとって必ずしも喜ばしいことば
かりではないかもしれないこと、③今後の地域政策
にとって重要なことは地域独自の魅力に価値をお
き、それを高めるよう、地域格差の捉え方を変える
こと等を指摘している。 

 
注２：市場競争原理からの脱却を指摘するものは多数存在

するが、グローバル市場から公共計画への転換の重
要性を主張するものとして、佐伯啓思（2002）、「日
本経済の未来像」、『環 第９号』、藤原書店、ｐ.144
－154。 

 
注３：主として公共事業を対象にコンセプト優位の危うさ

を説くものとして、桑子敏雄（2005）、「風景のなか
の環境哲学」、東京大学出版会。 

 
注４：都市や地域の新たな見方としては、生命誌の観点か

ら都市の在り方等を提言する、中村桂子（2000）、
「都市と環境」、『地域開発』、2000年２月号、p.21
－25。 
また、中村は、20世紀は「機械と火」の時代、21
世紀は「生命と水」の時代と主張している。
http://www.shiojigyo.com/en/archives/nakamura.c
fm 

 
注５：山崎律子（2006）、「OECD 諸国の国土・地域政策(概

説)」、『都市雇用にかかる政策課題の相互関係に関す
る研究』、労働政策研究報告No．71、第２章、労働
政策・研修機構。 
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はじめに 

国土利用計画法や国土形成計画法、その前身の

国土総合開発法の「国土」とは言うまでもなく我

が国の国土であり、したがってこれらを所管する

国土交通省国土計画局の業務は基本的には国内に

目を向けたものである。しかし、国土計画局は、

従来から広く海外に目を向け、各種調査の実施の

ほか、国際会議の開催や参加、国際機関との連携

や職員の派遣、二国間協力の推進などに努めてき

た。 

加えて、2005年の法改正の際、国土形成計画の

基本理念の中に、「国内外との連携の確保に配意」

することが位置づけられた。経済社会のグローバ

ル化や地球環境問題への対応など、一国のみでは

十分な対応ができない国土政策上の課題が急増し

ており、諸外国との国土政策上の連携・協力の強

化が必要になってきている。こうしたことから国

土計画局における国際関係業務は近年とみに重要

性を増している。 

ここで改めて国土計画局における国際関係業

務の意義を整理してみたい。その第 1は、我が国

の国土政策を企画・立案・推進する上で参考にな

る海外の先進事例を学ぶことであり、最も古典的

な意義である。 

第 2には、経済成長と地域間の均衡ある発展の

両立を追及してきた我が国の経験と知見を、開発

途上国を中心とする諸外国の人々と共有し、各国

の発展に貢献することである。 

第 3には、近年、「シームレスアジア」という

言葉に象徴されるように、近隣諸国と我が国の相

互依存関係が高まる中で、我が国の国土計画を構

想する上でもその空間的視野を東アジアにまで拡

げることが不可欠になってきたことである。 

 以下、国土計画局における国際関係業務の全

体像を紹介するとともに、現在構築を進めている

『国土政策の国際ライブラリー』について説明す

る。なお、意見、感想に係る記述は私見である。 

 

 

 

 

 

９．国土計画局の国際関係業務について 

～『国土政策の国際ライブラリー』を中心に～
大木健一（国土交通省国土計画局 参事官）

 

１．国土計画局における国際関係業務の概要 

 

(1)国際機関との連携 

 

① 経済協力機構地域開発政策委員会 

（OECD/TDPC） 

OECDの地域開発政策委員会（TDPC）は加盟

国（いわゆる先進国）間で国土･地域開発政策に関

する意見交換を行い得る唯一の場である。国土計

画局は、年 2回開催される同委員会会合への出席、

テリトリアルレビューの受入れ（2005年にOECD

より成果公表）などを行ってきた。また 1997年よ

り事務局に職員を派遣している。 

現在、TDPCでは、2007～08 活動計画のテーマ

の一つとして「国境を超えた都市間連携の推進」

の検討を設定している。東アジアに関しては、日

韓中の都市間連携について、OECD 事務局、韓国

の建設交通部及び日本の国土交通省が連携協力し、

福岡市や北九州市を含む環黄海地域の都市間連携

などについて検討することとしている。 

② 国連人間居住計画（国連ハビタット） 

国連人間居住計画（国連ハビタット）は国連の

経済社会理事会の下に設置された専門機関であり、

開発途上国を中心とする都市問題や居住問題、戦

災、紛争や災害による被災地の復興等に取り組ん

でいる。 

国土計画局は、旧国土庁時代から国連ハビタッ

トに対し積極的な協力をしてきており、ナイロビ

にある事務局本部には 1983 年以来継続して職員

を派遣している。  

1997年には、国連ハビタットのアジア･太平洋

地域を管轄する地域事務所が日本の福岡市に開設、

既に 10年を経過した。国土計画局は同事務所の誘

致段階から支援し、設置後も緊密な連携を図って

きた。 

最近では、2006 年 6月、「持続可能な都市」を

テーマにカナダのバンクーバーで開催された第 3

回世界都市フォーラムにおいて、吉田博美国土交

通政務官（当時）が閣僚級円卓会議に参加したほ

か、パネル展示等により日本の７都市の取組みを

紹介した。 

第 4回フォーラムは「調和ある都市」をテーマ
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として 2008年 10月に中国の南京で開催される予

定であり、日本の経験と知見を紹介すべく構想を

練っているところである。 

 

(2)二国間協力  

 

① 日韓国土計画分野協力会議 

国土計画、土地政策、水資源政策といった国土

行政に関し、大韓民国建設交通部の国土均衡発展

本部等との間で施策の情報交換及び意見交換を行

うものである。1992年にスタートし、直近では

2007年8月末に第14回会議を東京にて開催した。 

国土計画分野での最近の話題は、全国計画の策

定、首都圏整備政策、首都機能移転の推進などで

ある。 

韓国では、国土計画が継続的に策定されるなど、

日本と共通点も多い。他方、日本の首都圏計画で

はかつて挫折したグリーンベルトが今も維持され、

首都機能移転は「行政中心複合都市」の名で新都

市建設がスタート、国土利用計画と都市計画は一

つの法律に統合されたなど、日本とは対照的な点

も顕著である。地理的条件、そして今や経済的条

件でも類似の状況にあるはずの両国の、政策や現

実の国土・都市の姿の違いはどこから来るのか、

政治体制かそれとも国民性か、会議のたびにいろ

いろ考えさせられることが多い。 

 

② 中国との二国間協力 

日中間では日韓のような国土計画分野の定期

会合は設置されていないが、最近、中国からの調

査団の訪問や講師依頼が相次いでいる。相手方は

中国政府の国家発展改革委員会、国土資源部、地

方政府（省）の国土計画関係部局などである。周

知の通り、中国は近年目覚しい経済発展を遂げる

一方、東部臨海地域と内陸地域の地域格差の拡大

などの問題が深刻化している。一方、日本は市場

経済の国でありながら、全国総合開発計画を 5次

にわたり策定し、国土の均衡ある発展を目指した

各種施策を展開し、それなりの成果を挙げてきた。

その経験と知見を学び、活かしたいというのがそ

の理由である。 

当方としても、日本の国土政策の経験や教訓が

参考になれば、との姿勢で歓迎し最大限の協力を

するとともに、中国の最新の状況や取組みを学び

たいと考えている。 

なお、以前、旧国土庁時代には中国の国家計画

委員会等との間でハイレベルの相互訪問等が行わ

れていた実績がある。両国における行政機構の再

編などもあって近年途絶えた形になっているが、

上記のとおり実務レベルでの交流は年々深まって

いる。 

 

(3)開発途上国における国土政策立案の支援等 

 

① 国土政策セミナーの開催 

国土政策セミナーは、開発途上国が国土政策上

抱えている課題に関し、各国から行政官、学識経

験者等の専門家を招聘し意見交換や経験交流を行

うもので、毎年度開催している。 

主たるターゲットはASEAN諸国であり、200７

年２月には中国、タイ、フィリピン、ベトナムか

ら 8名を招き、経済成長の下で大都市地域の整備

と地域間の均衡ある発展を如何に両立させるべき

かについて議論を行った。 

 

② JICA「国土･地域開発政策研修」 

JICA集団研修の一つ「国土･地域開発政策研修」

は 1980年に始まり、今年度で 27回目を迎えた。

開発途上国の国または地方自治体の職員から選ば

れた研修生が、約６週間、日本で国土計画や地域

開発政策を学ぶもので、これまでの参加者は累計

で 83カ国 286 名にのぼる。今年度は 9カ国 10名

の研修生が参加した。国土計画局は研修計画の作

成、日本の国土計画や国土情報整備に関する講義

の実施、職員との意見交換会の開催、研修旅行へ

の同行などを通じ、その実施に協力している。 

アジア、アフリカ、旧ソ連・東欧、ラテンアメ

リカなど、世界各地から集まった研修生との交流

は、“It’s a small world”的な楽しい気分を味わえる。 

 

２．『国土政策の国際ライブラリー』の構築に向け

て 

国土政策における国際的視点の重要性が増大

する中で、諸外国の国土政策に関する情報を的確

に把握するとともに、我が国の経験や知見を積極

的に情報発信することが益々重要になっている。 

このため、諸外国の国土政策に関する情報を的

確に収集･蓄積し、かつ情報の鮮度を常に保つこと

が不可欠である。同時に、日本の国土政策に関す

る情報を諸外国に向けて発信することにより、諸

外国の日本に対する期待にも応えていく必要があ

る。 

そこで、2006年度からスタートした「諸外国の

国土政策分析調査」において、これまでの様々な

調査等の成果を踏まえつつ、諸外国の国土政策に

関する情報を体系的にとりまとめるとともに、我
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が国の国土計画、国土政策に関する情報をインタ

ーネットで発信する『国土政策の国際ライブラリ

ー』を構築することとした。 

 

(1)2006年度（平成 18年度）調査 

「諸外国の国土政策分析調査」については、(財)

日本開発構想研究所に委託し、検討委員会（座長：

東京大学・城所哲夫助教授）の意見を聴きつつ実

施した。その成果は概ね以下のとおりである。 

 

①日本及び諸外国の国土政策の概要   

日本のほか、アジア及びヨーロッパの 14 の国・

地域の国土政策に関する基本的な情報を、一定の

フォーマットで整理した。一国当たり約 20～40

ページ、日英２ヶ国語で作成した。 

（情報項目） 

・ 国土の概要  

・ 国土政策上の課題  

・ 計画体系  

・ 現行主要計画の概要 

・ 主要施策の実施状況  

・ 地域別主要データ  

・ 参考文献・情報源 

・ 国土政策担当組織 

（対象国） 

日本、韓国、中国、ベトナム、タイ、フィリピ

ン、インドネシア、マレーシア、インド、ＥＵ、

英国、フランス、ドイツ、オランダ 

 

②国別調査の実施 

ドイツ及びベトナムへの現地調査を行い、報告

書をとりまとめた。 

 

③情報発信のあり方 

情報発信については、以下のとおり考え方をと

りまとめた。 

日本の国土政策の情報を諸外国に向けて発信

するためには、国土形成計画の策定作業をはじめ、

主要な公表資料について、できるだけタイムラグ

なく英語に翻訳し、ネット上に掲載することが望

ましい。 

加えて、日本の国土政策の展開やその背景、経

験と教訓を、相手方の関心やニーズを考慮した形

で掲載すべきである。 

諸外国の国土政策の概要は、日本側が収集した

範囲で日本側の文責の下に作成公表することとす

る。将来的には、各国の関係者にチェックしても

らうことも視野に入れる。 

(2)2007年度（平成 19年度）調査 

 

①ライブラリーの公開 

前年度調査及びそれ以前の各種調査成果をも

とに、国土政策の国際ライブラリーのウェブサイ

ト『世界の国土計画』を日本語及び英語で作成、

試験公開した。 

国土計画局ホームページから入ることができ

るので、是非とも見ていただきたい。 

 

 

②データの充実・更新 

「日本及び諸外国の国土政策の概要」について

は、18年度に質・量ともに充実した成果を得たが、

各国を横並びで比較してみると、国ごと、項目ご

との記述のバランス、背景説明やデータの粗密な

ど気になるところもある。今年度の更新の際に、

最新情報の追加に加え、改良・充実を図っていき

たい。対象国も数カ国追加する予定である。 

日本の国土計画については、国土形成計画の策

定状況など主要な公表資料、調査報告書、会議等

の際の発表資料などをタイミングよく翻訳・掲載

するとともに、よくある質問についてはＦＡＱ形

式で説明する。 

こうした作業は、来年度以降も継続的にとりく

み、内容の充実を図っていきたい。   

 

３．今後の課題など 

以上述べたように、国土計画局においては多様

な国際関係業務を展開しているとともに、国土政

策に関する情報を蓄積・情報発信するライブラリ

ーの構築作業も進んでいる。 

こうした業務は、新しい時代のニーズに対応し

つつ、今後とも息長く継続していく必要がある。 

これに加え、国土計画分野の国際関係業務をよ

り有意義なものとしていきたいとの観点から、私

 77



自身が考えている今後の課題を３点述べておきた

い。 

 

①国土計画行政の国際戦略のビジョンづくり 

国際協力業務の成果を、単なる親善交流や意識

啓発にとどめず、我が国及び諸外国の国土政策の

推進に目に見える形で活かしていくため、国土計

画における国際戦略のビジョンのようなものを、

しかるべき時期にまとめるべきではないかと思う。 

 

②「経験と教訓」から方法論へ 

JICA研修生から、「日本の役人の講義では『日

本の○○政策』の歴史ばかり聞かされるが、我々

は日本研究が目的ではないのだから、自分の国で

応用が可能な『計画』や『地域開発』の方法論を

説明して欲しい」と言われることがしばしばある。

彼らの多くはそれぞれの国または地方政府で開発

計画を担当しており、これは切実な要望である。 

確かに、日本の全総計画ある意味日本独自の産

物であり、そのまま他の国に適用できるものでは

ない。しかし、国土計画や地域開発の制度は先進

国の間でも国ごとに大きく異なっているし、そも

そも自然条件や社会的条件の異なる国の制度を単

純に移植すればうまくいくというものでもないと

思う。 

そこで私などは、「国土計画や地域開発には一

般的な方法論やマニュアルはない。日本の経験と

教訓を咀嚼し、自分の頭で貴国に役立てるための

方法を考えて欲しい」と答えてお茶を濁したりし

ている。 

しかし、例えば日本型の経済成長モデルが「東

アジアの奇跡」として世界銀行の評価を確立した

ように、経済成長と地域格差の縮小を両立させ、

自然災害や環境問題をかなりの程度克服し、全国

どこでも高水準の生活を可能にさせた総体として

の国土政策、すなわち狭義の国土計画のみならず、

社会資本整備、産業立地政策、地方財政などを含

めた総体としての日本の国土政策をモデル化する

ことは十分可能ではないか。もちろん、自画自賛

ではなく、公害問題や土地利用の混乱、地域経済

の依存体質といった教訓も述べ、日本の経済成長

期と現在の時代背景の違い（グローバリゼーショ

ンや地球環境問題など）にも配慮すれば、かなり

応用性のある方法論ができあがるのではないだろ

うか。 

 

③我が国の国土計画の魅力の維持、指針性の向上 

国土政策の情報発信力を強化するための最大

のポイントは、国土形成計画を中心とする日本の

国土政策自体が、求心力を持ち続けることであろ

う。 

前述した中国からの要請も、過去において日本

の全総計画が国土の均衡ある発展に寄与したこと

が伝わっているからである。一方、東南アジア諸

国では、近年計画機能の弱体化が進み、均衡ある

国土開発や計画的なインフラ整備の点で問題が生

じていると聞く。最近の国際協力分野の専門家に

よる指摘の中には、日本の全総計画の歴史を例に

とりつつ国土開発計画の策定を提唱するものもあ

る（１）。 

さて、それでは最近の国土計画はこうした期待

に応える求心力を維持しているだろうか。経済が

成熟化し、また地方分権やグローバル化が進むに

つれて国土計画のあり方も変わっていくことは当

然である。しかし、全総計画は、回を重ね、内容

が広範になるにつれて、「施策の重点、優先度が不

明確になった、計画目標が抽象的である一方、目

標と施策の関係が不明確である、『いつまでに』と

いう時間軸に沿った指針性が不明確である」とい

った指摘を受けるようになった（２）。 

私自身も「日本の国土計画の歩み」を講義する

機会があるが、最近の計画ほど説明しにくいと感

じている。 

近く決定されるであろう国土形成計画の全国

計画とそれに続く８地域の広域地方計画が、指針

性の高い、かつ目標と施策の関係が明確に示され

たものとなることを切に望む。 

 

注 

(1)藤田安男他『東アジアにおける都市化とインフラの整

備』開発金融研究所報 2005年 7月号 

(2)国土審議会基本政策部会報告（平成 14年 11月） 
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諸外国の国土政策・都市政策に関する研究所の調査実績一覧 
 

自主研究 

地方都市の国際活動に関する基礎的研究（ 8.～ 12.）委託：早稲田大学理工学総合研究センター 

本研究は、日本海沿岸地域における国際化をテーマに、環日本海圏沿岸諸都市における相互交流の歴史的経過

と現状を調査し、都市形成過程を把握、環日本海圏の将来像を模索することにある。日本海対岸の沿岸諸都市

（大連、仁川、ウラジオストク、馬山等）の都市形成の実態について現地調査を実施、都市形成過程に関する

情報を収集整理し、人、もの、情報の交流から捉えた都市の形成史をまとめるとともに、我が国をふくむ沿岸

諸都市の相互交流について考察した。 

欧米の都市住宅政策に関する研究会（18.～19.） 

欧米の都市問題研究の一環で、英のイアン・カフーン教授（ハンバーサイド・リンカーンシャー大）の近著「デ

ザイン・アウト・クライム」の翻訳に取り組んだ。氏は、英国の都市再生・団地再生の第一人者で、千葉大客

員教授も勤めた実践派の研究者であるが、この著作では、防犯性を踏まえた都市デザインのベストプラクティ

ス（英国内外）を丹念に調べ、的確に紹介している。2007 年９月に翻訳出版した。（鹿島出版会） 

 

受託研究 

１．海外及び国際化関連調査（国土計画・国土政策） 

諸外国の国土政策分析調査（18.～19.） 国土交通省国土計画局 

諸外国及び日本の国土政策に関する情報を体系的に整理、発信することにより、国土形成計画の策定・推進や

国土政策分野の国際協力の推進等に資することを目的として、「国土政策の国際ライブラリー（仮称）」を構築

すべく、以下の調査を行った。（１）「各国の国土政策の概要」の作成、（２）諸外国の国土政策に関する情報の

収集のあり方の検討、（３）国別調査の実施（18 年度はベトナム及びドイツについて国別調査を実施した。） 

開発途上国等における国土政策支援のための調査（17.～19.） 国土交通省国土計画局 

中国は、急速な経済成長の一方、資源、人口、食糧、環境、地域間格差等の国土政策上の課題を抱えている。

17 年度調査では、中国の国土政策の現状と動向に関する基礎情報を把握した上で、日中の国土計画担当官等が

情報・意見交換を行う国土政策セミナーを開催した。18 年度は、アジア諸国における地域格差、大都市圏への

人口集中の現状等に関する基礎情報を把握した上で、中国、フィリッピン、ベトナム、タイの４ヶ国の国土計

画担当官等を招聘し国土政策セミナーを開催した。 

 

２．海外及び国際化関連調査（都市・住宅関連…欧米を中心として） 

欧州住宅・都市再生動向調査～子育て世帯の支援環境と住宅動向を中心とする

情報収集～（18.～19.） 

(独)都市再生機構都市住宅技

術研究所 

ドイツのシュリンキング政策調査（19.） (財)アーバンハウジング 

フランスの都市再生機構 ANRU の動向調査（18.） (財)アーバンハウジング 

2003 年に発足したフランス都市再生機構 ANRU の政策的背景と取り組みの実情、政策効果評価についての調査

研究である。1970 年代から取り組みの始まった都市再生政策が、1999 年頃から大きく転換した。戦後建設され

た郊外大規模高層団地（社会住宅）の問題地区と正面から向き合おうとする中で発足した ANRU が中核となり、

国を挙げた政策スキームと住民参加による事業が進んでいる。レジダンシアリザシオン（邸宅化）やスーパー

ブロック団地の再生状況等を現地調査した。 

都市・団地再生のための効果的手法の調査（16.） (財)アーバンハウジング 

海外住宅・都市開発動向調査（15.～17.） (社)国際建設技術協会 

2004 年香港国際住宅会議資料翻訳業務（16.） (社)国際建設技術協会 
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３．海外及び国際化関連調査（アジア太平洋） 

建設技術移転指針策定業務（高齢者・障害者対応建築・住宅技術）（17.～18.） (社)国際建設技術協会 

建設技術移転指針策定業務（賃貸住宅政策）（15. ～16.） (社)国際建設技術協会 

「建設技術移転指針策定業務」は、国土交通省からの国建協受託業務の実施を補助した。中国・インドネシア・

フィリピン・タイ・ベトナムの賃貸住宅事情と政策、途上国の賃貸住宅に対する国際機関や先進国援助機関の

対応を把握した。「海外住宅・都市開発動向調査」は、都市機構からの国建協受託業務実施を補助した。先進国

を対象に、都市再生事業評価手法、公的住宅政策や団地再生、ブラウンフィールド再生等について情報収集し

た。海外都市再生研究会の運営補助、翻訳業務も行った。 

アジア諸国における国土の利用に関する計画の策定状況に関する調査業務

（16.） 

(社)国際建設技術協会 

 

今後の我が国の国土利用の在り方の検討に当たっては、国際社会の動向、特に我が国との関係が深化している

アジア諸国の動向に配意する必要がある。本業務は、国建協が国土交通省から受託した調査の実施を補助した

ものである。具体的には、担当業務として、フィリピン及び中国について、都市化や都市基盤整備の進展状況、

都市化に伴う諸問題、国土利用に関する計画の策定状況や課題の把握等を行ったうえで、我が国の国土利用上

の対応方針について考察した。 

地震防災のためのネットワーク型共同研究に関連する国際ワークショップ及び

検討会の実施関連業務（19.） 

（独）建築研究所 

 

技術の社会的な定着方策に関する研究開発補助業務（18.） (国法)政策研究大学院大学 

途上国における地震防災政策の情報収集及び整理（17.） (国法)政策研究大学院大学 

ヴィエトナム国ホアラック・ソンマイ地域開発計画調査フェーズⅠ（10.） 

 

国際協力事業団、（株）ﾊﾟｼﾌｨ

ｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

本調査は、ベトナム国政府から日本国政府への要請により、首都ハノイ市郊外における計画人口 100 万人の新

都市開発のマスタープランを作成したものである。調査は複数の企業・機関の専門家の共同作業で進められ、

当研究所は、住宅開発計画・住宅供給方策についての検討を担当した。具体的には、ハノイ都市圏における住

宅事情並びに住宅供給を巡る現状・課題を把握した上で、新都市における住宅供給体制の整備に関し、提案を

行った。 

シティネット’97 横浜都市間協力フォーラム企画調査等（9.） ｼﾃｨﾈｯﾄ’97 横浜開催委員会 

 
４．海外及び国際化関連調査（中国） 

中国におけるメガロポリス形成に関する基礎調査（19.） 国土交通省国土計画局 

中国西部地域中等都市発展戦略策定調査（15.～17.） 

 

（独）国際協力機構（国際協力事

業団）、(財)国際開発センター 

中国では沿海部を中心に経済成長が続いているが、約 9 億人が生活する内陸部は依然として貧しく、沿海部と

内陸部の経済格差は一段と拡大している。中国西部地域の５つの中等都市（湖南省壊化市、雲南省玉渓市･大理

市、四川省都江堰市･徳陽市）を調査対象都市として、対象モデル都市の具体的な都市発展戦略の策定を行いつ

つ、今後中国において必要となる包括的な都市発展戦略について検討し、地域間格差の是正と内陸部の健全な

都市化の実現に貢献するための政策的な基礎を提供することを調査の主眼として実施している。 

中国中小都市化実験市（海城市、江蘇省）総合開発計画調査（11.～13.） 

 

国際協力事業団、(財)国際開発セ

ンター 

中国は改革開放以降の 20 年間、都市化なき工業化政策を進め、経済開発面では高度経済成長を達成し、平均所

得水準も急速に高まっている。その反面、地域間の所得格差が拡大するとともに、産業・企業間格差の拡大、

都市化・都市基盤整備の遅れ、環境問題、水資源問題等を惹起している。本調査は、中国において国土の均衡

のある発展を促すために、地方中小都市等における総合開発計画のためのガイドラインを策定するものである。

13 年度は江蘇省を舞台に、大都市圏問題をも視野に入れて検討した。 
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『デザイン・アウト・クライム ――「まもる」都市空間』の翻訳出版 

 
防犯についての図書が数ある中で、この著

作のユニークな点は、イアン・カフーン教授

の、都市や建築や、居住者コミュニティ、市

民社会へのゆるぎないまなざしである。世界

中の現代社会で起きている犯罪というものを、

できるだけ色眼鏡を掛けず捉えること、防犯

対策のためにも可能な限り、都市構造や都市

デザイン、建築デザインのあり方に照らして

考え、よく調べ、提案し、効果の検証に努め

ている。 
まず、犯罪をどう捉えるかという点につい

て、犯罪の専門家の知見や見解からではなく、

都市計画や地域計画、建築設計などに携わる

人たちが、日頃手がかりにしている、地域特

性や社会構造、家族のあり方、住宅政策との

関連性など、社会経済の変化の状況分析から

アプローチしている。そして、これらの本来

の関係性が歪み、綻び、崩壊しつつある点や、

自身もかつて携わった住宅地開発などにも思

わぬ見落としがあった点などを、真摯に反省

しながら、真正面から向き合い、改善方策を

探しているように見受けられる。 
これから防犯対策にどう取り組むべきか

という方向性や、効果を発揮できた事例の紹

介にあたっては、「都市空間をどう上質なものに改善し、市民や住まい手に誇りや帰属意識が持てるように

することの重要性を繰り返し述べており、防犯性は必要条件ではあっても、十分条件ではないのだという

点について見極めてもいる。 
実際の現場で生じた、困難な局面での問題解決についての秘話や苦労話、あるいは住民参加における取

り組みの機微についても、ご自身の経験と洞察、見識を重ね合わせ、リアルに説得力のある解説がなされ

ている。こうした取り組みに未経験のプランナーや建築家から、一定の経験を積んでおられる実践型の専

門家の方々まで、幅広い層に読んでもらいたい項目と内容が詰まっている。 
イアン・カフーン教授には、2004 年 10 月と、2006 年９月の２度訪英の折、ロンドン、ハル、マンチ

ェスターの数多くの実施プロジェクトを、ご同行の上、直接解説していただいた点、その後も独特の慣用

句や組織名称などについて、幾度も質疑させていただき、ご即答いただいた点などについて、深く感謝の

意を表する次第です。 
イアン・カフーン教授のプロフィル 
・1940年生まれ 1964年リバプール大学卒業 GLC勤務 
・王立英国建築家協会（RIVA）副会長(1984～1986) ハル市専任建築家(1984-1991) 
・千葉大学客員教授(1999.1～3) 現在：ハンバーサイド＆リンカーンシャー大教授 
著作：①“Housing Design in Practice”  1991 

邦訳「ハウジング・デザイン 理論とデザイン」湯川利和監訳 鹿島出版会 
②“Housing Design  An international Perspective” 1991 
③“Urban Regeneration” 1995 
④“The RIBA Book of 20th Century British Housing” 1999 

邦訳「イギリス集合住宅の２０世紀」服部岑生監訳 鹿島出版会 
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早稲田大学教授 伊藤滋先生の推薦のお言葉 

ストック時代の都市のために 

都市再生の要でもある「安全・安心のまちづくり」は、各自治体の取り組みが本格化してきたが、昨

今の世相で、犯罪の不安感はますます高くなっている。１９９０年代以降、欧米諸国で、防犯・治安対

策に、コミュニティに根ざした取り組みを国レベルまで連携させ、質の高い都市空間を整備することに

よって防犯性を高める試みが効果を上げている。 
人口減少と高齢化が加速度的に進むわが国でも、ストック社会に相応しい、上質な都市空間で「まも

りが得られる」ことの可能性を、この本から学ぶことができる。『アーバン・ビレッジ』の手法による

居住環境向上や『ボン・エルフ』による街路空間のレベルアップ、『パタン・ランゲージ』や『参加の

梯子』の手法による住民参加の実践などに至る、様々な「都市デザイン」の手法とそこに見られる防犯

効果について、世界のベストプラクティスが大変分かりやすく解説されている。 

読者のご評価 

村上 心先生（杉山女学院大学准教授）：安全は、都市に生きる人間にとって、大昔とは違ったリスクへ

の対応内容と方法が求められる、非常に奥深い計画領域だと考えております。 
樋野公宏様（建築研究所）：「デザイン・アウト・クライム」を拝読しました。とても分かりやすく訳さ

れているので、多くの方に勧めたいと思います。 
柴田 健先生（九州大学大学院助教）：非常にわかりやすく書かれた本です。カフーン先生は私の分野（住

居系建築計画）でヨーロッパの最重要人物の1人です。訳本が出ることを知らず元本を先日購入したの

ですがとても丁寧に訳出されている印象を受けます。写真も綺麗です。「デザイン・アウト・クライム」

はまさに今日本が必要としている情報が多く，学生とともにバイブルとさせていただいております。 
首藤亮一様（（財）国土技術研究センター）： 想像していた以上に内容が濃く図版が充実した理解しや

すい書籍だと思います。わが国も都市計画及び都市デザインを実行していく体制をきちんと組立てグラ

ンドデザインをしっかり行う仕組みを作っていかなければならないと感じています。 

出版記念シンポジウムから 

小出 治先生（東京大学大学院教授）：最近、国際的な防犯研究の成果が3つの本に大変よくまとめられ

ているが、その１つとして推薦できる。 
瀬渡章子先生（奈良女子大教授）：前から気になっていた本です。今年９月にカフーン先生を訪問した

折、この本がまもなく出版されると知りました。素晴らしい翻訳ができたことを喜んでいます。 
島田貴仁様（科学警察研究所）：防犯デザインは、都市計画や建築の専門家、犯罪学者の研究や知見か

ら入って論じられることが多いが、この本はエリザベス・ウッズ（社会学者）から入っておりユニーク、

コミュニティや子育て環境への目配りも行き届いている。サスティナビリティへの視点も評価できる。 
山本俊哉先生（明治大学准教授）：大変読みがいがあった。つい電車の中で読み始め、気がつくのが遅

れたほどでした。カフーン先生が目指す「持続可能なコミュニティの創出」の要となる住民参加につい

て述べられているが、従来の計画プロセスと異なる「まち歩き→目標を定める→優先順位を決める」と

いった参加の原理なども適切に紹介してあり教科書にもぴったりである。 

［訳者紹介］ 

小畑晴治（こばた・せいじ） 1947 年生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。日本住宅公団・都市再生
機構（都市住宅技術研究所長）を経て、(財)日本開発構想研究所 理事、都市・地域研究部長。千葉大学大学院
客員准教授、明海大学非常勤講師。 
大場  悟（おおば・さとる） 1957 年生まれ。横浜国立大学大学院工学研究科建築学専攻修了、ロンドン大
学（University College London）Master of Science（Urban Development Planning）修了。(財)日本開発構
想研究所 都市・地域研究部担当部長。技術士（総合技術監理部門、建設部門：都市及び地域計画）。 
吉田拓生（よしだ・たくお） 1937年生まれ。早稲田大学第一理工学部建築学科卒業。日本住宅公団を経て、
(財)日本開発構想研究所 副理事長。技術士（建設部門：都市・地方計画）、一級建築士。 
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「下河辺淳アーカイヴス」の当研究所での開設について 

 

「下河辺淳アーカイヴス」はこれまで総合研究開発機構（NIRA）で収集、整理、管理、公開されてきた

が、総合研究開発機構法が廃止され、NIRAでは「下河辺淳アーカイヴス」を管理することが困難になった

ため、平成19年10月に下河辺淳氏個人に移転された。 

下河辺淳氏の全著作・論文のリストについては、NIRA 総合研究開発機構ホームページ→政策研究情報

→政策特殊コレクション→下河辺淳アーカイヴに、下河辺淳氏プロフィールと共に、データ検索が可能な

形で公開されている。 

22のジャンルに区分され、約7,785点の論文等が収録されている。それぞれの論文等については、更に、

タイトル、著者、出版物名、発行所、ページ、資料形態別分類、発表方法別分類、発行年月日、サイズ、

所蔵場所等が記載されたページが検索できる。 

全著作・論文の現物は、NIRA 大来佐武郎記念政策研究情報館（情報館）に保存されて公開されていた

が、同館は、平成17年7月から休館し、平成19年2月末日、閉館することが正式に決定している。 

財団法人日本開発構想研究所は、下河辺淳氏からの申し出を受け、「下河辺淳アーカイヴス」を引き受

けることとした（平成20年 1月開設予定…アーバン虎ノ門ビル7Ｆ）。 

当研究所の寄付行為第３条では、「この法人は、国民の諸活動の基礎をなす国土の総合的な開発に関す

る構想、それを達成するためのシステム等について調査、研究、企画を行ない、もって人間のための豊か

な環境の創造に資することを目的とする。」という目的を定めており、第 4 条の(1)では「国土の総合的な

開発の構想、システム等に関する調査、研究、企画」を事業内容としているところから、この「下河辺淳

アーカイヴス」を引き受け、それを活用していくことは、当研究所として極めてふさわしい事業であると

考えている。 

分野別にみる登録件数 

 分   野 分野別 関連分野別 延べ数 
1 国土論、国土開発・計画 843 219  1,062 
2 都市、首都、東京 499 144  643 
3 地方・地方都市、地域開発 1,385 529  1,914 
4 土地、建築、住宅 105 57  162 
5 災害、防災 561 153  714 
6 経済 110 61  171 
7 企業、経営 109 70  179 
8 産業 108 56  164 
9 交通 120 63  183 
10 自然、環境、エネルギー 288 144  432 
11 国際関係、世界、民族、宗教 724 229  953 
12 社会論、未来論、歴史・伝統 278 154  432 
13 価値観、ライフスタイル 65 64  129 
14 ジェネレーション、ジェンダー、家族 257 68  325 
15 情報、ﾒﾃﾞｨｱ、ﾈｯﾄﾜｰｸ 140 44  184 
16 科学、技術 229 29  258 
17 文化、デザイン 71 84  155 
18 生活全般 108 56  164 
19 シンクタンク 326 198  524 
20 政策、政治・行政 270 655  925 
21 人物、人物評 190 28  218 
22 その他 59 - 59 
 計 6,845 3,105  9,950 
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下河辺淳 －その歴史、その仕事－ 

 
1923（大正12）年東京に生まれる。東京大学在学中に終戦となり、戦災を受けた

東京の都市社会調査を行う。1947（昭和 22）年同大学第一工学部建築学科卒業、

工学博士。 

 

同年戦災復興院技術研究所に勤務し、住宅問題、都市計画の調査・研究を手がけ

る。1952（昭和27）年より経済審議庁に出向し経済計画の策定に参画。 1957（昭

和 32）年からは建設省で、特定地域の総合開発、特に河川総合開発計画に着手。

東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海、有明海等の内海の総合調査に取り組んだ。 

 

1962（昭和37）年に経済企画庁総合開発局へ。同年策定の全国総合開発計画（一

全総）から1998（平成10）年の第5次全国総合開発計画（五全総）まで、一貫し

て国土政策・国土行政に深くかかわる。1977（昭和52）年国土事務次官、1979（昭

和54）年退官。 

 

1979（昭和54）年、認可法人の政策研究機関である総合研究開発機構（NIRA）の

第 2代理事長に就任。12年間の在職中に、世界のシンクタンクとの研究交流の輪

を広げ、また国内シンクタンクの協力を得て、約 450余の研究プロジェクトを手

がけた。総合的なプロジェクトとして取りまとめたものに『事典 1990 年代日本

の課題』『事典アジア太平洋－新しい地域像と日本の役割』がある。また大都市

問題（東京論、土地・住宅問題、首都機能、世界都市）も力を注いだ研究のひと

つである。1991（平成3）年退任、翌年まで顧問を務める。  

 

1992（平成 4）年、株式会社東京海上研究所理事長に着任。企業の未来について

さまざまな視点から研究を進め、近年深い関心を寄せたテーマ「ボランタリー経

済」については三部作（『ボランタリー経済の誕生』『ボランタリー経済学への

招待』『ボランタリー経済と企業－日本企業の再生はなるか？』）をとりまとめ

た。2001（平成 13）年より研究顧問、サロン会長を務め、2003（平成 15）年 6

月退任。 

 

1994（平成6）年には、これまでの国土政策を集大成し、国土計画の歴史から21世紀の国土に至る長期的

視点を盛り込んだ『戦後国土計画への証言』を出版。また、1995（平成7年）から 1年間にわたって、阪

神・淡路復興委員会委員長を務め、同地域の復興施策をまとめ上げた。このほか、日中経済知識交流会顧

問、日英2000年委員会委員、日米欧委員会日本委員会委員、社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）

裁定委員会委員など、各種団体の要職を務める。 

 

2003（平成15）年7月より、下河辺研究室会長、有限会社青い海会長に就任。2006年 9月に83歳を迎え

た。 

 
資料：総合研究開発機構（NIRA）ホームページより 
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(財)日本開発構想研究所の概要 役員及び評議員等一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本理念 

 （財）日本開発構想研究所は、くにづくりから、

まちづくり、ひとづくりまで、活力に満ちた明日

の社会の形成に役立つ学際的な研究調査を、人と

人とのふれ合いを大切に、地道に進めるために設

立された研究機関です。 

そのため、多彩な研究者からなる内部スタッフ

を擁し、必要に応じて外部専門家の協力を得つつ

総合的かつ実践的な研究を行うシンク・タンクと

しての歩みを進めています。 

【役員等】   

理 事 長 戸 沼 幸 市 早稲田大学名誉教授 

副 理 事 長 吉 田 拓 生  

常 務 理 事 阿 部 和 彦  

理 事 田 畑 貞 壽 千葉大学名誉教授 

 齋 藤 諦 淳 武蔵野大学学長 

元文部省生涯学習局長 

 小 林 重 敬 横浜国立大学大学院工学研

究院教授 

 吉 越  洋 東京電力株式会社フェロー

 斎 藤 勝 利 第一生命保険相互会社代表

取締役社長 

 鎌 田  積  

 小 畑 晴 治  

   

監 事 松 本 久 長 株式会社新日鉄都市開発取

締役都市開発部長 

 古 田 克 哉 株式会社みずほコーポレー

ト銀行産業調査部長 

   

【 顧 問 】 新 谷 洋 二 東京大学名誉教授 

   

【評議員】   

学 識 者 天 城  勲 元文部事務次官 

 稲本洋之助 東京大学名誉教授 

 今 野 修 平 元大阪産業大学大学院教授

 黒 羽 亮 一 大学評価・学位授与機構名

誉教授 

 青 柳 幸 人 元住宅・都市整備公団理事

 黒 川  洸 財団法人計量計画研究所理

事長 

 天 野 郁 夫 東京大学名誉教授 

   

出捐者代表 正 賀  晃 株式会社新日鉄都市開発代

表取締役社長 

 佐 藤 康 博 株式会社みずほコーポレー

ト銀行取締役副頭取 

 皷  紀 男 東京電力株式会社取締役副

社長 

 宮 崎  勇 関西電力株式会社顧問 

 各 務 正 博 中部電力株式会社代表取締

役副社長執行役員 

 八丁地 隆 株式会社日立製作所顧問 

 

設立年月日 昭和４７（1972）年７月５日 

基本財産      100,000千円 

主務官庁      内閣府・国土交通省 

 

 

組織及び調査研究スタッフ 
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●銀座線虎ノ門駅から徒歩3分 

●JR 新橋駅から徒歩10分 

 

 

ＵＥＤレポート ［発行所］財団法人 日本開発構想研究所 

 
〒105-0001  東京都港区虎ノ門 1-16-4 アーバン虎ノ門ビル 7階 

 

 

TEL．03-3504-1766(代) 

FAX．03-3504-0752 

2008 年 1 月発行 

 

E-mail：office@ued.or.jp 

URL：http://www.ued.or.jp 

 

 

 



 

 


	表紙・目次.pdf
	０．巻頭言～２．.pdf
	３．～４．.pdf
	５．～６．.pdf
	７．～９．.pdf
	参考資料.pdf

